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第１章  事業概要  
 
 
 

１．研究目的 

今年度より全国各地で改正介護保険の取組みが始まり、包括的支援事業の生活支援体

制整備事業に取り組む自治体の数は約 700 に上る。しかし、この新たな地域支援事業

については、特に中核部分でもある「生活支援コーディネーター」に担わせる役割、適

当な資質、「協議体」の構成や役割、住民主体の多様なサービスをどう形成していくか

等、さまざまな点で自治体の介護保険担当者がとまどい、苦労している現場も、しばし

ば見受けられる。 

当法人では、今回の改正介護保険における地域に対する目線と協働の考え方に共感し、

さまざまな機会において、本改正の趣旨を周知するとともに、「生活支援コーディネー

ターと協議体」という改正の解説本も出版してきたところである。 

このような経緯から、全国の自治体の介護保険担当者から、冒頭記したような本改正

へのとまどいや悩みを聞く機会が増えるにつけ、この改正を早期に軌道にのせるために

は、わかりやすく、各地域の実情で選択できるような複数モデルの提示と、その背景に

ある考え方を浸透させることが必要であると考えた。そこで、実践事例（先行事例）を

もとに、その成功要因や課題を分析し、未だ新制度に移行できていない市町村に、導入

を促進するためのマニュアルを作成・配布し、この重要な改正の円滑な移行に寄与する

ことを目的とする。 

また、このような実践事例を背景となる考え方とともに盛り込んだマニュアルは、未

移行自治体への一助となるのみならず、既に移行している自治体においても、自らの体

制整備の比較検討と、本地域支援事業の可塑性や多様性の再確認、より各地域の実情に

応じた体制への移行検討にも資するものと思われる。 

 

２．研究委員会の設置・開催 

委員会を設置して、研究事業全体の方向性、市町村取組み状況調査等の内容、先行自

治体の状況分析、協議体及び生活支援コーディネーター設置促進のための市町村マニュ

アル作成等についての討議、決定を行った。なお、第 1 回委員会の討議の中で、マニュ

アルという名称に対する疑義が出されたため、以降仮の名称をガイドブックとあらため

た。また、本研究委員会の下に、ガイドブック等細部を検討する作業部会を設置した。 
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【委員構成】 

委員長 ： 高橋 誠一 東北福祉大学 総合マネジメント学部 教授 

委 員 ： 平野 隆之 日本福祉大学 社会福祉学部 教授 

 服部 真治 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構 
             研究部研究員 兼 研究総務部次長 

 阿部 博敬 宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課 課長補佐 

 横山 美江 武蔵野市 健康福祉部 高齢者支援課 主任 

 吉田 昌司 倉敷市 保健福祉局 参与 

 佐藤 寿一 宝塚市社会福祉協議会 常務理事 兼 事務局長 

 池田 昌弘 全国コミュニティライフサポートセンター 理事長 

 

 

３．訪問ヒアリング調査 

事業計画では、全国自治体へのアンケート（量的）調査を予定していたが、他の

研究等も鑑み、厚生労働省老健局振興課とも相談のうえ、量的調査をとりやめ、必

要に応じて、ヒアリング調査を充実させることとした。 

第 1 回の委員会において、都道府県の担当課に対するヒアリングと、市町村の第

1 層生活支援コーディネーターに対するヒアリングの 2 種類のヒアリング調査を行

うことに決定した。 

 

４．協議体・コーディネーター支援ガイドブック及び研究報告書の作成 

上記の調査等を基にしながら、先行自治体のノウハウ等を反映した、協議体や生活

支援コーディネーターの支援ガイドブックを作成し、全国自治体へと送付した。 

又、第 3 回委員会において、ガイドブックと共に研究報告書も発送した方が自治体

職員の理解が深まるとの意見が挙がり、予算も含め検討した結果、ガイドブックと共

に全国市町村に送付することとした。 

ガイドブックの構成・内容は、研究委員会の討議により決定した。 

ガイドブック作成実務上の細部の詰めなどは、研究委員会により設置された作業部

会にて、これを行った。 
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２．委員構成 

委員長 ： 高橋 誠一 東北福祉大学 総合マネジメント学部 教授 

委 員 ： 平野 隆之 日本福祉大学 社会福祉学部 教授 

 服部 真治 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構 
             研究部研究員 兼 研究総務部次長 

 阿部 博敬 宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課 課長補佐 

 横山 美江 武蔵野市 健康福祉部 高齢者支援課 主任 

 吉田 昌司 倉敷市 保健福祉局 参与 

 佐藤 寿一 宝塚市社会福祉協議会 常務理事 兼 事務局長 
 池田 昌弘 全国コミュニティライフサポートセンター 理事長 
 
３．開催日程 
【委員会】 

◎第１回委員会 

開催日 ： 2016 年 7 月 17 日（日） 

会 場 ： 東京八重洲ホール（東京都中央区） 

参加者 ： 委員長、委員 7 人、 
オブザーバー1 人（厚生労働省老健局総務課 1 人）、 
事務局 2 人（委員全員出席） 

議 事 ： 研究事業概要説明 
研究の方向性 
事業で予定していた調査の変更について  他 
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◎第２回委員会 

開催日 ： 2016 年 10 月 21 日（金） 

会 場 ： 貸会議室プラザ 八重洲北口（東京都中央区） 

参加者 ： 委員長、委員 6 人、 
オブザーバー2 人（厚生労働省老健局振興課 2 人）、 
事務局 2 人（池田委員のみ欠席） 

議 事 ： ヒアリング調査 現状報告 
調査研究報告書について 
市町村向けガイドブックの内容等について  他 

 

◎第３回委員会 

開催日 ： 2017 年 1 月 9 日（月・祝） 

会 場 ： 貸会議室プラザ 八重洲北口（東京都中央区） 

参加者 ： 委員長、委員 5 人、 
オブザーバー1 人（厚生労働省老健局振興課 1 人）、 
事務局 1 人 

議 事 ： ヒアリング調査報告 
報告書・ガイドブックの構成案について  他 

 
 
 

【作業部会】 

  ※作業部会の委員については、研究委員会の委員長がガイドブック作成等に実際に

あたる研究委員その他を必要に応じ召集した。 
 

◎第１回作業部会 

開催日 ： 2016 年 8 月 5 日（金） 

会 場 ： 京都ガーデンパレス（京都府京都市） 

参加者 ： 委員長、委員 2 人、事務局 1 人 

議 事 ： マニュアル（ガイドブック）作成の方向性 
調査とガイドブックとの関連について 
調査内容について 
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◎第２回作業部会 

開催日 ： 2016 年 9 月 23 日（金） 

会 場 ： 京都ガーデンパレス（京都府京都市） 

参加者 ： 委員長、委員 2 人、事務局 1 人 

議 事 ： ガイドブックの中心的な対象層・内容について 
ヒアリング調査について 

 

◎第３回作業部会 

開催日 ： 2016 年 11 月 17 日（木） 

会 場 ： 全国コミュニティライフサポートセンター事務所（宮城県仙台市） 

参加者 ： 委員長、委員 1 人、 
オブザーバー1 人（ガイドブックの編集を委託した編集者）、 
事務局 2 人 

議 事 ： ガイドブックの構成について 
ガイドブックに盛り込む内容について 

 

◎第４回作業部会 

開催日 ： 2017 年 3 月 11 日（土） 

会 場 ： 神戸学院大学有瀬キャンパス（兵庫県神戸市） 

参加者 ： 委員長、委員 3 人、 
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第３章  ヒアリング調査の実施  
 
 
 
【調査概要】 
１．実施目的 

市町村の生活支援体制整備事業の実施には、都道府県の支援が重要という観点から、

全国の都道府県よりピックアップし、市町村に対する支援（研修を含む）の状況や、

市町村の現状などのヒアリングを実施した。 

 

２．調査方法 

事業計画では、全国自治体へのアンケート（量的）調査を予定していたが、他の研

究等も鑑み、厚生労働省老健局振興課とも相談のうえ、量的調査をとりやめ、必要に

応じて、ヒアリング調査を充実させることとした。 

第 1 回の委員会において、都道府県の担当課に対するヒアリングと、市町村の第 1
層生活支援コーディネーターに対するヒアリングの 2 種類のヒアリング調査を行う

ことに決定した。なお、都道府県に対するヒアリングは基本的に事務局で実施。第 1
層生活支援コーディネーターに対するヒアリングは研究委員及び事務局で分担して

実施した。 

 

３．調査対象の選定 

・全国の都道府県より 6 県を有意抽出 

・第 1 層生活支援コーディネーターのヒアリング対象は、都道府県ヒアリングの際

の県の担当課からの意見、研究委員からの推薦等により決定 

・第 2 回委員会において、埼玉県の取組みが注目を集めたこと、他の県の範とすべ

く、なぜ埼玉県が他県と異なりこのような取組を行えるかを更に分析を行うため

に、第 2 回の追加ヒアリングを実施した。 

 

４．調査（ヒアリング）内容 
１）都道府県に対する調査（ヒアリング）内容 

○市町村の生活支援体制整備事業・総合事業への支援を担当する県の人員体制 
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○研修実施状況、内容について 

○市町村担当者向けに実施していること 

○その他（モデル事業、アドバイザー派遣事業など） 

○課題として市町村から聞くこと 

○課題としてコーディネーターから聞くこと 

 

２）第 1層生活支援コーディネーターに対する調査（ヒアリング）内容 

○市区町村名 

◯都道府県名 

◯受託法人名（市町村直営でない場合） 

◯記入者（コーディネーター）について 

・名前  ・部署名 
・役職名 ・所持資格 
・コーディネーター歴 

◯電話番号、FAX 番号、メールアドレス 

◯市町村のコーディネーター・協議体の配置について 

・配置・設置の有無 
・配置・設置年 
・第 1 層生活支援コーディネーターの人数 

◯記入者（コーディネーター）の経歴について 

・前職 
・相談員経験の有無 
・行政職経験の有無 
・地域（福祉）担当経験の有無 
 （地域担当保健師、地域包括支援センター含む） 

 

◯（コーディネーターを法人委託としていた場合） 
市町村から、団体・法人に委託された理由 

◯コーディネーターとして選ばれた理由 
（資格、業務経験、土地勘など具体的に） 

◯生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動の概要 
（段階を追った形で） 
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◯活動の中で生じた問題・課題。それに対する対応と解決に至ったかどうか。 

◯行政との関わりについて 

（定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等） 

◯生活支援コーディネーターの活動を行う際、工夫や留意している点。 

これまでの業務との違い。 

◯これまでの活動成果、発展性・波及性について 

◯今後の活動で取り組んでみたいこと・考えていることなど 

◯コーディネーター業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、勉強したいこと。 

 

５．調査時期 
平成 28 年 9 月～平成 29 年 2 月 

 
【日程】 
１）都道府県に対するヒアリング調査 

・2016 年 10 月 11 日  埼玉県庁・埼玉県社会福祉協議会 

・2016 年 10 月 17 日  長野県庁 

・2016 年 10 月 17 日  富山県庁 

・2016 年 11 月 29 日  埼玉県庁（第 2 回ヒアリング） 

・2017 年 2 月 1 日   岐阜県庁 

・2017 年 2 月 2 日   宮城県庁 

・2017 年 2 月 22 日    高知県庁 

※第 1回委員会における宮城県委員からの報告は、本調査の一環と位置づける。 

 

２）第 1 層生活支援コーディネーターに対するヒアリング調査 

・2016 年 9 月 1 日   三重県桑名市・伊勢市・いなべ市 

・2016 年 9 月 7 日   高知県中土佐町・本山町 

・2016 年 10 月 18 日  富山県滑川市 

・2016 年 10 月 20 日  東京都目黒区 

・2016 年 10 月 24 日  東京都調布市 

・2016 年 10 月 28 日  長野県宮田村 

・2016 年 11 月 8 日   岡山県倉敷市 
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・2016 年 12 月 14 日  埼玉県三芳町 

・2017 年 1 月 11 日   長野県茅野市 

・2017 年 1 月 18 日   石川県能登町 

・2017 年 2 月 3 日  兵庫県宝塚市 

・2017 年 2 月 22 日  高知県本山町 

※第 1 回委員会における横山委員からの武蔵野市の報告は、本調査の一環と位

置付ける。 

※上記の他、2017 年 1 月 19 日、宮城県岩沼市の第 2 層生活支援コーディネー

ターにガイドブック作成の参考とするため、ヒアリングを実施した。 

 

６．調査結果詳細 

ヒアリング結果については、第 4 章［配布用］報告書原稿において、 

◯都道府県ヒアリング調査結果 24～33 頁、83～85 頁 
（一部都道府県については 94 頁にも掲載） 

◯第 1 層生活支援コーディネーターヒアリング調査結果 53～59 頁 
（本調査ヒアリングシートについては、96 頁に掲載） 

上記該当ページに掲載している。 

第４章  ［配布用］報告書・ガイドブック原稿掲載 

 

 

 

★12～88 頁まで 

全国の自治体に送付した報告書 

★89 頁 

全国の自治体に送付したガイドブックの目次 

 

上記をそれぞれ掲載いたします。 
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第 1章 本調査研究の背景と目的・方法  

 
１節 「生活支援コーディネーター」の養成をめぐる論点－本調査研究の背景 

研究テーマである「地域支援事業における生活支援コーディネーター・協議体の進め方」

において、とくに注目したのは生活支援コーディネーターの養成をめぐる論点であった。

その点をめぐって行われた研究委員会での議論を整理すると、次のような研究課題が抽出

される。なお、研究会委員の構成は、以下の 8 ページを参照。 
 
１）生活支援コーディネーター養成のためのわかりやすいガイドブックの作成 

第 1 は、これまでの研究会メンバーにより取り組まれてきた養成のためのテキストのね

らいとそのための教材の検討である。研究会メンバーによる生活支援コーディネーター養

成のテキストとしては、次の 3 点がある。①高橋誠一・大坂純・志水田鶴子・藤井博志・

平野隆之編（2016）『生活支援コーディネーター養成テキスト』（CLC）、②堀田力・服部真

治編（2016）『私たちが描く新地域支援事業の姿－地域で助け合いを広める鍵と方策』（中

央法規）、③吉田昌司編集『改正介護保険の新しい総合事業のてびき－これでうちの自治体

も安心移行・推進へ』（第一法規）である。いずれも 2016 年に発行されたものであり、そ

れぞれの編集上の力点は、テキストのタイトルに現れている。 
本研究会の委員長を担っている①高橋誠一他編の『生活支援コーディネーター養成テキ

スト』は、文字通り生活支援コーディネーターそのものの養成に力点を置いている。他方、

研究会委員である服部真治が深く係わった『私たちが描く新地域支援事業の姿－地域で助

け合いを広める鍵と方策』では、新地域支援事業と生活支援コーディネーターとの関係を

強調するタイトルを選択している。この地域支援事業の強調に対して、同じく委員である

吉田昌司が編集した『改正介護保険の新しい総合事業のてびき－これでうちの自治体も安

心移行・推進へ』では、新総合事業との関係のなかで、生活支援コーディネーターの役割

を解説するタイトルとなっている。 
これらの力点の置き方は、誰を対象にテキストが編まれているのか、生活支援コーディ

ネーターの配置方法やその活動において、どの段階や場面で誤解が生じているのかという

課題設定における違いから生じたものといえる。共通している点は、市町村の介護行政担

当者が、今回の制度改正に対する正しい理解がないと、生活支援コーディネーターの養成

方法や配置等において誤ったアプローチをとることになるという認識である。 
その点を整理しておくと、生活支援コーディネーター＝生活支援サービスの体制整備コ

ーディネーターであるとの認識から、体制整備という個別支援のコーディネートとは異な

る新たな地域包括ケアの推進の方法を担う人材として注目すべきであり、そのための地域

支援の手段として「協議体」が用意されているということである。その意味では、生活支援

コーディネーターは、「地域支援」を担う地域福祉の人材としての性格をもち、地域福祉の基

盤の強化としての機能をもつ点で、地域福祉の基盤の拡大としても位置づけることができる。 
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また、介護行政が生活支援コーディネーターへ丸投げする傾向の背景として、「行政の縦

割り・地縁の硬直性・NPO の非協調性・専門家の優越感」（堀田・服部編、P.43）を指摘し、

新たな職種として、各アクターが協力して育成していくことを強調している。その克服策

として、それぞれのテキストは、先駆的な実践事例をていねいに紹介している。ただし、

これらの実践事例の整理作業を評価するとともに、まだまだ市町村の介護行政において理

解が進んでいない状況もあることから、本研究会の課題としては、よりわかりやすいガイ

ドブックの作成が必要であるということになった。 
 

２）生活支援コーディネーター養成における都道府県の役割の強化 

第 2 の論点は、都道府県の指導性に関するものである。現在は、中央研修等を通して、

国が一定の生活支援コーディネーター養成に取り組んでいるが、今後はその中央研修の取

り組みも終結を迎えるなかで、都道府県の役割が重要となり、都道府県が生活支援コーデ

ィネーター養成における支援の指針（B）を作成する課題が生じている（図 1-1 参照）。第 1
の論点として示した課題は、（A）の「わかりやすいガイドブック」となり、さらには、協

議体メンバー同士で理解を進めるためのテキスト（C）も必要となる。本研究テーマである

「地域支援事業における生活支援コーディネーター・協議体の進め方」の後段部分の課題

に相当するものである。 
 

 
 自治体担当者における総合事業の本質的な理解の困難さとその克服をどう確保するか、

この点は先に紹介した 3 つのテキストの成果を踏まえながら、都道府県の支援役割として

再整理することが、本研究会の重要な課題といえる。生活支援コーディネーターが徐々に

確保され、成果が問われるなかで、やや長期的な視点での評価を明確にする必要がある。 

図　研究会をめぐる役割の整理

都道府県の役割

自治体担当者

生活支援
コーディネーター
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図 1-1 

 

また、他の地域福祉等の人材との役割分担を明確にする必要がある。配置された生活支

援コーディネーターが活動を通してみえてくる困難をどう乗り越えるか、その点から市町

村を横断した支援のあり方を構想する必要が生じている。この第 2 の論点が、本報告書に

おいて対応している内容である。 
 なお、今回の研究課題として取り組むことは困難であるが、第 2 層の協議体の運営には、

参加する地域住民や事業所等のメンバーが、この事業の目的やあり方を理解する必要があ

り、そのためのテキスト（C）が必要となる。持続的に協議体を担い、場合によっては生活

支援サービスを生み出す取り組みに参加することを丁寧に説明し、理解してもらうことが

必要となっているのである。なお、（C）のテキストについては、盛り込むべき課題の整理

にとどまっている。 
 
３）各種論点から研究の目的設定へ －他の研究プロジェクトとの比較から 

都道府県の支援役割に関連しては、厚生労働省老人保健事業推進費等補助金による研究

事業において、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（三菱UFJリサーチと略す）

が事務局を担う「地域包括ケアシステム構築における広域的な支援のあり方に関する検討

会」が研究事業を実施している。本研究会の 4 名が同検討会の委員を兼ねている。それゆ

え両者の相違点について触れておくことにする。三菱 UFJ リサーチによる検討会では、国

の出先機関である各地域での厚生局健康福祉部に配置されている地域包括ケア推進課の役

割を含めて、広域的な支援を論じている。その意味では都道府県に限定した支援役割では

ないが、そのなかでは都道府県の支援の比較検討がなされ、そこでの検討結果からも多く

の示唆を得ている。研究の守備範囲としては、三菱 UFJ リサーチでは在宅医療介護連携を

含んだ地域包括ケアシステムの構築にあるのに対して、本研究会では総合事業に焦点を当

て、それを実現するための地域支援事業における生活支援コーディネーター配置と協議体

のあり方を研究の対象としている。 
総合事業とそれを実現するための地域支援事業の関連では、本調査研究の出発点におい

ている宮城県の官民協働による「生活支援コーディネーター養成研修」の取り組みも、三

菱 UFJ リサーチによる検討会において検討の対象としている。その際、こうした官民協働

による研修事業が成立する条件、協議の場やその事業運用における協働の方法について注

目している。都道府県における市町村支援の戦略的な方法をどのような協議の場を通して

生み出しているのか、ある意味では都道府県における市町村支援の政策マネジメントに関

心がある。言いかえれば、支援プログラムの開発過程への注目である。これに対して、本

研究では、こうしたプロセスに関心を置きながらも、むしろプログラムそのものや、その

運用方法における指針を研究対象として設定している。 
その理由としては、本研究の企画や運営を担っている全国コミュニティライフサポート

センター（CLC）が、かかる宮城県での「生活支援コーディネーター養成研修」そのもの

を開発し、運営してきた経験を有し、その普遍化や全国的な普及により課題を置いている
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からである。都道府県による支援のあり方一般よりは、市町村が求める具体的な支援方法

を検討することに目的を置き、そのための具体的な提言を試みる。 
 
２節 調査研究の目的と方法 

１）調査研究の目的 

すでに示したように本調査研究の独自視点は、宮城県と協力して取り組んできた「生活

支援コーディネーター養成研修」の実績がある。その詳細は、第 2 章の 2 節のなかで触れ

ることになるが、その特徴は、官と民との協働による生活支援コーディネーター養成のあ

り方の検討であり、先行する東日本大震災での生活支援と地域支援の融合した地域支え合

いの活動支援の実績にある。もちろん、こうした宮城県におけるこれまでの地域課題とそ

の解決の取り組みが影響している要因はあるものの、そのなかで作り出された養成プログ

ラムの内容は、他の都道府県においても大いに参考になるとの判断が研究プロジェクトの

前提にある。 
本研究は、図に示した市町村において活用される「わかりやすいガイドブック」の作成

（A）や協議体メンバー同士で理解を進めるためのテキスト（C）を視野に入れつつも、本

研究テーマである「地域支援事業における生活支援コーディネーター・協議体の進め方」

をバックアップする都道府県の支援指針（B）を作成することにある。なお、（A）の冊子に

ついては、本報告書には含めず、別冊の形で発行している。 
 
２）調査研究の方法と分析視点 

（１）都道府県のヒアリング調査の方法 

都道府県における生活支援コーディネーター養成等に関する支援プログラムについては、

宮城県が主体となって全国の都道府県における独自調査が実施されている。研究会では、

その成果を踏まえて、必要と思われる都道府県の事例的なヒアリング調査を実施すること

とした。次に示すいくつかの理由から、その分析対象を宮城県、埼玉県、高知県の 3 県と

した。実際には、他の都道府県（長野県・富山県・岐阜県・三重県）も調査を行ったが、

今回は 3 県についての分析にとどめる。 
3 県を分析対象とした理由としては、次の点がある。宮城県調査の結果（第 2 章第 1 節）

を踏まえると、有効な支援プログラムとしては、①生活支援コーディネーターの重層的な

養成研修、②アドバイザー派遣による支援、③県における連絡会等の支援や既存の地域福

祉支援の実績の活用、である。これらにおいて参照できる支援プログラムの枠組みを有す

るのが、先の 3 県であったのである。3 県以外の調査においても示唆はあったものの、今回

はこの 3 県による事例的なヒアリング調査に焦点化する方法を選択した。 
 

 

 

 

（２）第 1 層の生活支援コーディネーターを対象とした調査の方法 

第 1 層の生活支援コーディネーター（一部では行政担当者を含む）を対象とした調査（ヒ

アリング調査）の分析視点としては、次の 4 点を設定する。分析視点①自治体担当者と生

活支援コーディネーターとの関係がどのように形成されているのか。行政担当者が生活支

援コーディネーター人材の登用や配置をどう判断したのか、その判断の背景や理由につい

てもヒアリングの対象に含めることとした。また、生活支援コーディネーターによる行政

との関わりについても質問している。 
分析視点②としては、生活支援コーディネーターの活動を通して見えてきた課題や活動

の成果についての把握である。協議体という方式が果たして地域の主体的な取り組みを醸

成することができるのか、興味あるところである。協議体にどのような素材を持ち込むこ

とで、地域が変化するのか、試行錯誤の取り組みを把握したい。第 1 層を設定後、むしろ

重要なのが第 2 層の配置であることが指摘されている。第 2 層の取り組みから第 1 層の課

題が集約されてくることへの期待でもある。第 2 層の取り組みを進めるなかではじめて第 1
層の協議内容が明らかになるのである。第 2 層の活用方法がどのように展望されているの

かについてもヒアリングを通して明らかにしていくところである。 
分析視点③として、小規模町村における生活支援コーディネーターの具体的方法論の提

示である。小規模町村においては、今回の生活支援コーディネーターの配置は、地域支援

において新たな人材としての補強の貴重な契機ということになる。例えば、秋田県小坂町

の「地域住民主体の居場所づくりとともに自治会など地縁関係での生活支援の実現」など、

小規模町村の特性にあった方法が紹介されている。 
分析視点④では、既存の地域（支援）担当ワーカー等との役割分担・連携をどのように

行っているのか。例えば、地域包括支援センターの人材についての活用・併用あるいは委

託の方法、あるいはコミュニティソーシャルワーカーとの関連など検討対象となる。それ

を深めることによって、生活支援コーディネーターを担当する介護行政部門と、他の介護

行政部門との関連や地域包括支援センターにおける地域支援の業務のあり方、地域福祉の

行政や実践との連携のあり方を分析することに通じる。 
 これらの分析視点を踏まえて、調査結果については 2 つの方法で編集した。1 つは、個々

の生活支援コーディネーターのヒアリング調査結果の分析である。その際、重要な論点に

ついては、ヒアリング調査の事例的な分析を加えている（長野県の宮田村と茅野市）。もう

1 つは、自治体における生活支援コーディネーターの展開の事例報告である。なお、後者に

ついては、本研究会委員会として参加した倉敷市の吉田委員と宝塚市社会福祉協議会の佐

藤委員による事例報告の形式をとっている。 
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（３）研究委員会の構成と開催日程 

【委員会メンバー】 

 所属 役職 氏名 

委員長 東北福祉大学総合 マネジメント学部 教授 高橋 誠一 

 日本福祉大学 社会福祉学部 教授 平野 隆之 

 
医療経済研究・社会保険福祉協会 

医療経済研究機構 

研究部研究員 兼 

研究総務部次長 
服部 真治 

 宮城県 保健福祉部 長寿社会政策課 課長補佐 阿部 博敬 

 武蔵野市 健康福祉部 高齢者支援課 主任 横山 美江 

 倉敷市 保健福祉局 参与 吉田 昌司 

 宝塚市社会福祉協議会 
常務理事 兼 

事務局長 
佐藤 寿一 

 全国コミュニティライフサポートセンター 理事長 池田 昌弘 

 
【本書の執筆分担】 

平野隆之 第 1 章、第 2 章 1 節、2 節 3．第 3 章 1 節、第 4 章 3 節、4 節 
高橋誠一 第 2 章 2 節 1）． 
服部真治 第 2 章 2 節 2）．第 4 章 1 節、2 節 
吉田昌司 第 3 章 2 節 1）． 
佐藤寿一 第 3 章 2 節 2）． 

 

【開催日程】 

◎第１回委員会 
開催日 ： 2016 年 7 月 17 日（日） 
会 場 ： 東京八重洲ホール（東京都中央区） 
参加者 ： 委員長、委員 7 人、オブザーバー1 人（厚生労働省老健局総務課 1 人） 

事務局 2 人（委員全員出席） 
議 事 ： 研究事業概要説明・研究の方向性・事業で予定していた調査の変更について 
 
◎第２回委員会 
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第２章 都道府県における「生活支援コーディネーター事業」に関する支援  

 

１節 宮城県による全国都道府県調査結果の検討 

１）宮城県による全国都道府県調査結果 

6 つの調査項目、①市町村における総合事業に対する支援のあり方の検討の場の設置、②

相談に対する助言・支援、③人材育成・人材確保、④広域調査の 4 点について、把握した

結果を一覧表にして 22 頁以降に掲載している。 

 

２）宮城県による全国都道府県調査結果の考察 

①市町村における総合事業に対する支援のあり方の検討の場の設置 
この取り組みについて記載がある都道府県は、26 にとどまり、そのうち多くは地域包括

ケア推進のための会議一般となっている傾向にある。総合事業に特化した、しかも準備的

な性格にとどまることなく、事業の推進のあり方を検討する性格をもった会議を設定して

いる都道府県は、宮城県、秋田県、栃木県、岐阜県、兵庫県、島根県、長崎県、鹿児島県

といった 8 県にとどまる。概ね年 2 回程度の開催となっており、とくにきめ細かな運営や

実務の会議が補完されているのは、宮城県と鹿児島県と少数になっている。こうした運営

推進のための会議によって進め方や進捗管理がなされていないと、市町村支援の具体的な

プログラム化が進展しないといえる。その点では、宮城県の「地域支え合い・生活支援推

進連絡会議」の運営委員会は、毎月開催され、文字通り進行管理的な役割を果たしている。

以下では、宮城県をとくに分析の対象として、ヒアリングを行うこととした。 
 

②相談に対する助言・支援 
この支援については、都道府県間での比較が可能な生活支援コーディネーターを支援す

るための「アドバイザー派遣」に注目しておきたい。以下の 11 都道府県（宮城県、埼玉県、

東京都、富山県、岐阜県、兵庫県、島根県、広島県、高知県、熊本県、鹿児島県）におい

て試みられている。都道府県社協に委託されている場合（熊本県・鹿児島県など）や「さ

わやか福祉財団」のアドバイザーを活用している場合が多くみられる。また、モデル市町

村の設定とともにアドバイザー派遣が実施されている例としては富山県と埼玉県がある。

この派遣事業の詳細な分析として、以下では埼玉県と宮城県の取り組みを分析の対象とし

ている。なお、富山県や岐阜県についてもヒアリングを行ったところであるが、その成果

は十分明らかとなっている訳ではない。 
 
③人材育成・人材確保 

どの都道府県においてももっとも詳細な記載がなされており、市町村支援の中心をなす

プログラムということになる。研修プログラムにおいて、生活支援コーディネーターを対

象とするフォローアップ型や重層的なプログラム内容の事業が実施されており、また NPO

 

やボランティアによる総合事業の参入についての養成プログラムなどの取り組みが行われ

ている。 
生活支援コーディネーターのフォローアップ型の事業としては、神奈川県や滋賀県など

にみられ、重層的な研修プログラムをもつものは、宮城県、山形県において実施されてい

る。もっとも充実した研修プログラムは、やはり宮城県の取り組みである。NPO やボラン

ティアによる総合事業の参入についての養成プログラムについては山梨県などの取り組み

がみられる。 
 

④広域調整（市町村の情報交換会や生活支援コーディネーターの連絡会の開催など） 
 市町村の情報交換会の開催状況については、17 の都道府県で実施している。なお、圏域

別に実施しているのは、9 県に及んでいる。調査対象に選定している宮城県や埼玉県は圏域

ごとに実施しているとともに、高知県では県の出先である福祉保健所での対応が取り組ま

れていることから、既存の出先による支援の意義について把握することとした。とくに福

祉保健所は、県単独のあったかふれあいセンター事業や地域福祉に関連した支援を総合的

に行う「地域支援室」を有しており、事例分析を通してその機能についての役割を把握す

る。 
 
以上の宮城県による都道府県調査の結果を踏まえると、有効な支援プログラムとしては、

①生活支援コーディネーターの重層的な養成研修、②アドバイザー派遣による支援、③県

における連絡会等の支援や既存の地域福祉支援の実績の活用、となる。こうした視点から、

以下では、宮城県、埼玉県、高知県の 3 県についての詳細なヒアリング調査の結果とその

分析を紹介する。 
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２節 ３県に関するヒアリング調査の結果と考察 

 

１）宮城県 

宮城県では、官民が連携・協働して地域包括ケアを推進する体制をつくるため、2015 年

7 月 29 日に「宮城県地域包括ケア推進協議会」を設立した（会長：村井嘉浩・宮城県知事、

46 団体で構成）。あわせて、住民を対象にしたシンポジウムや、地域の課題解決に向けた圏

域ごとの研修会などを開催し、多様な主体による取組を推進している。 
 また、同年 10 月 16 日には、県レベルの協議体として「宮城県地域支え合い・生活支援

推進連絡会議」（27 団体で構成）が発足。この連絡会議は、県地域包括ケア推進協議会に置

かれた 5 つの専門委員会のなかの、「コミュニティ・生活支援専門委員会」が取り組む「地

域支え合いプロジェクト」のひとつと位置づけられ、事務局を宮城県社会福祉協議会が担

っている。事業としては、13 人の運営委員会（委員長：大坂純・仙台白百合女子大学教授）

を中心に、①市町村個別訪問による情報収集・支援ニーズの聞き取り、②県内圏域別情報

交換会の開催、③アドバイザー派遣、④生活支援コーディネーター養成研修の実施、⑤情

報紙「MIYAGI まちづくりと地域支え合い」の発行などを通じて、地域の支え合いや生活

支援の充実に向けた市町村の取組を支援している。（図 2-1）。 
 
  

図 2-1 

 

① 「生活支援コーディネーター養成研修」 
宮城県における支援の大きな特徴として、重層的な生活支援コーディネーターの研修

体系が挙げられる。これは、東日本大震災における被災者支援員の研修と支援をしてき

た経験から、独自のプログラムと研修用テキストを開発して実施しているもので、生活

支援コーディネーターやその候補者のみならず、関心のある専門職・一般住民の誰もが

受講可能である点も、他に例を見ない取組みと言える。これには、生活支援コーディネ

ーターが地域で活動を行うに際して、協働相手として想定される専門職や住民も一緒に

受講することによって、チームによる地域づくりを促進していこうという狙いが込めら

れている。 
  

図 2-2 
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宮城県の研修は、大きく分けて 3 段階で構成され、順を追って受講することが求められ

る（13 頁 図 2-2）。 
（１）  研修 1 の初級研修は、改正介護保険の基礎的な理解（主に新しい地域支援事業）

を図るために宮城県内の各圏域で半日研修として実施され、福祉の専門職ではない

地域住民にも理解できるよう、プログラム等に配慮がされている。 
（２）  研修 2 の地域福祉コーディネート基礎・実践研修は、生活支援コーディネータ

ーの活動の基盤となるコミュニティワークを中心に学ぶため、２日間、座学とグ

ループ演習形式で行われる。なお、専門職ではない受講希望者には、この研修２

を受ける前に、研修 1-2 という事前研修の受講が義務づけられる。 
（３）  研修 3 の生活支援コーディネート基礎・実践研修は、2 日間、グループ演習を中

心に、協議体や生活支援コーディネーターの役割や具体的な活動・運営方法など

の理解を深めることを目的として実施されている。 
 
宮城県では、この 3 段階の研修 1～3 全ての受講をもって、生活支援コーディネーター

の養成研修の修了とみなしており、コーディネーター任用者は、合計で 4.5 日間（非専門

職は、研修 1-2 の受講も必要なため、6.5 日間）の研修が必須となる。 
さらにこの必須研修のほか、研修 1～3 の受講者に対し、各段階に応じた形で応用研修

1～5 が用意され、①地域支え合い活動の発見の仕方・広げ方、②地域福祉コーディネー

ト中堅研修、③生活支援コーディネーター実践報告＆事例検討会、④協議体の立ち上げと

運営の方法、⑤有償サービスの立ち上げと運営の方法、など、より実践的な学びの場が提

供されている。 
このような地域支援活動・地域福祉活動に関する重層的な研修体系の構築は、そのノ

ウハウを持つ人・団体が少ないこともあり、通常、容易ではないと考えられる。宮城県の

場合、東日本大震災の被災者支援員の研修時から、見守りや安否確認・生活相談などの個

別支援にとどまらず、地域コミュニティ再形成や住民同士のつながり支援などの、地域支

援の視点を積極的に取り入れて、プログラム作成・研修実施してきたことが、今回の生活

支援コーディネーター研修に際して、大きなアドバンテージになっているものと思われる。

また宮城県の場合、被災者支援員は一般の被災住民が雇用されたケースがほとんどだった

ため、そのような福祉に縁がなかった人を福祉的な相談員として養成するためのノウハウ

の蓄積が、今回のコーディネーター研修でも、福祉関係職にこだわらず、一般住民をも受

け入れて研修を行うことが可能であると判断させた要因でもあろう。研修の企画運営は、

被災者支援員への研修から引き続き、中間支援団体である全国コミュニティライフサポー

トセンターが担っている。 
地域住民の中に、生活支援コーディネーターと同等の研修を受け、コーディネーター

の役割や活動に深い理解を持つ人がいることは、地域の中で活動を展開していくコーディ

ネーターの孤立を防ぎ、頼れる協働相手を確保する意味でも貴重であることは論を待たな

 

い。行政施策としてはこれまでにない「地域づくり」に取り組む生活支援コーディネータ

ーに対し、豊富な研修メニューによる実践的な活動への指針の提示とともに、活動環境へ

の配慮も企図した重層的な研修体系は、他都道府県の支援の在り方への示唆に富むものと

思われる 
 

② アドバイザー派遣事業 
宮城県では、県内市町村の要請に応じてアドバイザー派遣事業を実施している。連絡

会議の事務局（宮城県社協）が派遣の窓口となり、派遣されるアドバイザーは、運営委員

会の委員が担っている。 
派遣内容としては、講演での講師、協議体での助言、専門職や住民向けワークショッ

プ等での助言・講評などが多く、平成 28 年 12 月末までで 29 回の派遣実績となっている。

このアドバイザー派遣を通じて、宮城県が市町村の実態を把握する一助となすとともに、

市町村の事業の方向性や進め方に対してアドバイスを行う貴重な機会となっている。 
アドバイザー事業では、圏域別情報交換会とともに、いわばアウトリーチ型の支援と

して直接市町村の担当者、生活支援コーディネーターの相談にのっている。市町村によっ

て実施環境や取組状況は大きく異なっている。たとえば、広域合併をした市町村では、旧

2 町村に 1 人の生活支援コーディネーターをおいており、生活支援コーディネーター自身

も活動に戸惑っている場合がある。今後、市町村の個別の要望に応えることが現実的には

難しい場合も想定されるので、複数の生活支援コーディネーターが配置されている市町村

での勉強会や市町村を超えた生活支援コーディネーターの勉強会にアドバイザーとして

参加し、生活支援コーディネーター同士の主体的学習の機会を支援していくことが必要に

なると思われる。 
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２）埼玉県    
 埼玉県は、平成 26 年介護保険制度改正により社会保障充実分として創設された包括的支

援事業（生活支援体制整備事業、在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業）の

いずれについても、県内の全市町村（61 市町村）が猶予条例を制定することなく、平成 27
年 4 月から実施した唯一の県である。その差は群を抜いており歴然としているが、それこ

そが埼玉県の特徴の表れと言えるであろう。 
 埼玉県は 2010 年から 2025 年の 15 年間で生産年齢人口が約 11％減少する一方、後期高

齢者は約 2 倍にまで増加すると予想されており、その増加率は全国一である。この人口構

造の激変について県庁自身が大変な危機感を抱き、また、その解決手法は地域包括ケアシ

ステムの構築以外にはないという認識のもと、埼玉県における市町村支援の方針は、「地域

支援事業の早期かつ着実な実施を図ること」と位置付けられた。そこで、危機感や制度改

正の趣旨と理念の共有を目的とした研修や県職員による情報交換会を開始するとともに、

地域包括ケアシステム構築の進捗度把握による見える化の実施など、制度改正への早期着

手について具体的な働きかけを実施したのである。 
 市町村の早期着手の原動力となった取り組みとしては、県職員が根気よく市町村を支援し

たことに加えて、大きく 2 つが挙げられる。1 つは、市町村担当課長会議に加えて平成 26 年

度、平成 27 年度に開催したトップセミナー（首長を対象としたセミナー）である。平成 26
年制度改正の趣旨として、総合事業に代表されるように今後は国が全国一律で定めて実施す

るのではなく、市町村独自の取り組みが求められる。それに対応するためには、これまでの

人員配置や組織体制から改めなければならないことまで踏み込んで伝えた。もう 1 つは、平

成 26 年度に全市町村を集めて、平成 27 年度から 3 か年の地域支援事業の実施計画を作成す

る研修を行ったことである。想定される事務を具体的に示した上で、36 か月間をいかに使う

かを検討させ、それを元にグループワークで話し合うことによって市町村に事務の総量を考

えさせた。3 か年のうちに実施することになっている以上、先送りは平成 29 年度での事務の

集中を招く。埼玉県内の市町村も当初は先送りを検討している市町村が少なくなかったが、

増員もままならない現状を踏まえて、計画的に実施しなければならないことを自覚したので

ある。 
 市町村を支援する立場である県にとっても、全市町村が同時に事業を開始することは大

きな成果となった。なぜなら、研修内容を検討する際にも市町村が同じ進捗レベルにある

ことを前提にできるからである。多くの都道府県では、生活支援コーディネーター対象の

研修を実施しようにも、そもそも選定すらされていない市町村が少なからず存在するため

に、いつまでも制度の確認レベルからの研修が必要になったり、進捗が遅い市町村を対象

とした研修を別に開催する必要が出てくるなど、進捗差に対応するために思うように支援

できない状況も発生している。この差は大きいと言えるだろう。 
 
 

 

①アドバイザー派遣事業（相談、助言） 
 埼玉県の市町村支援方針は、全市町村において「地域支援事業の早期かつ着実な実施を

図ること」であるため、県で定期的に進捗調査を行っている。この進捗調査には、県とし

て進捗を把握することの他に、調査項目（質問項目）によって何をすべきかを再確認させ

る狙いがあり、また、調査結果をフィードバックすることで他の市町村の進捗状況を伝え、

業務の遅れなどの認識にも役立たせている。 
 また、県職員が市町村を直接訪問する、あるいは圏域別に開催される市町村圏域別会議

に訪問して助言を行う事業を用意し、適宜、助言を行ってきた。最近は市町村の理解も進

み、直接訪問は少なくなってきているが、これとは別に、市町村職員がノウハウを持たな

い生活支援体制整備事業については、公益財団法人さわやか福祉財団との共催でアドバイ

ザー派遣事業も実施している。 
 
②生活支援コーディネーター研修 
 生活支援コーディネーター研修については、埼玉県では第 1 層生活支援コーディネータ

ーについては既に全市町村が配置していることから、市町村職員対象の生活支援体制整備

事業の概要を伝える研修を 5 月に開催した後、第 2 層生活支援コーディネーターも含む養

成研修を年度前半（5 月～9 月）に行うとともに、生活支援コーディネーターの連絡会議（フ

ォローアップ研修）を 7 月、11 月、1 月の計 6 回実施している。 
特に生活支援コーディネーターの養成研修は、生活支援コーディネーターが市町村とは別

主体であることを念頭に置かなくてはならないという。生活支援コーディネーターと市町

村職員が協働して取り組まなくては事業は進まないため、各研修終了後に市町村担当者に

報告させるようにするとともに、年 2 回、市町村の担当職員と生活支援コーディネーター

の合同研修を実施している。情報連携をこまめに取る必要があることを伝えないと、市町

村が生活支援コーディネーターに任せっぱなしになる恐れがある。また、グループワーク

についても、回数を重ねながら、いかに効果的な研修とするか改善を図っており、現在で

は漫然としたワークにならないよう事前に課題を用意し、当日はそれを発表させるような

形を採っている。地域支援事業はまず地域に出るところから始まる。地域に出れば答えが

あり、また反応がある。県としては、生活支援コーディネーターが地域に出られるように

道しるべを示そうと考えているとのことであった。 
 また、さわやか福祉財団からの提案もあり、生活支援に係る現地視察（バスツアー）を

開催した。生活支援コーディネーターの中には地域福祉の未経験者も多く、県も県社協も

問題意識を持っていた。視察参加者のフォローアップもさわやか福祉財団にて実施されて

いるが、やはり、実際の現場を肌で感じることは、特に生活支援サービスの創出にあたっ

ては重要だろう。 
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 埼玉県は、平成 26 年介護保険制度改正により社会保障充実分として創設された包括的支

援事業（生活支援体制整備事業、在宅医療・介護連携推進事業、認知症総合支援事業）の

いずれについても、県内の全市町村（61 市町村）が猶予条例を制定することなく、平成 27
年 4 月から実施した唯一の県である。その差は群を抜いており歴然としているが、それこ

そが埼玉県の特徴の表れと言えるであろう。 
 埼玉県は 2010 年から 2025 年の 15 年間で生産年齢人口が約 11％減少する一方、後期高

齢者は約 2 倍にまで増加すると予想されており、その増加率は全国一である。この人口構

造の激変について県庁自身が大変な危機感を抱き、また、その解決手法は地域包括ケアシ

ステムの構築以外にはないという認識のもと、埼玉県における市町村支援の方針は、「地域

支援事業の早期かつ着実な実施を図ること」と位置付けられた。そこで、危機感や制度改

正の趣旨と理念の共有を目的とした研修や県職員による情報交換会を開始するとともに、

地域包括ケアシステム構築の進捗度把握による見える化の実施など、制度改正への早期着

手について具体的な働きかけを実施したのである。 
 市町村の早期着手の原動力となった取り組みとしては、県職員が根気よく市町村を支援し

たことに加えて、大きく 2 つが挙げられる。1 つは、市町村担当課長会議に加えて平成 26 年

度、平成 27 年度に開催したトップセミナー（首長を対象としたセミナー）である。平成 26
年制度改正の趣旨として、総合事業に代表されるように今後は国が全国一律で定めて実施す

るのではなく、市町村独自の取り組みが求められる。それに対応するためには、これまでの

人員配置や組織体制から改めなければならないことまで踏み込んで伝えた。もう 1 つは、平

成 26 年度に全市町村を集めて、平成 27 年度から 3 か年の地域支援事業の実施計画を作成す

る研修を行ったことである。想定される事務を具体的に示した上で、36 か月間をいかに使う

かを検討させ、それを元にグループワークで話し合うことによって市町村に事務の総量を考

えさせた。3 か年のうちに実施することになっている以上、先送りは平成 29 年度での事務の

集中を招く。埼玉県内の市町村も当初は先送りを検討している市町村が少なくなかったが、

増員もままならない現状を踏まえて、計画的に実施しなければならないことを自覚したので

ある。 
 市町村を支援する立場である県にとっても、全市町村が同時に事業を開始することは大

きな成果となった。なぜなら、研修内容を検討する際にも市町村が同じ進捗レベルにある

ことを前提にできるからである。多くの都道府県では、生活支援コーディネーター対象の

研修を実施しようにも、そもそも選定すらされていない市町村が少なからず存在するため

に、いつまでも制度の確認レベルからの研修が必要になったり、進捗が遅い市町村を対象

とした研修を別に開催する必要が出てくるなど、進捗差に対応するために思うように支援

できない状況も発生している。この差は大きいと言えるだろう。 
 
 

 

①アドバイザー派遣事業（相談、助言） 
 埼玉県の市町村支援方針は、全市町村において「地域支援事業の早期かつ着実な実施を

図ること」であるため、県で定期的に進捗調査を行っている。この進捗調査には、県とし

て進捗を把握することの他に、調査項目（質問項目）によって何をすべきかを再確認させ

る狙いがあり、また、調査結果をフィードバックすることで他の市町村の進捗状況を伝え、

業務の遅れなどの認識にも役立たせている。 
 また、県職員が市町村を直接訪問する、あるいは圏域別に開催される市町村圏域別会議

に訪問して助言を行う事業を用意し、適宜、助言を行ってきた。最近は市町村の理解も進

み、直接訪問は少なくなってきているが、これとは別に、市町村職員がノウハウを持たな

い生活支援体制整備事業については、公益財団法人さわやか福祉財団との共催でアドバイ

ザー派遣事業も実施している。 
 
②生活支援コーディネーター研修 
 生活支援コーディネーター研修については、埼玉県では第 1 層生活支援コーディネータ

ーについては既に全市町村が配置していることから、市町村職員対象の生活支援体制整備

事業の概要を伝える研修を 5 月に開催した後、第 2 層生活支援コーディネーターも含む養

成研修を年度前半（5 月～9 月）に行うとともに、生活支援コーディネーターの連絡会議（フ

ォローアップ研修）を 7 月、11 月、1 月の計 6 回実施している。 
特に生活支援コーディネーターの養成研修は、生活支援コーディネーターが市町村とは別

主体であることを念頭に置かなくてはならないという。生活支援コーディネーターと市町

村職員が協働して取り組まなくては事業は進まないため、各研修終了後に市町村担当者に

報告させるようにするとともに、年 2 回、市町村の担当職員と生活支援コーディネーター

の合同研修を実施している。情報連携をこまめに取る必要があることを伝えないと、市町

村が生活支援コーディネーターに任せっぱなしになる恐れがある。また、グループワーク

についても、回数を重ねながら、いかに効果的な研修とするか改善を図っており、現在で

は漫然としたワークにならないよう事前に課題を用意し、当日はそれを発表させるような

形を採っている。地域支援事業はまず地域に出るところから始まる。地域に出れば答えが

あり、また反応がある。県としては、生活支援コーディネーターが地域に出られるように

道しるべを示そうと考えているとのことであった。 
 また、さわやか福祉財団からの提案もあり、生活支援に係る現地視察（バスツアー）を

開催した。生活支援コーディネーターの中には地域福祉の未経験者も多く、県も県社協も

問題意識を持っていた。視察参加者のフォローアップもさわやか福祉財団にて実施されて

いるが、やはり、実際の現場を肌で感じることは、特に生活支援サービスの創出にあたっ

ては重要だろう。 
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③地域包括ケアシステムモデル事業 
地域包括ケアシステムモデル事業は、地域支援事業の手法が国から示されないことから、

県内でモデル市町村を選定して、新たに事業に取り組む市町村の試行錯誤を効果検証して

取組手法を確立し、その手法を県内市町村に横展開する事業である（図 2-4）。県の研修で

は、生駒市など他県の先進市町村に講師を委託し、その取組の紹介なども行っているが、

あまりに先を行っている事例では、どうしてもハードルが高く感じられるところがある。

県内の一般的な市町村が取り組むことによって、他の市町村が追随しやすくなること、ま

た県内で研修講師を養成できるメリットもある。 
 事業は、①自立支援型地域ケア会議の立上げを支援するため、コーディネーター、理学

療法士等の専門職で構成する「自立支援チーム」を派遣、②住民主体の介護予防体操教室

の立上げを支援するため、理学療法士等のリハビリテーション専門職の派遣や研修を実施、

③生活支援コーディネーターの相談役としてアドバイザーを派遣するとともに、生活支援

担い手養成研修を実施、の 3 本立てで構成されている。その全てを実施できる市町村を募

り、手を挙げた市町村は、新座市、蕨市、羽生市、川島町の 4 市町であった（頁 19 図 2-5）。
そのうち、平成 28 年度に③の生活支援モデル事業に取り組んだのは蕨市と羽生市である。 

 

 
 【図 2-4】地域包括ケアシステムモデル事業 
 
 
 

 

 
 生活支援モデル事業は、要支援者の通所介護・訪問介護の受け皿となる生活支援サービスの

創出と元気な高齢者が地域における生活支援の担い手として活動することで自らの介護予防に

つなげることを目的としている。事業の柱は①アドバイザー派遣事業（最低 16 回）、②住民啓

発のためのフォーラム開催（2 回）と出前講座（3 回以上）、③事業費補助（10/10 補助。担い

手養成研修、活動立ち上げ、拠点整備費用、連絡会議開催費など）の 3 本である。 
 県としては、県社協に市町村社協への個別支援を本格化してほしいという思惑もあり、蕨市

についてはアドバイザーを県社協に委託しており、地域福祉のベテランである大島課長がアド

バイザーを担当している。委託してはいるが県が主導する形にしており、委託仕様書に事業メ

ニューや支援時期、住民説明の対象者数などを明示し、支援計画書を提出させている。１年間

で成果を出す必要があることから、特にスケジュールに苦心しているが、半年程度で動きを作

ることができると、その後は自然と動き続けることもわかったという。蕨市のモデル事業では

要支援の認定を受けている者のうち、給付相当のサービスを必要とする者は半数程度というこ

ともわかり、その担い手を具体的にどのように確保するか。当初は新たな活動の立ち上げを想

定していたが、既存の事業、活動のマッチングも進められている。なお、羽生市については、

さわやか福祉財団にアドバイザーを委託している。蕨市、羽生市については、初年度というこ

とで開始が遅れたが、29 年度の新座市、川島町は 28 年度中から準備が進められているため、

スムーズに開始できるだろう。 
 このモデル事業によって、地域支援事業は何らかのアドバイザーの支援がなくては、全市町

村が実施することは難しいことがよく分かったという。県としては、生活支援体制整備事業の

取り組みの他、在宅医療・介護連携推進事業、介護予防、地域ケア会議、地域包括支援センタ

ー機能強化、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの研修も開催している。担当所管である

地域包括ケア課は平成 26 年度の 4 名体制から 1 年に 1 名ずつの増員で対応してきたが、県社

協やさわやか福祉財団への委託がなければ成り立たなかった。他の都道府県においても、埼玉

県のように県として主導しつつ、ノウハウを持つ県社協や中間支援団体等とどのように連携し

ていくのかが課題となるであろう。 

【図 2-5】モデル市町村における取組手順 
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３）高知県  

  

高知県の特徴は、大きく分けて 3 つあるといえる。1 つは、介護予防給付の市町村事業へ

の円滑で早期の移行を目指した点、第 2 は生活支援コーディネーター支援のためのバック

アップ体制として各圏域の福祉保健所を機能させること、第 3 に、地域福祉の拠点として

整備を進めている「あったかふれあいセンター」に介護予防の支援機能や生活支援コーデ

ィネーター連携機能を付与する点である。 
 第 1 の特徴である介護予防給付の市町村事業への円滑で早期の移行については、2016 年

12 月現在で 30 市町村（広域連合を 1 つ含む）のうち 26 市町村が移行している。この移行

率は大分県についで 2 番目に高い数値となっている。こうした早期の意向を実現した背景

には、きめ細かなセミナーを開催し、行政職員と生活支援コーディネーターの両方の合同

研修（義務付け）として実施してきた経緯がある。2014 年度から計画的にセミナーが実施

され、15 年度、16 年度と系統的に継続されてきている。セミナーの構成としては、首長を

対象としたトップセミナーを 14 年度の最初に開催するとともに、同年度には「事業検討セ

ミナー」として 5 回の総合事業への移行について、地域課題の把握、先進都市の取り組み、

事業内容の検討、事業取り組み計画と段階的に組まれた内容が用意されている。 
 こうした取り組みの背景には、移行してから体制整備にじっくり取り組むという政策的

な判断があり、早期移行の財政的なメリットを確保することも視野に入れられている。そ

の意味では、総合事業への移行は、現行サービスのみの実施が多く、多様なサービスの提

供体制の整備は遅れているのが現状である。 

 第 2 の特徴は、生活支援コーディネーター支援のためのバックアップ体制として各圏域

の福祉保健所を機能させることに取り組んだ点である。この取り組みは、他県にはみられ

ない高知県独自のものである。2016 年度には重点的に 1 つの福祉保健所を設定し、外部の

アドバイザーを数回派遣することで、これまで地域福祉を担ってきた「地域支援室」の機

能強化を図っている。地域支援室にはチーフをはじめ 2 名の支援員が配置されている。こ

の事業のねらいは、中山間地域にある市町村では、もともとサービス提供主体が限られて

おり、多様なサービスを創出するための条件に乏しいことから、地域全体を支援し、体制

整備を図ることを目指す必要があるとの理由からである。 
 第 3 は、地域福祉の拠点として整備を進めている「あったかふれあいセンター」に介護

予防の支援機能や生活支援コーディネーター連携機能を付与する取り組みは、先の福祉保

健所の強化と同様に、他県にはみられない高知県独自の支援プログラムといえる。「あった

かふれあいセンター」は、中山間地域に対応した地域福祉の拠点として、2009 年度に国の

フレキシブル支援センター事業」として導入され、2012 年度からは県の単独補助事業とし

て取り組まれている。利用するための条件はなく、相談や集い機能を持つとともに、訪問

による支援なども実施し、全世代対応の多機能な拠点として機能している。2017 年 3 月末

の見込みで、29 市町村、44 か所、サテライトの小規模拠点は 206 か所配置されている。 
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宮城県による 

『市町村の総合事業に対する都道府県による支援の取り組み状況調査』 

調査結果一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※回答が得られなかった自治体及び情報の公開に同意が得られなかった自治体については

掲載を行っていない。 

※平成２８年度予算に基づき作成を依頼しており，実績とは異なる場合がある。 
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第３章 生活支援コーディネーター事業に関する調査研究   

１節 「生活支援コーディネーターヒアリング調査」の結果と考察  

 

１）生活支援コーディネーターヒアリング調査結果の比較 

 表にある生活支援コーディネーター（第 1 層）の調査結果は、都市と町村のそれぞれ 5
名、合計 10 名の生活支援コーディネーターを対象にした結果を一覧にしたものである。そ

れをもとに 5 点にわたって結果と考察を加えておく。 
 
①生活支援コーディネーターの配置と選ばれた理由 

社会福祉協議会への委託が多くを占めている。全国的にも半数は社協所属となっている。

ヒアリング調査の対象者が第 1 層の生活支援コーディネーターとして選ばれた理由として

は、個別支援と地域福祉の両方の経験を持つこと（倉敷市・宝塚市など）、さらに管理業務

などの従事についても考慮されている。地域包括支援センターへの委託においては、高齢

者に限定しない支援の実績が評価されている例（滑川市）も重要な選択理由といえる。い

ずれにしても、相談支援と地域担当の両方の経験を有している人材が選択されている傾向

にある。 
 

②行政との関わり 
 行政との関わりについては、定期的な情報交換をはじめ、協議体開催の前後での協議（倉

敷市）やそれを担保するための共同事務局方式の採用（宝塚市）などが 1 つの方法として

注目できる。ヒアリング調査の対象機関では、もともと行政との連携が進んでいる地域と

いうこともできる。行政という意味が担当部署にとどまらず、直営地域包括の両方を指し

ており、その点では地域包括との連携の課題が指摘されている例が見られている。また、

行政の保健師との連携も、行政との関わりにおいて重要な課題といえる。地域包括支援セ

ンターと生活支援コーディネーターとの協働の方法は、一般的にそれぞれの地域のなかで

選択されることになるが、地域ケア会議と協議体との関係なども大きな選択課題となって

いる。この点は、最後の提言において総合的な視点からコメントしておく。 
 なお、行政担当者がヒアリング調査に参加した事例からは、次のような行政における本

事業への深い理解が示されていた。行政一般の判断としてはややもすると、形式重視の「協

議会」を想定する傾向にあるが、ある行政担当者は、「生活支援コーディネーターが地域住

民と出会う場が協議体である」との判断を示していた。 
 
③第 2 層コーディネーター配置の状況と課題 
 第 2 層のコーディネーター配置では、都市では複数名での配置が採用されているのに対

して、町村では第 1 層との兼務が多い。比較的人口規模の小さい茅野市（5.5 万人）では、

これまでのコミュニティソーシャルワーカーの配置の実績を踏まえて、それとの兼務では 
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1層

と
兼

ね
る
。
将
来
的
に
は

住
民
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
の
配
置
。

第
1層

と
兼
ね
る

第
1層

と
兼
ね
る

課
題

広
域
で
回
り
き
れ
な

い
。
社
協
の
地
区
担

当
と
の
役
割
分
担

第
1層

と
第
2層

と
の

つ
な
が
り
。
生
活

支

援
活
動
の
推
進

事
業
が
知
ら
れ
て
い

な
い
。
関
心
が
乏
し

い
。

第
2層

の
生
活
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
支
援
。
協
議
体
の

設
置
。

町
内
会
単
位
で
な
い

と
ニ
ー
ズ
が
拾
え
な

い
。
事
業
の
全
体
像

が
説
明
し
に
く
い
。

町
や
社
協
か
ら
の
依

頼
と
い
う
意
識
が
根

強
い

生
活
支
援
コ
と
地
域

包
括
と
の
連
携
。
事

業
に
対
す
る
理
解
が

不
足
。

総
合
事
業
が
前
面
に

出
す
ぎ
る
。
地
域
づ

く
り
の
理
解
の
醸

成
。

諸
活
動
の
高
齢
化
に

よ
る
停
滞
。

認
知
症
高
齢
者
へ
の

理
解
の
不
足
。
見
守

り
の
強
化
。
ミ
ニ
デ

イ
へ
の
移
動
の
問
題

活
動
の
成
果

①
地
域
包
括
と
の
連

携
、
②
取
材
に
よ
る

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
作

成
、
③
活
動
発
表
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催

①
地
域
活
動
の
実
態

調
査
。
②
住
民
協
働

の
話
し
合
い
の
場
づ

く
り
、
③
啓
発
用
の

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
作

成

①
既
存
の
活
動
の
見

え
る
化
。
②
住
民
の

動
機
づ
け

①
CS
Wの

実
績
を
踏

ま
え
た
生
活
支
援
コ

の
各
地
区
配
置
、
②

地
域
診
断
シ
ー
ト
の

作
成

①
行
政
の
限
界
に
つ

い
て
の
住
民
の
理

解
。
②
協
議
体
の
メ

ン
バ
ー
の
動
き
出
し

①
実
行
委
員
会
に
よ

る
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
効

果
、
②
会
合
で
の
反

応
の
高
ま
り

①
協
議
体
メ
ン
バ
ー

に
よ
る
活
動
の
共
有

化
、
②
公
民
館
区
と

の
接
点

①
組
織
内
外
で
の
協

力
体
制
の
確
立
。
②

外
部
講
師
の
活
用
に

よ
る
方
向
性
の
確
認

①
活
動
の
乏
し
い
地

区
で
の
介
護
予
防
の

取
り
組
み
。
②
情
報

誌
の
発
行
に
よ
る
刺

激
。

①
社
協
の
体
制
整

備
。
②
住
民
自
身
の

日
常
に
お
け
る
介
護

予
防
の
評
価
。

工
夫
や
留
意
点

地
域
に
教
え
を
乞
う

立
場
。
社
会
資
源
と

い
う
言
葉
を
使
わ
な

い
。

制
度
改
正
の
た
め
の

支
え
合
い
の
仕
組
み

づ
く
り
で
は
な
い
。

地
区
担
当
ワ
ー
カ
ー

と
の
情
報
共
有

既
存
の
活
動
を
壊
さ

な
い
。
話
は
い
っ
た

ん
受
け
と
め
る
。
地

域
の
時
間
に
合
わ
せ

る
。

CS
Wの

地
域
支
援
業

務
と
の
融
合
。
地
域

住
民
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
の
支
援

仲
間
を
増
や
す
。
行

政
主
体
に
な
ら
な
い

よ
う
に
。
地
区
間
の

競
争
の
醸
成

活
動
を
褒
め
て
、
他

地
区
に
宣
伝
す
る
。

協
議
体
か
ら
行
政
へ

の
要
望
を
あ
げ
る
。

取
り
掛
か
り
な
が

ら
、
問
題
を
知
る
。

生
活
支
援
コ
が
主
導

し
な
い
。

協
議
体
欠
席
者
へ
の

フ
ォ
ロ
ー
。
記
録
の

作
成
。
近
隣
市
町
村

の
生
活
支
援
コ
と
の

情
報
交
換

あ
っ
た
か
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
の
集
い
等

へ
の
参
加
に
よ
る
把

握
。
記
録
メ
モ
の
作

成
。

生
活
支
援
コ
と
名
乗

ら
な
い
。
高
齢
者
に

限
定
し
な
い
。
地
域

支
援
を
重
視
。

　
　
注
）調
査
時
期
は
、
20
16
年
6～
12
月
。
調
査
対
象
機
関
と
し
て
は
、
合
計
14
か
所
で
あ
る
が
、
調
査
方
法
の
関
係
で
4か
所
を
含
め
て
い
な
い
。

　
　
　
　
協
議
体
の
設
置
時
期
は
、
第
1層
の
設
置
。
生
活
支
援
コ
：生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
。

表
3-

1 

 

あるが、第 2 層の生活支援コーディネーターが 10 名の配置となっている。また、能登町（2.9
万人）においても、社協業務との兼務であるが、4 名の生活支援コーディネーターを第 2 層

に配置している。前者の茅野市については以下の事例分析で、その背景に触れておく。 
 生活支援コーディネーターの取り組みを通して見えてきた課題は、大きく分けて次の 3
点となっている。第 1 は、人口規模の大きい都市では、第 1 層と第 2 層とのつながりに関

する課題が指摘されている。第 2 の課題は、本事業についての理解が地域において進まず、

取り組みの困難さに結びついている点がある。第 3 は、地域住民の活動意識の醸成と地域

づくりの展開に関する課題である。後者の 2 つの課題も、実は第 1 の課題と結びついてい

る。つまり、住民の実際の活動となると、第 1 層の全市町村レベルではなく、地区ごとの

取り組みとなり、その意味では第 1 層と第 2 層のつながりの問題としてみることもできる

のである。課題の記載のなかには、町内会単位でないとニーズが拾えないという指摘（滑

川市）や社協の地区担当との連携の指摘（倉敷市）が示すように、小地域福祉との関係を

どのように形成するかが、後者の 2 つの課題の解決からも重要となる。 
 なお、事業の理解が進まない背景には、事業全体の説明のしにくさがある。この点にお

ける行政の責任の指摘がみられる（滑川市）。行政のグランドデザインの提示や主導性が発

揮されないと、生活支援コーディネーターの事業展開に制約が生じることになる。 
 
④活動の成果 
 活動の成果としては、大きくわけると、次の 4 点となる。 
第 1 は、協議体づくりも含め、地域住民等への啓発に関する成果である。そのための取

り組みとして、市民向けフォーラムの開催（新しい地域支援事業についての周知、住民意

識の喚起、生活支援コーディネーターや協議体のお披露目、地域活動団体の紹介、アンケ

ートによる担い手の発掘等）があげられている。三芳町で開催されたフォーラムは、実行

委員会方式で実施されたもので、そのプロセスは貴重な協議体づくりともなった。 
 第 2 は、組織内外での協力体制の確立に相当する成果である（宮田村他）。小規模な町村

においては、生活支援コーディネーターの社協配置により社協事務局組織の強化が進み（本

山町）、その面での小地域福祉等の展開が進展している。これまでのサロン、つどい場への

訪問や諸活動間のネットワークづくりもこうした成果といえるものである。能登町では、

これまで未着手であった 15公民館区での地域福祉の取り組みにも手掛かりができている点

は大きな成果となっている。 
 第 3 には、既存の地域活動の見える化が進み（調布市）、それらの活動への自信や評価が

ガイドブックの作成（倉敷市）や情報誌の発行（中土佐町）を通して進展した点である。

社会資源リスト・ガイドブックの作成、配布は、同時に地域資源の実態調査（宝塚市）と

専門職や住民への周知、発掘した資源の見える化へと結びつく。茅野市での地域診断シー

トの作成も、同様の視点をもつものである。 
 第 4 は、協議体方式での参加意識の醸成における手応えである。協議体での住民の反応
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表
　
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
第
1
層
）
の
調
査
結
果
一
覧

都
　
市

町
　
村

倉
敷
市

宝
塚
市

調
布
市

茅
野
市

滑
川
市

三
芳
町

能
登
町

宮
田
村

中
土
佐
町

本
山
町

人
口

4
7
.
6
万

人
2
3
.
4
万

人
2
2
.
4
万

人
5
.
5
万

人
3
.
2
万

人
3
.
8
万

人
2
.
9
万

人
0
.
9
万

人
0
.
8
万

人
0
.
4
万

人

設
置
時
期

2
0
1
6
.
4
.

2
0
1
5
.
4
.

2
0
1
5
.
6
.

2
0
1
6
.
4
.

2
0
1
6
.
6
.

2
0
1
5
.
1
1
.

2
0
1
6
.
4
.

2
0
1
5
.
4
.

2
0
1
5
.
4
.

2
0
1
5
.
4
.

委
託
先

社
協

社
協

公
社

社
協

地
域

包
括

/
直

営
社

協
社

協
社

協
地

域
包

括
/
直

営
社

協

協
議
体
の
設
置
時
期

2
0
1
5
.
1
0
.

2
0
1
6
.
4
.

2
0
1
5
.
7
.

未
設

置
2
0
1
6
.
6
.

2
0
1
6
.
7
.

2
0
1
6
.
1
1
.

2
0
1
6
.
1
.

2
0
1
5
.
4
.

未
設

置

相
談
支
援
の
経
験

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

な
し

あ
り

地
域
担
当
の
経
験

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

あ
り

な
し

な
し

あ
り

選
ば
れ
た
理
由

個
別
支
援
と
地
域
福

祉
の
両
方
の
経
験

個
別
支
援
と
地
域
福

祉
の
両
方
の
経
験

フ
ォ
ー
マ
ル
・
イ
ン

フ
ォ
マ
ル
の
両
方
で

の
支
援
実
績

管
理
的
な
業
務
経

験
・
地
区
社
協
の
把

握

高
齢
者
に
限
定
し
な

い
地
域
包
括
で
の
経

験

地
域
担
当
の
実
績

地
域
活
動
の
経
験
・

介
護
保
険
に
も
熟
達

社
会
福
祉
士
等
の
資

格
・
地
元
出
身

地
域
情
報
の
収
集
・

発
信
の
ソ
フ
ト
会
社

の
経
験

高
い
組
織
化
力
・
住

民
か
ら
の
支
持

行
政
と
の
関
わ
り

協
議
体
前
後
で
の
会

議
。
保
健
師
と
の
協

働
。

行
政
と
協
議
体
の
共

同
事
務
局
を
担
当
。

高
齢
者
支
援
室
と
の

連
絡
。
協
働
推
進
課

と
の
話
し
合
い
。

委
託
内
容
の
協
議
と

評
価
基
準
の
明
確
化

直
営
包
括
と
し
て
、

動
き
方
の
合
意
形
成

に
努
力
。

緊
密
な
連
絡
。
地
区

や
各
団
体
の
説
明
へ

の
行
政
協
力

地
域
包
括
（
行
政
）

と
生
活
支
援
コ
と
の

定
例
会
（
月
1回

）

週
1回

の
定
期
的
な

打
ち
合
わ
せ
。

他
行
政
部
門
の
集
落

活
動
セ
ン
タ
ー
設
置

の
調
整
。

地
域
ケ
ア
会
議
へ
の

参
加
。
地
域
福
祉
活

動
へ
の
行
政
参
加
。

第
2
層
生
活
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

20
17
年
度
に
2名

。

第
1層

と
兼
ね
る
。

第
2層

対
応
と
し
て
1

名
追
加
。

20
17
年
度
に
2名

配

置
。
そ
の
後
2名

追

加
。

10
地
区
に
10
名
配
置

（
CS
Wを

兼
務
）

第
1層

と
兼
ね
る

行
政
の
意
向
と
し
て

は
兼
務
。
現
在
未
承

諾
。

4名
の
配
置
（
社
協

業
務
と
の
兼
務
）

15
公
民
館
区
へ
の
対

応
。

現
在
は
第
1層

と
兼

ね
る
。
将
来
的
に
は

住
民
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
の
配
置
。

第
1層

と
兼
ね
る

第
1層

と
兼
ね
る

課
題

広
域
で
回
り
き
れ
な

い
。
社
協
の
地
区
担

当
と
の
役
割
分
担

第
1層

と
第
2層

と
の

つ
な
が
り
。
生
活

支

援
活
動
の
推
進

事
業
が
知
ら
れ
て
い

な
い
。
関
心
が
乏
し

い
。

第
2層

の
生
活
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

の
支
援
。
協
議
体
の

設
置
。

町
内
会
単
位
で
な
い

と
ニ
ー
ズ
が
拾
え
な

い
。
事
業
の
全
体
像

が
説
明
し
に
く
い
。

町
や
社
協
か
ら
の
依

頼
と
い
う
意
識
が
根

強
い

生
活
支
援
コ
と
地
域

包
括
と
の
連
携
。
事

業
に
対
す
る
理
解
が

不
足
。

総
合
事
業
が
前
面
に

出
す
ぎ
る
。
地
域
づ

く
り
の
理
解
の
醸

成
。

諸
活
動
の
高
齢
化
に

よ
る
停
滞
。

認
知
症
高
齢
者
へ
の

理
解
の
不
足
。
見
守

り
の
強
化
。
ミ
ニ
デ

イ
へ
の
移
動
の
問
題

活
動
の
成
果

①
地
域
包
括
と
の
連

携
、
②
取
材
に
よ
る

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
作

成
、
③
活
動
発
表
の

フ
ォ
ー
ラ
ム
開
催

①
地
域
活
動
の
実
態

調
査
。
②
住
民
協
働

の
話
し
合
い
の
場
づ

く
り
、
③
啓
発
用
の

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
作

成

①
既
存
の
活
動
の
見

え
る
化
。
②
住
民
の

動
機
づ
け

①
CS
Wの

実
績
を
踏

ま
え
た
生
活
支
援
コ

の
各
地
区
配
置
、
②

地
域
診
断
シ
ー
ト
の

作
成

①
行
政
の
限
界
に
つ

い
て
の
住
民
の
理

解
。
②
協
議
体
の
メ

ン
バ
ー
の
動
き
出
し

①
実
行
委
員
会
に
よ

る
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
効

果
、
②
会
合
で
の
反

応
の
高
ま
り

①
協
議
体
メ
ン
バ
ー

に
よ
る
活
動
の
共
有

化
、
②
公
民
館
区
と

の
接
点

①
組
織
内
外
で
の
協

力
体
制
の
確
立
。
②

外
部
講
師
の
活
用
に

よ
る
方
向
性
の
確
認

①
活
動
の
乏
し
い
地

区
で
の
介
護
予
防
の

取
り
組
み
。
②
情
報

誌
の
発
行
に
よ
る
刺

激
。

①
社
協
の
体
制
整

備
。
②
住
民
自
身
の

日
常
に
お
け
る
介
護

予
防
の
評
価
。

工
夫
や
留
意
点

地
域
に
教
え
を
乞
う

立
場
。
社
会
資
源
と

い
う
言
葉
を
使
わ
な

い
。

制
度
改
正
の
た
め
の

支
え
合
い
の
仕
組
み

づ
く
り
で
は
な
い
。

地
区
担
当
ワ
ー
カ
ー

と
の
情
報
共
有

既
存
の
活
動
を
壊
さ

な
い
。
話
は
い
っ
た

ん
受
け
と
め
る
。
地

域
の
時
間
に
合
わ
せ

る
。

CS
Wの

地
域
支
援
業

務
と
の
融
合
。
地
域

住
民
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
づ
く
り
の
支
援

仲
間
を
増
や
す
。
行

政
主
体
に
な
ら
な
い

よ
う
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あるが、第 2 層の生活支援コーディネーターが 10 名の配置となっている。また、能登町（2.9
万人）においても、社協業務との兼務であるが、4 名の生活支援コーディネーターを第 2 層

に配置している。前者の茅野市については以下の事例分析で、その背景に触れておく。 
 生活支援コーディネーターの取り組みを通して見えてきた課題は、大きく分けて次の 3
点となっている。第 1 は、人口規模の大きい都市では、第 1 層と第 2 層とのつながりに関

する課題が指摘されている。第 2 の課題は、本事業についての理解が地域において進まず、

取り組みの困難さに結びついている点がある。第 3 は、地域住民の活動意識の醸成と地域

づくりの展開に関する課題である。後者の 2 つの課題も、実は第 1 の課題と結びついてい

る。つまり、住民の実際の活動となると、第 1 層の全市町村レベルではなく、地区ごとの
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のである。課題の記載のなかには、町内会単位でないとニーズが拾えないという指摘（滑

川市）や社協の地区担当との連携の指摘（倉敷市）が示すように、小地域福祉との関係を

どのように形成するかが、後者の 2 つの課題の解決からも重要となる。 
 なお、事業の理解が進まない背景には、事業全体の説明のしにくさがある。この点にお

ける行政の責任の指摘がみられる（滑川市）。行政のグランドデザインの提示や主導性が発

揮されないと、生活支援コーディネーターの事業展開に制約が生じることになる。 
 
④活動の成果 
 活動の成果としては、大きくわけると、次の 4 点となる。 
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ートによる担い手の発掘等）があげられている。三芳町で開催されたフォーラムは、実行

委員会方式で実施されたもので、そのプロセスは貴重な協議体づくりともなった。 
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社会資源リスト・ガイドブックの作成、配布は、同時に地域資源の実態調査（宝塚市）と
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 第 4 は、協議体方式での参加意識の醸成における手応えである。協議体での住民の反応
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が高まり（三芳町）、活動の乏しい地区での介護予防活動の取り組み（中土佐町）などの実

績に結びついている成果である。第 3 に指摘した見える化による協議体メンバーの共有が

進むことがその条件となっている（能登町）。 
 
⑤生活支援コーディネーターによる工夫や留意点 

上記の成果を生みだすための工夫や留意点としては、いくつかの指摘がみられる。第 1
に、地域の主体性を尊重した取り組みである。地域住民への係り方において、行政や社協

からの押しつけとならないように、言葉に注意している点に言及がみられる。生活支援コ

ーディネーターと名乗らない（本山町）という工夫も見られた。住民のやる気が一番大事。

既存のものを大切にし、壊さないことに気をつけている（調布市）。高齢関係の話に限らず、

何の相談でも受ける。声がかかれば、どこでも行く。自分で対応できないものは、該当す

る部署等にきちんとつなぐ。地域の人からの話をいったん受けとめる努力が行われている。

また地域の人の生活の時間に合わせるなどの工夫もなされている（調布市）。 
第 2 には、住民説明会等のときに、地区別のなるべく細かい状況・将来の見通し等のほ

か、行政の限界なども正直に伝えるように意識する（滑川市）。住民が、行政に、社協に頼

まれたからという意識を持つことが多いこと（三芳町）から、自分達の問題として意識す

るように持っていき、場合によっては住民にも危機感を持ってもらう。地区別の高齢化率

や、ニーズ調査の数字などを用い、目に見える形で地区・町内間の競争意識を刺激するよ

うに仕向けている（滑川市）の強調も留意点として注目しておきたい。 
第 3 に、生活支援コーディネーターの孤立化を防止する取り組みである。小規模の町村

においては、生活支援コーディネーターの横のつながりをつくるため、近隣市町村の生活

支援コーディネーターと定期的に情報交換会を開催する取り組み（宮田村）に注目してお

きたい。協働できる専門家との連携や仲間づくりとして、地域包括支援センターやケアマ

ネジャーの意識を変えるのが重要という指摘が見られている。高知県の中土佐町では、県

の独自事業である「あったかふれあいセンター」に配置されている地域福祉コーディネー

ターとの連携により、活動の孤立が避けられている。 
第 4 に、記録化も工夫の 1 つとして注目しておきたい。地域の自発的な取り組み等につ

いての成果などの記録メモの作成についても言及されている（中土佐町・宮田村）。いろん

な人の「どんな町にしたいか」「関心は」をメモにして活かす必要がある（三芳町）。また、

こうしたことを重視した結果、中土佐町の生活支援コーディネーターは、地域の情報を収

集・発信するソフト会社の出身者が選ばれている。 
 
２）生活支援コーディネーターヒアリング調査の事例分析 

ヒアリング調査においては、先の比較表に盛り込めなかった質問項目で重要なものが、

生活支援コーディネーターになって以降の活動プロセスに関するものである。この点につ

いては宮田村の事例を紹介しておく。もう 1 つは、第 1 層と第 2 層の生活支援コーディネ

 

ーターの関係についても先の比較表では十分に考察できていない。そこで茅野市の事例分

析を試みる。  

なお、両者の事例分析に関する総合的な考察は、第 4 章のなかで触れる。 

 

（１）宮田村の生活支援コーディネーターの活動プロセスと今後の展望 

 

１．活動プロセス 
①長野県下で、いち早く生活支援コーディネーターの設置を行政福祉課が判断し、2015 年

4 月 1 日に社協に 1 名を設置した。総合事業の実施の前に、まずは体制整備が必要である

との認識が行政にあったもので、地域福祉を担う社協を専門職（社会福祉士等）の配置

で強化する必要性から社協への委託が実施された。当時の社協には、ケアマネジャー（介

護福祉士）はいるものの、社会福祉士の有資格者がいない状況にあった。 
②生活支援の体制整備の計画的な実施のために、1 つは週 1 回の行政の担当と生活支援コー

ディネーターとの話し合いの実現と、もう 1 つは、県がアドバイザー派遣事業を実施し

ていないこともあって、全国コミュニティライフサポートセンター（以下、CLC）の支

援を確保した。後者の協力によって、計画的な学習・講演会の実施が実現することで、「要

支援切り」ではないことの理解が地域住民のなかで進むことになった。また、CLC が提

示する既存の自然な取り組みの発見を目指す「お宝さがし」の意味の理解も進展するこ

とになり、協議体の準備会での作業課題が明確となった。なお、準備会が定例的に開催

されるなか、住民だけではなく、事業所も参加を確保したことで、事業所が住民の支え

合いを知る貴重な機会となった。 
③ていねいな準備会を踏まえ、要綱を作らない方針のもと、2016 年 2 月に協議体を発足さ

せている。11 区長の全員が参加するなど、参加メンバーが増えることとなった。第 3 回

の協議体（2016 年 6 月）には、「お宝さがし」の実践を行った。その成果を踏まえて、

2016 年度は CLC に生活支援体制整備の支援事業を委託し、計画的に「地域支え合いを

考えるつどい」を開催する支援を得ることとした。また、元福祉課保健師が定年後に、

サブ生活支援コーディネーターとして配置される。保健師の視点から、「お宝さがし」を

評価している。2017 年 2 月には、地域支え合い（「お宝さがし」）の発表会を開催してい

る。 
 
２．今後の展望 
①小規模自治体ではあるが、第 1 層にとどまらず、第 2 層の構想をもつ。11 地区が地域支

え合いの単位との判断から、各地区における「地域支え合い推進員（住民コーディネー

ター）」の設置を目指しつつ、第 2 層の協議体を目指す。 
②12 か所の高齢者支え合い拠点施設（村の補助）において、ミニデイや椅子体操を実施し

ているが、ミニデイ（村の単独補助、月 1～2 回）は社協の事業というイメージが残って
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いることもあり、住民の主体的な運営には至っていない。「お宝さがし」を通じて、自然

と第 2 層（地域支え合い推進員）の役割が認識されつつある。 
③社会福祉協議会の事務局組織の強化と今後の課題としては、地域福祉を担う総務課の組

織的な基盤が脆弱である。生活支援コーディネーターの配置は大きな変化を与えている

が、組織的な基盤強化には多くの課題が残る。現在社協職員として、介護担当も含め配

置されている地域福祉コーディネーターの機能への期待がある。 
④村は総合計画に取り組み、2015 年 4 月からは、「みらい創造課」が設置されており、地

域づくりとの接点を目指す観点から、同課との連携が庁内としても課題となっている。

同課では、地方創生の補助金の活用を図りながら、移動販売や拠点などの取り組みを展

望しているが、地域ニーズを踏まえたものとはなっていない課題がある。 
 

（２）茅野市の生活支援コーディネーター配置の事例分析 

 
１．茅野市の地域福祉の展開 
①生活保護、生活困窮以外の相談支援に関しては、市内に 4 ヵ所（東部、西部、中部、北

部）設置している保健福祉サービスセンターが主な窓口となっている。保健福祉サービ

スセンターは、保健・医療・福祉が連携した総合施設であり、訪問看護事業所や通所・

訪問介護事業所等を併設しているものもある。ヴィーナスプラン（地域福祉計画）にも

とづき、2000 年に設置したものである。地域包括支援センターとして位置付けていた時

期もあるが、2011 年 4 月から市の地域福祉推進課に地域包括支援センターを移し、現在

は保健福祉サービスセンターについては、地域包括支援センターのサブセンターとして

位置付けている。フォーマルサービス（市職員中心）、インフォーマルサービス（社協職

員中心）含め、分野をまたいだ相談支援体制を構築している。 
②現在、サービスセンターには、センター長、係長、保健師等、5～8 人の行政職員（嘱託・

臨時含む）と、2～3 人の社協職員（コミュニティソーシャルワーカー兼第 2 層生活支援

コーディネーター）を配置している。 
 
２．コミュニティソーシャルワーカーと生活支援コーディネーターの両機能の発揮 
①第 1 層に 1 名の生活支援コーディネーターを配置するとともに、4 つの保健福祉センター

に、計 10 名の生活支援コーディネーター（第 2 層）が配置されている（3 人×2 センタ

ー＋2 人×2 センター＝10 名）。 
②これまでの 6 名のコミュニティソーシャルワーカーに 4 名を補強として、合計 10 名のコ

ミュニティソーシャルワーカー＝生活支援コーディネーターとした。これまで地域包括

支援センター等の相談困難ケースの支援を中心としていたが、4 名の増員と生活支援コー

ディネーター（地域支援）の役割が付加されたことで、地域福祉の推進の人材として整

備されることになった。 

 

③第 2 層の生活支援コーディネーターへのヒアリング調査からは、コミュニティソーシャ

ルワーカーと生活支援コーディネーターの役割関係、さらに社協における他の業務（日

常生活自立支援事業や家計相談支援、法人後見など）との調整などの課題が示された。

コミュニティソーシャルワーカーとしては、保健福祉センターの機能を担うことから専

門的なサービスに結びつけ、相談支援の重要な役割を果たすとともに、生活支援コーデ

ィネーターとしては、より地域支援の機能を果たすことになり、同様に地域に配置され

ているコミュニティセンターとの連携が重要となる。地域とのつながりを進めるために、

独居高齢者の訪問や地区社協の行事に参加するなどの取り組みが行われている。第 2 層

の協議体づくりの明確な方針化がなされるなかで、体制整備のための役割がより明確に

なるといえる。 
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２節 自治体による生活支援コーディネーター事業の展開 

１）倉敷市 

地域づくりを応援 「つなぐ専門職」としての生活支援コーディネーター 

 

（１） 倉敷市の現状と生活支援コーディネーターの配置の考え方 

  ～地域づくりを応援する生活支援コーディネーターの配置～ 

 倉敷市は、現在、人口約 48 万人で高齢化率は全国並みの 26％であるが、平成 37 年（2025
年）に向け、75 歳以上の急激な増加等、高齢化の進展が見込まれることから、健康寿命の

延伸、住み慣れた地域で暮らし続けられる地域包括ケアシステムの構築が求められている。 
このような状況も踏まえて、高齢者の方々がこれまでの知識や経験等を活かし、元気で

活躍できる地域づくりを進めるために、平成 28 年 4 月から地域づくりの応援者として社会

福祉協議会に生活支援コーディネーターを 1 名配置している。 
 それに先立ち地域づくりを進める協議の場として、高齢者活躍推進地域づくりネットワ

ーク会議（以下「ネットワーク会議」という。）を設置し、平成 27 年 10 月から話合いを進

めている。生活支援コーディネーターはもちろんのこと、社会福祉協議会の担当者、市内

25 カ所の地域包括支援センターのうち 2 カ所の担当者、シルバー人材センター、老人クラ

ブに加えて、地域づくりや高齢者の社会参加・介護予防に関係する庁内の部署である、保

健所健康づくり課、市民活動推進課、生涯学習課、スポーツ振興課のそれぞれの担当者が

参加し、健康長寿課が事務局をつとめる。（シルバー人材センターと老人クラブは平成 28
年 9 月からメンバーとして追加） 

 
 
図 3-1 地域で支えあう体制を整備するための取り組み（提供：倉敷市） 

 

図 3-2「名刺がわりに持ち歩く」 

生活支援コーディネーターのちらし 

さらに、市では、地域の実情や課題の共有を図りつつ、解決に向けて話し合う地域ケア

会議については、国の法定化に先立ち平成 19 年度から、医師、歯科医師、薬剤師、愛育委

員、栄養委員、社会福祉協議会、地域包括支援センターなど幅広い関係者の協力を得なが

ら、「地域ケア会議」（市内 4 行政区で実施）－「小地域ケア会議」（基本的に小学校区（58
の小学校区）で実施）―「ミニ地域ケア会議」（個別ケースの検討）の 3 層構造で推進して

きたところ。この地域づくりを進める上での素地となる会議を最大限活かす観点から、生

活支援コーディネーターはこれらの会議に積極的に参加等している。 
なお、総合事業については、平成 28 年 3 月から現行相当サービスで移行し、その後短期

集中予防サービスをモデル実施するなど自立支援に資する取組を強化している。 
 

（２） 地域づくりを進める上での生活支援コーディネーターの役割 

  ～生活支援コーディネーターは「つなぐ専門職」として暮らしの専門家である地域

住民の方々を全力で応援～ 

 倉敷市の生活支援コーディネーターについては、30 代の男性が社会福祉士の専門性を活

かしつつ、「つなぐ専門職」として、人と人をつなぐ、人と情報をつなぐ、心と心をつなぐ

といったことを意識しながら、地域を動きまわり、活躍している。 
 配置に際して、コーディネーターが地域で活動しやすくするとともに、その活動の成果

を対外的にアピールできるように、①通いの場ガイドブックの作成、②支え合いのまちづ

くりフォーラムの開催、③サロン交流会の開

催という 3 つの業務を平成 28 年度実施すべ

きものとして、市として明確に位置付けた。 
これらの具体的な業務を持った生活支援

コーディネーターについては、まず、地域の

取組を知るとともに、地域の方々に自分自身

のことや生活支援コーディネーターの役割

等を知ってもらうために、地域を歩き回って

いる。「『地域の宝物探し』にご協力をお願い

いたします！」という名刺がわりのチラシを

持ち歩き、地域のことを教えてもらうという

姿勢を明確にしながら地域の方々と向き合

っており、生活支援コーディネーター自身も

「地域の人たちは、暮らしの専門家です。地

域の将来への期待も危機感も持ちながら、地

域をよくしていこうと考えておられます。私

たちは、そこから学ぶことばかりです。」と

語っている。 
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【くらしき「通いの場ガイドブック」の作成】 

 くらしき「通いの場ガイドブック」については、介護予防にもつながる社会参加を進め

る上で、サロンなど通いの場が地域の身近な場所にあることが重要であるが、市と社会福

祉協議会等の関係者の間で話をしてみても、市が支援しているサロンの箇所数はわかるが、

それも含めて市内でどの程度の通いの場があるのか、また、その活動内容はどのようなも

のかが把握・整理されておらず、現状を調べ、見える化する必要があるとの問題意識から

生活支援コーディネーターの業務の一つとした。 
生活支援コーディネーターは、徹底した現場取材等を行い、ガイドブックを一年かけて

作成した。その内容としては、通いの場の意義、必要性、市内の好事例、市内の通いの場

のマップ、新たに開設したい場合の進め方、手順、設立、運営に対する行政等からの支援

策などを盛り込んでいる。 

 
このガイドブックについては、①通いの場を現在運営している方に市内の他の好事例を

お示しすることを通じてその取組内容を充実させる、②通いの場を新たにはじめたい人に

ついてどのような手順で進めれば良いか、どのような行政からの支援が得られるのかとい

ったことを記載することを通じて立ち上げを支援する、③通いの場に新たに参加したい人

について、自分の住む地域のどこにどのような通いの場があるのかをマップ等で示すこと

で御本人が適切な通いの場を見つけ出しやすくするなどさまざまな面で役立つものだと考

えており、有効活用し、介護予防にもつながる通いの場への参加等の機運をこれまで以上

に地域の中で高めていきたいと考えている。 
くらしき「通いの場」ガイドブックの作成を通じ、これまで 200 カ所程度しか把握でき
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ていなかったサロン等の通いの場が市内に 430 カ所あることが明らかになった。その内容

も、①社会福祉協議会の生活・介護支援サポーター養成講座（困ったときに支え合える協

力者を養成する講座）の受講者が自宅を開放し家族や地域の方の手助けを得ながら、認知

症予防のため学習や歌、紙芝居等の読み聞かせに取り組む、②呉服屋の玄関を使って地域

包括支援センターの協力を得ながら毎週いきいき百歳体操を行うとともに体操が苦手な人

のために同じ会場で月一回おやつ作りや脳トレなどを行う、③男性が多く集い、男の居場

所として自分の奥さんや近所の高齢者に料理を振る舞うとともにラジオ体操（子ども会支

援）や子どもや高齢者の見守り活動も行う、など多様であることが分かった。 
この取材を通じて、生活支援コーディネーターの顔を知ってもらうことができ、その後、

地域住民の方々からいろんな活動に呼んでもらい、芋づる式に地域の良い取組、好事例を

知るきっかけにもなった。 
 

【サロン交流会】 

 次にサロン交流会については、サロン代表者等を対象に、これまでも社会福祉協議会が

各地区単位（市内 6 カ所）でサロン活動の充実を目的に実施してきたが、市としてサロン

等の通いの場が健康寿命の延伸や介護予防の観点から大変重要であるという認識をベース

に、平成 28 年度から生活支援コーディネーターの業務の一つと位置付け、生活支援コーデ

ィネーターが中心となって企画立案し、市内全体で統一性を持って実施するようにした。 
具体的には、生活支援コーディネーターと市、社会福祉協議会が相談し、平成 28 年度は、

運動と栄養を共通テーマとして、保健師さんの講話などを盛りこみ、参加したサロン代表

者等が自分たちのサロンでいかせる実践的な内容とした。特に、前述のネットワーク会議

を立ち上げたことにより、これまで関係性が薄かったスポーツ振興課所管のスポーツ振興

財団の職員さんとのつながりができたため、サロン交流会に来ていただき、ラジオ体操の

正しいやり方を教えてもらうということも実施した。また、グループワークを通じてそれ

ぞれのサロンの代表者の方々に取組内容や効果、苦労、課題などをお話いただいたところ、

多くの会場で市が実施するサロンの支援制度（年間 3 万円）について、「申請書類が複雑で

記入しにくい」、「求められる添付書類が多い」など意見をいただいた。このことから、平

成 29 年度から添付書類を簡素化する等の見直しを市として実施し、施策の充実を図ること

としている。 
 

【支え合いのまちづくりフォーラム】 

 市としては、前述のとおり、通いの場など地域の方々が積極的に関わっておられる活動

を盛り上げ、健康寿命の延伸や支え合いのまちづくりの推進に役立てたいと考えている。

その一つの手段として、地域の素晴らしい取組について、多くの方に知ってもらい、同様

の取組を市内全体に横展開することが有効であるとの認識の下、活動の実践を行う当事者

の方々が発表し、多くの方にその取組の内容や意義、効果などを知ってもらう場として、
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年 2 回支え合いのまちづくりフォーラムを実施することとした。これについても地域づく

りの応援者である生活支援コーディネーターを中心的に取り組んでもらっている。 
第 1 回目は 8 月に実施し、基調講演、地域でサロンを実施する 3 人の方の発表と生活支

援コーディネーターの活動紹介等を行った。第 2 回目は 3 月に実施し、前述のくらしき「通

いの場」ガイドブックをお披露目するとともに、サロンの運営者などが自分たちの取組を

発表する自慢大会として実施した。 
また、フォーラムの会場では、ネットワーク会議のメンバーや地域のサロンの運営者が

自分たちの活動紹介等をするためブースを設けるなど、地域づくりを行政等の関係者も組

織や部署の垣根を越えて支援する雰囲気作りを行った。 
当日はサロンの代表者など地域で熱心に活動されている方はもちろんのこと、老人クラ

ブ、シルバー人材センター、医師、看護師、保健師などの専門職まで第 1 回目は約 250 人、

第 2 回目は約 280 人に参加していただいた。 
このフォーラムにおいて体操を実践する当事者の話を聞いて、地域で体操をはじめた方

が複数おられるなど具体的な成果もではじめている。第 2 回目のフォーラムでは、第１回

目のフォーラムを聞いて、いきいき百歳体操をはじめた老人クラブの活動も紹介したとこ

ろである。 
 
これらの業務について、それらを円滑に進め、地域づくりを進めていくためには、生活

支援コーディネーターを市と社会福祉協議会が連携してバックアップして支えることが必

要であることから、2 カ月に 1 回実施するネットワーク会議やネットワーク会議の前に生活

支援コーディネーターも参加して実施している市と社会福祉協議会の間での事前打合せの

中で、進捗状況等の情報共有を図りつつ、市のそのときどきの考えや思いを伝え、微調整

をしながら、取り組みを進めてもらった。 
 
これらの具体的な業務を推進し、また、日ごろから地域の活動に参加し、情報交換や意

見交換等を行うことを通じて、生活支援コーディネーターの活動が浸透してくると、住民

の方々が行う地域活動を効果的に進めるための「作戦会議」に呼ばれるケースも増えてき

た。具体的には、例えば、3 世代交流のサロンを実施するお母さんたちが他地域でも 3 世代

交流のサロンを行いたい、老人クラブの代表者がいきいき百歳体操を老人クラブの組織を

使って広げたい、今後のさらなる高齢化に備えて、買い物や通院など高齢者の足の問題を

解決に向けて、地域で外出支援の取組みを行いたいなどといった作戦会議に呼ばれ、その

中でさまざまな地域の方々のニーズを聞き、生活支援コーディネーターが解決の一歩とな

るアイデアを提供したりしている。 
 

 

 

 

（３） 生活支援コーディネーターの今後の展開 

～地域づくりを更に進め、地域共生社会の実現を目指す～ 

平成 28年度は前述のように生活支援コーディネーターがサロンなど通いの場を中心に地

域に積極的に出向き、地域の意欲的な方々とコミュニケーションを行うことで、地域づく

りの応援者としての生活支援コーディネーターの名前と役割が定着するとともに、生活支

援コーディネーターがアドバイス等をする中で、サロンの開設など地域づくりの具体的な

動きにもつながった。 
一方、生活支援コーディネーターの活動が浸透し、知名度があがるにつれて、会議への

出席依頼や相談ごとが増えてきた。1 名では地域の幅広いニーズにきめ細かに対応すること

は物理的に困難になってきている。 
このことから、平成 29 年度は地域づくりの動きを更に進めるため、生活支援コーディネ

ーターを 2 名増員し、3 名とすることとしている。 
これにより、市としては、生活支援コーディネーターの力を借りながら、国の地域共生

社会の方向性も踏まえ、高齢者だけでなく全世代を対象とした地域づくりを進めていくこ

とを予定している。具体的には、小学校区単位で実施されている地域ケア会議、地区社協、

コミュニティ協議会などにおいて、「高齢者の問題」、「福祉の問題」といった年齢・分野に

捉われることなく、地域の事柄について話し合い、活動し、地域の支え合いにつながって

事例について生活支援コーディネーターの取材を通じて見える化を図っていく。また、社

会参加や地域貢献を促す仕組みであるボランティアポイント制度について対象を現在の

「65 歳以上」から「40 歳以上」に拡大し、地域の担い手を増やすとともに、生活支援コー

ディネーターが活動者と活動場所をマッチングすること等を通じて、地域の支え合いを強

化していきたいと考えている。 
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 ２）宝塚市 

「サービスづくりでなく地域づくり」を支える生活支援コーディネーター 
 

（１）宝塚市の概要と現状 

宝塚市は、人口 23 万 4 千人、高齢化率 26.2％で、兵庫県の南東部に位置し、歌劇のまち

として知られる。昭和 50 年代に大阪・神戸のベッドタウンとして人口が急増した。この時

期に開発されたニュータウン地域は、高齢化率 40％を超えるオールドニュータウンとなり、

階段や坂が多い利便性の悪い立地に加えて、特有の希薄な近隣関係もあり、様々な生活課

題への対応が必要となっている。一方で、持ち家比率が高く定住志向が強いこともあって、

市民のまちづくりへの意識は高く、様々な地域活動が展開されている。このような状況を

受け、市では平成 27 年度から WHO の提唱するエイジフレンドリーシティ、高齢者にやさ

しいまちの実現に向けて、市民と協働した様々な取り組みを開始した。 
また、平成 8 年、市内を 7 つのサービスブロック（以下地区と略す）に区分し、以後、

地域包括支援センター、特別養護老人ホーム、児童館、保育所等の社会資源は、この地区

毎に整備されてきた。加えて、自治会や民生・児童委員協議会等の市民組織も 7 地区ごと

にまとまりを作り、行政の地区割との整合が図られてきた。一方、平成 5 年度から行政か

らコミュニティ施策として、概ね小学校区を範囲とする「まちづくり協議会」（以下まち協

と略す）の組織化を働きかけ、阪神・淡路震災の被災経験がこれを後押して、平成 11 年に

は市内全域で 20 のまち協が組織された。以後、福祉活動のみならず、環境や文化、スポー

ツ・健康づくり等の活動に積極的に取り組まれている。  
宝塚市社会福祉協議会（以下市社協と略す）でも、この動きに呼応して、平成 9 年度以

後、地区毎に 7 つの社協地区センターを開設し、地区担当者（コミュニティワーカー）を

配置して地域福祉活動の支援を行ってきた。現在では、すべてのまち協で、ふれあい交流

や福祉学習、居場所づくり、見守り・支え合い等の福祉活動が、地域事情に合わせて展開

されている。このまち協での活動を進める中で、見守りや支え合い等の生活支援活動は、

顔の見える身近な範囲でやるほうがよいとの声が上がり、平成 21 年度からは、より身近な

自治会範囲での見守り・支え合い活動支援も行っている。これらのエリアでの支援に加え

て、平成 11 年から地域の居場所としてのふれあいいきいきサロン事業の普及にも力を入れ

てきた。現在では 140 を超えるサロンが、地域の実情に合わせて開催されており、このう

ち 65 ヶ所以上が週 1 回以上の頻度の活動となっている。 
平成 23 年度からの市社協の第 5 次地域福祉推進計画では、重点プロジェクトとして①全

市、②地区（サービスブロック）、③小学校区（まち協）、④自治会の 4 層のエリアを設定

し、それぞれのエリアでの協議・協働の場づくりを推進してきた（図 3-4）。加えて、翌 24
年度からの宝塚市の第 2 期地域福祉計画にも、この 4 層構造の重点プロジェクトを、2025
年を見据えた住民主体の地域包括ケアの仕組み「宝塚市セーフティネットシステム」の核

と位置付け、全ての市民が安心して生活できるまちづくりを進めているところである。 

 

（２）新しい総合事業への対応方針と生活支援コーディネーター配置の考え方 

 
 
今回の介護保険制度改正の主旨は、介護サービス利用抑制のための安価なサービスづく

りにあるのではなく、住み慣れた地域でこれまでの関係性を維持しながら、人としての尊

厳を保って生活を送るという介護保険の理念を実現する地域づくりにある。その実現のた

めには、これまで市民を主体に、行政と市社協が協働して行ってきた福祉のまちづくりを、

さらに推し進めていくことが重要である。このため、生活支援コーディネーターは市社協

に配置し、市社協の地区担当者や地区ごとに各法人に委託されている地域包括支援センタ

ー等の専門職と連携・協働し、これまで進めてきた地域での活動支援を横につないで、強

化していくことが求められる。平成 27 年度には第 1 層コーディネーターとして 1 名を配置

（女性 地区担当、相談支援経験者）、28 年度には第 2 層も含めた対応を進めるために 1
名を追加し、2 名体制とした。今後の配置については、第 2 層を小学校区と設定するため、

地区内の活動者からコーディネーターを養成する方向で準備を進めているところである。 
また、協議体については、新たなものを作るのでなく、すでに活発に動いている既存の

協議の場を、生活支援コーディネーターが有機的につないでいくのが現実的であり、住民

への負担も少なくて済む。第 1 層の協議体は、図 3-4 の重点プロジェクト図にある宝塚市

のエリアの「宝塚市セーフティネット会議」を核にして 28 年度から協議を始めている。ま

た、第 2 層は小学校区ごとで行われているまち協主催の「校区ネットワーク会議」を基盤

に、地域事情に合わせて実施することとして地域への働きかけを始めている。 
 

 

 

図 3-4 市社協 第 5 次地域福祉推進計画重点プロジェクト図 
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（３）生活支援コーディネーター業務の実際 

①地域活動の支援、資源開発 

まず、生活支援ニーズに対応するための地域の資源の発見、確認の第一歩として、生活

支援活動を行っているグループの実態を把握するため、平成 27 年 6 月に、①見守り活動を

行っている自治会、②サロン・ミニデイサービス、③見守り・支え合い活動実施グループ

を対象に、具体的な生活支援活動の内容、対象者、活動エリア、活動に取り組む経過や課

題等についての調査を実施した。調査結果から、地域の実情や活動グループの状況により、

様々な活動の展開の仕方があることや、サロン活動が活発な地域は、サロン活動から見守

りや生活支援の活動への展開がみられることが導き出された。（表 3-2） 
 

 
10 月には調査対象グループを集めて懇談会を実施し、調査結果を共有するとともに、介

護保険制度改正について学ぶ機会を持った。この懇談会から宝塚市生活支援活動グループ

連絡会が発足し、活動をいかにすれば進めやすいか、その際にどのような支援が必要か、

人材の養成・確保の方法等の検討を継続して行っている。調査の結果と連絡会での検討を

もとに、地域活動につながる担い手養成講座のプログラム開発（活動見学会やフォローア

ップ研修）・実施や、地域事情、グループの状況によるさまざまな活動展開の事例を紹介し

た活動ハンドブック「ささえあうヒトビト」（図 3-5）の作成、配布、活用を行っている。 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 3-5 ささえあうヒトビト 

表 3-2 宝塚市地区別支援活動一覧 H27.8 月現在 

 

②住民等に向けた啓発活動 

第 1 弾として 27 年 10 月に社協理事・評議員、職員を対象に制度改正についての正しい

理解を深める研修会を企画実施し、社協組織全体でこの問題に取り組むという体制固めを

行った。続いて同じ 10 月に、市民を対象とした地域福祉懇談会「介護保険制度改正と地域

のささえあい」を実施し、「サービスづくりでなく地域づくり」という制度の趣旨の理解を

訴えた。28 年度にも全市対象の講演会「支え合いの地域づくり 全国を訪ねてみて気づい

たこと」を開催、地域の宝物（資源）を探すという内容で好評を得た。これらの全市を対

象とした事業と並行して、まち協や自治会等の実際の活動単位となる会合や集まりの機会

に、「ささえあうヒトビト」や「宝塚サロン・ミニデイマップ（図 3-6 H29 年 1 月発行）」

等を活用した、身近な地域の活動紹介を入れた研修プログラムを、地区担当者や地域包括

支援センターと協働して行い、実際の活動に結び付く働きかけを増やしている。また、28
年 7 月には、地域包括支援センター職員やケアマネジャー、介護職員等の専門職を対象に

した研修会を、宝塚市介護保険事業者協会との共催で開催し、制度改正への理解を深める

とともに、住民と協働する意味やその方法を専門職に向けて発信している。 

 
 

③協議・協働の場づくり 

第 2 層の協議体の基盤となる校区ネットワーク会議は、平成 17 年から地域での取り組

み支援を進めてきた事業で、すでに 17 のまち協で実施されているが、開催頻度や内容につ

いては地域差が大きく、直ちに協議体としての機能を発揮することが見込めるところは多

くない。ただ、全市向けのフォーラムや地域ごとでの説明会等を通じて、まち協の役員に

は徐々にその重要性の理解が広がっているため、H28 年 10 月にまち協を対象とした「これ

からのネットワーク会議を考える会」を開催、協議体としての機能やより良い運営方法等

について皆で検討する機会を持った。今後は、個々のまち協との協議を進め、校区ネット

ワーク会議の活性化と協議体としての機能強化を図っていく。合わせて、地域住民と専門

職をつなぐ役割を果たしていくため、それぞれの地区内の地域包括支援センターをはじめ

とした専門職との協議の場を持つ働きかけを行っているところである。 
 

 

図 3-6 サロン・ミニデイマップ 
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図 3-5 ささえあうヒトビト 

表 3-2 宝塚市地区別支援活動一覧 H27.8 月現在 
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図 3-6 サロン・ミニデイマップ 
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（４）今後の展開 

現在の課題は、地域間の地域力の差が拡大しているため、取り組みが遅れている地域へ

の働きかけのプログラムを新たに考えていく必要がある。加えて、地域の中でこれまでか

かわりの薄い子育て世代や中年層に働きかける方法を検討し、実践していく必要がある。 
平成 29 年度は、介護保険制度改正や生活困窮者自立支援法施行等の大きな制度改正の流れ

を受けた市社協の第 6 次地域福祉推進計画（H29 年～33 年）の初年度となる。この計画で

は、小学校区エリアをターゲットに、まち協によるまちづくり計画策定、活動拠点と居場

所づくり、人づくり（活動人材とコーディネーター養成）を推進していくことを重点目標

として掲げている。生活支援コーディネーターを中心に、役職員をはじめ関係団体や関係

機関も一丸となって、組織を挙げて実現に向けた取り組みを進めていく。 
 
  

 

第４章 「生活支援コーディネーター」の考え方および養成・支援をめぐる都

道府県の役割 

 
 本報告書を終えるにあたって、最初に生活支援および生活支援コーディネーターをめぐ

る政策上の考え方を整理しておきたい。都道府県が生活支援コーディネーターの養成や支

援を行う上で、またどのような運用を求めているのかについて、十分理解しておく必要が

あるからである。 
 次に、第 2 章、第 3 章の成果を踏まえて、生活支援コーディネーターの養成や支援にお

ける都道府県の役割について、介護・高齢福祉担当部門と地域福祉部門との協力を強調し

ておきたい。また既存の地域支援人材との調整や活用における研究に取り組むことについ

ても示唆をしておく。 
 

１節 「生活支援」という概念をめぐって 

１）ヨーロッパ諸国における「生活支援」の定義 

 生活支援コーディネーターの「生活支援」と、介護予防・日常生活支援総合事業の「日

常生活支援」、あるいは訪問介護における「生活援助」など、「生活支援」については類似

した用語が用いられているが、それぞれ何を意味しているのか。生活支援コーディネータ

ーを養成するにあたって、その政策概念を理解しておくことは不可欠であるため、ここで

はその概念整理を行いたい。 
 まず、主なヨーロッパ諸国における在宅サービスの分類を紹介する。大きく「医療・看

護」「介護（身体介護）」「家事援助」「生活支援」の４つに区分され、「医療・看護」は「medical 
care、 nursing care」、「介護（身体介護）」は「personal care」、「家事援助」は「practical 
care」「house keeping」「housework assistance」、「生活支援」は「Supportive services」
と呼ばれてきた（60 頁 表 4-1）。 

また、「看護」「介護」「家事援助」については、これらの国では基本的に社会保障制度で

提供されてきたがi、「生活支援」については、松岡が「くらし型」「交流型」「福祉サービス

型」と分類したサービスの大半がインフォーマルあるいは福祉組織によって提供されてき

たものである（60 頁 表 4-2）。したがって、「生活支援」とは、主に社会保障制度外で提供

される家事援助以外の生活上の支援と定義づけることができよう。では、我が国における

「生活支援」も同義であろうか。 
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 看護 介護（身体介護） 家事援助 生活支援 
 Nursing care Personal care Practical care 

Housework 
assistance 
House keeping 

Supportive services 

代表的な 
行為 

・血圧測定 
・服薬管理 
・外用薬の塗布 
・傷の手当（褥瘡処

理・予 防） 
・吸引・排たん 
・浣腸、摘便、人口肛

門の処置、導尿、膀胱

洗浄、留置カテーテル

の管理 
・経管栄養の管理、吸

入、点滴、中心静脈栄

養の管理 
・気管カニューレの交

換、気管切開患者への

管理指導 
・人口呼吸器装着患者

の管理指導、腹膜潅流

療法の管理指導、ドレ

ーンの管理指導、在宅

酸素療法の管理指導 
・食事療法の指導 
・注射 

・食事介助 

・排泄介助 

・入浴介助 

・清拭、身体整容 

・体位交換 

・移乗・移動介助 

・外出介助 

・起床・就寝介助 

・服薬介助（準備と確

認） 

・自立生活支援のため

の見守り的援助 

・健康チェック、環境

整備、相談援助、情報

収集・提供、記録 

 

・そうじ 

・洗濯 

・買物 

・一般的な調理、配下

膳 

・ベッドメイク、衣類

の整理 

・薬の受取 

 

・安否確認 
・緊急時対応 
・生活相談 
・一時的家事支援 
・電球交換など 

  ADL に対応 IADL に対応  
出典：松岡洋子「エイジング・イン・プレイスと高齢者住宅：日本とデンマークの実証的比較研究」新評論（2011） 
【表 4-2】各国の身体介護、家事援助、生活支援一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：一般財団法人長寿社会開発センター 国際長寿センター「平成 27年度厚生労働省老人保健健康増進

等事業：平成 27年度地域のインフォーマルセクターによる高齢者の生活支援、認知症高齢者支援に関する

国際比較調査研究報告書」p.109-110、（2016）より、松岡洋子氏作成資料を一部抜粋 

【表 4-1】在宅サービスの分類 

 

２）地域包括ケアシステムの構成要素における「生活支援」 

 そこで、まず地域包括ケア研究会iiにおける「生活支援」の整理を確認しておきたい。地

域包括ケア研究会は、地域包括ケアシステムを「ニーズに応じた住宅が提供されることを

基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、医療や介護のみならず福

祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提

供できるような地域での体制」と定義し、その構成要素として「介護」「医療」「介護予防」

「生活支援」「住まい」の 5 つを掲げている。 
そして、「生活支援」の定義については、平成 24 年度の報告書において、「一般的に、生

活支援といえば、調理や買い物、洗濯、見守り、安否確認、外出支援、社会参加支援活動、

日常的な困りごと支援などの多様なサービスが考えられる」「生活支援の中には、食事の準

備など、サービス化（外部市場化）できる支援もあれば、近隣住民の声かけや見守りなど、

必ずしもサービス化されていないが、実際に地域社会の中で提供されているインフォーマ

ルな支援まで幅広いものが存在し、その担い手も多様である。」としている。 
つまり、地域包括ケアシステムにおける「生活支援」とは「家事援助」も含む広い概念

であり、主なヨーロッパ諸国における「家事援助」と「生活支援」を合わせて、「生活支援

（ここでは、「広義の生活支援」とする。）」と呼んでいることがわかる。 
 

３）訪問介護における「生活援助」 

次に、訪問介護における「生活援助」であるが、厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課

長通知「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（老計第 10 号）」において、

「身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助（そのため

に必要な一連の行為を含む）であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人

や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。」とされ、示されている行為

は表１の分類と一致している。また、平成 12 年当初の通知では「家事援助」としていたと

ころ、平成 15 年に「生活援助」に名称変更した経緯もある。 
つまり、訪問介護における「生活援助」は、主なヨーロッパ諸国における「家事援助」

と同義である。また、地域包括ケアシステムの 5 つの要素のうち、「生活援助（家事援助）」

は訪問介護の一類型である以上、「介護」に含まれるが、「生活支援（広義の生活支援）」に

も含まれていると言える。この点は留意が必要であろう。 
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４）介護予防・日常生活支援総合事業における「日常生活支援」、「生活支援」 

次に、介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」）における「日常生活支援」

であるが、総合事業のガイドラインiiiにおいて、「要支援者等の多様な生活支援ニーズにつ

いて、従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所

介護を、市町村の実施する総合事業に移行し、要支援者自身の能力を最大限活かしつつ、

介護予防訪問介護等と住民等が参画するような多様なサービスを総合的に提供可能な仕組

み」と説明しているように、訪問介護における「生活援助」を含み、それよりも広い多様

○「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（老計第 10 号）」より、生活援助の区分を抜粋 
２－０ サービス準備等 
 サービス準備は、家事援助サービスを提供する際の事前準備等として行う行為であり、状況に応じて以下

のようなサービスを行うものである。 
 ２－０－１ 健康チェック 
  利用者の安否確認、顔色等のチェック 
 ２－０－２ 環境整備 
  換気、室温・日あたりの調整等 
 ２－０－３ 相談援助、情報収集・提供  
 ２－０－４ サービスの提供後の記録等  
２－１ 掃除 
 ○居室内やトイレ、卓上等の清掃 
 ○ゴミ出し 
 ○準備・後片づけ  
２－２ 洗濯 
 ○洗濯機または手洗いによる洗濯 
 ○洗濯物の乾燥（物干し） 
 ○洗濯物の取り入れと収納 
 ○アイロンがけ  
２－３ ベッドメイク 
 ○利用者不在のベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等  
２－４ 衣類の整理・被服の補修 
 ○衣類の整理（夏・冬物等の入れ替え等） 
 ○被服の補修（ボタン付け、破れの補修等）  
２－５ 一般的な調理、配下膳 
 ○配膳、後片づけのみ 
 ○一般的な調理  
２－６ 買い物・薬の受け取り 
 ○日常品等の買い物（内容の確認、品物・釣り銭の確認を含む） 
 ○薬の受け取り 
 
【筆者注】以下は身体介護に分類されている。 
○特段の専門的配慮をもって行う調理 
 例：流動食の調理 
○自立生活支援のための見守り的支援（自立支援、ＡＤＬ向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる

状態で行う見守り等 
 例：一緒に手助けしながら行う調理 
   入浴、行為等の見守り 
   自立を促すための声かけ 等 

図 4-1「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について（老計第 10 号） 

 

なサービスを指していて、地域包括ケア研究会における概念と同義の「広義の生活支援」

と言える。また、ガイドライン内においては、単に「生活支援」あるいは「生活支援サー

ビス」という用語も使われているが、特に区別されずに使われており、いずれも「広義の

生活支援」を指している。 
また、総合事業は、要支援者及び事業対象者に対して必要な支援を行う「介護予防・生

活支援サービス事業」と住民主体の介護予防活動の育成及び支援等を行う「一般介護予防

事業」から構成され、さらに介護予防・生活支援サービス事業は表 4-3 のとおり 4 つの事

業からなる。 
 
 

事業 内容 

訪問型サービス 

（第１号訪問事業）（法第 115 条の 45 第１項第１号イ） 

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援

を提供 

通所型サービス 

（第１号通所事業）（同号ロ） 

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活

上の支援を提供 

その他の生活支援サービス 

（第１号生活支援事業）（同号ハ） 

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や一人

暮らし高齢者等への見守りを提供 

介護予防ケアマネジメント 

（第１号介護予防支援事業）（同号ニ） 

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適切

に提供できるようケアマネジメント 

【表 4-3】介護予防・生活支援サービス事業 
出典：平成 27 年 6 月 5 日厚生労働省老健局長通知（老発 0605 第 5 号）「介護予防・日常生活支援総合事

業のガイドラインについて」 
 
訪問型サービス、通所型サービスの内容に示される「日常生活上の支援」や、その他の

生活支援サービスの「生活支援」は、総合事業の目的で確認したように「生活援助（家事

援助）」に限定されるわけではない。「広義の生活支援」である。 
そもそも総合事業は、介護保険法施行規則第 140 条の 62 の 3 第 2 項において、「市町村

が、法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を実施する

際には、補助その他の支援を通じて、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるもの

とすること。」とされているように、住民主体の多様な支援の活用を重視している。そこで、

総合事業のガイドラインで、「市町村において、住民主体の支援をその自主性・自発性とい

った性格を損なうことなく効果的に総合事業の中で実施することができるよう、市町村が

訪問型サービス、通所型サービス及び生活支援サービスを提供する者に対して補助（助成）

する方法も可能とする」とし、補助（助成）を実施する事業（訪問型、通所型サービス B）

を位置づけるとともに、その内容については、地域支援事業実施要綱において「主に住民

ボランティア等、住民主体の自主活動として行う生活援助等の多様な支援」として、「生活

援助（家事援助）」の範囲を超えた電球交換も例示された。もとより、住民主体の支援とは

自主的な活動であり、これまでも「広義の生活支援」の主要な担い手であった。そこで、

補助の対象経費や額等についても、「市町村がその裁量により対象とすることを可能とする」

とされ、あえて、「住民主体の自主的な取組や活動を阻害しないよう、実施主体の活動内容
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については、過去に国庫補助金等から一般財源化された事業も含めて実施を妨げるもので

はない」とも強調されている。つまり、補助（助成）を実施する事業である訪問型、通所

型サービス B については、「広義の生活支援」であることはもちろん、その活動内容につい

ては制限がなく、広い活動内容のうち、市町村の裁量によって補助金の額が決まるという

ことになる。 
【表 4-4】 訪問型サービスや通所型サービスの内容ごとの実施方法 

（例） 直接実施 委託 
指定事業者に

よるサービス

提供 
補助 

介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業 

①現行の介護予防訪問介護

等に相当するサービス －※ －※ ○ － 

②緩和した基準による生活

支援、ミニデイサービス（訪

問型・通所型サービスＡ） 
△ ○ ○ △ 

③ボランティアなどによる

生活支援、通いの場（訪問

型・通所型サービスＢ） 
△ △ － ○ 

④保健師やリハビリテーシ

ョン専門職等が行う短期集

中予防サービス（従来の２

次予防事業に相当）（訪問

型・通所型サービスＣ） 

○ ○ 

－ － 

一
般
介
護
予
防
事
業 

介護予防に資する住民主体

の通いの場づくり  ○ 

※ 市町村が実施する場合も、原則第１号事業支給費の支給により実施する。 
（注）△は、一般的なケースとしては考えていないが、このような形式をとることも可能。 
出典：平成 27年 6月 5日厚生労働省老健局長通知（老発 0605第 5号）「介護予防・日常生活支援総合事業

のガイドラインについて」 

 

ただし、「地域支援事業実施要綱iv」において、①「旧介護予防訪問介護等との整合性の

観点から、訪問型サービス及び通所型サービスのサービス内容は、保健・医療の専門職に

より提供される３～６か月の短期間で行われるサービスを除いて、旧介護予防訪問介護等

のサービス内容の範囲内で実施するものとする。」とされていること、②過去に国庫補助金

等から一般財源化された事業v （外出支援サービス事業、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事

業、軽度生活援助事業、訪問理美容サービス事業等）は地域支援事業としては実施できな

いとされていることに留意する必要がある。つまり、表 4-4 のうち補助以外の方法（直営実

施、委託、指定事業者によるサービス提供）の場合は、旧介護予防訪問介護や旧介護予防

通所介護が残っている現時点では、訪問型サービス C、通所型サービス C を除いて「生活

援助」以外の「広義の生活支援」は実施できないとされているということである。特に指

定の方法で実施する場合は、「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についての

 

Ｑ＆Ａ」【9 月 30 日版】第 2 問 8 においても、大掃除や家具の移動などの「生活援助」以

外の「生活支援」は実施できないと示されている。 
また、外出支援サービス事業が一般財源化されていることに関連して、訪問型サービス D

も、①通院等をする場合における送迎前後の付き添い支援、②通所型サービスや一般介護

予防事業における送迎を別主体が実施する場合の送迎以外は実施できないとされている。 
さらに、その他の生活支援サービスについても、要支援者等の地域における自立した日

常生活の支援のための事業であって、訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われ

る場合に効果があると認められるものとされ、具体的には、以下のサービスに限定されて

いる。現時点では、特に(c)については具体的な事例さえ示されておらず、この事業の活用

は広がっていない。 
 
(a) 栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者に対する見守りとともに行う配食等 
(b) 定期的な安否確認及び緊急時の対応、住民ボランティア等が行う訪問による見守り 
(c) その他、訪問型サービス及び通所型サービスの一体的提供等地域における自立した日

常生活の支援に資するサービスとして市町村が定める生活支援 
 
以上から、総合事業における「生活支援」は、基本的には「広義の生活支援」ではある

が、訪問型サービス、通所型サービスについて実際にサービス開発を検討する際には「地

域支援事業実施要綱」等で様々な制約があるために、事実上、「広義の生活支援」を実施で

きるのは、補助の方式によって支援されるＮＰＯやボランティア等による訪問型・通所型

サービス B のみということになる。 
ただし、以上の制約のうち、「旧介護予防訪問介護等との整合性」については、平成 30

年 3 月を持って旧介護予防訪問介護、旧介護予防通所介護の経過措置は終了し、完全に総

合事業に移行するため、取り扱いが変更になる可能性がある。 
また、このように整理すると、要介護者に対する「広義の生活支援」が「取り残されて

いる」ことに気づく。要支援者のみに限定して支援しているＮＰＯやボランティアなど考

えづらく、むしろ要介護者も多数含まれると考えられるが、要介護者に対する「広義の生

活支援」に対する活動経費については補助を行うことができない（按分して除外すること

になる）のである。この点については、現状では、いわゆる横出しサービス（市町村特別

給付）や一般会計でのその他の財源等での対応とならざるを得ない。総合事業の対象者が

要支援者と事業対象者に限定されているがゆえの課題と言える。 
さらに言えば、地域包括ケアシステムの 5 つの要素のうち、要支援者に対する予防訪問

介護と予防通所介護は「介護」から「介護予防」と「生活支援」に移行したと整理できる

ため、「生活援助（家事援助）」が「介護」にも「生活支援」にも含まれるという重複は要

支援者については解消されたが、要介護者に対する「生活援助（家事援助）」は重複したま

まであり、それも「取り残されている」と言える。 
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については、過去に国庫補助金等から一般財源化された事業も含めて実施を妨げるもので

はない」とも強調されている。つまり、補助（助成）を実施する事業である訪問型、通所
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△ △ － ○ 

④保健師やリハビリテーシ

ョン専門職等が行う短期集

中予防サービス（従来の２

次予防事業に相当）（訪問

型・通所型サービスＣ） 

○ ○ 

－ － 
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域支援事業実施要綱」等で様々な制約があるために、事実上、「広義の生活支援」を実施で

きるのは、補助の方式によって支援されるＮＰＯやボランティア等による訪問型・通所型

サービス B のみということになる。 
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年 3 月を持って旧介護予防訪問介護、旧介護予防通所介護の経過措置は終了し、完全に総

合事業に移行するため、取り扱いが変更になる可能性がある。 
また、このように整理すると、要介護者に対する「広義の生活支援」が「取り残されて

いる」ことに気づく。要支援者のみに限定して支援しているＮＰＯやボランティアなど考

えづらく、むしろ要介護者も多数含まれると考えられるが、要介護者に対する「広義の生

活支援」に対する活動経費については補助を行うことができない（按分して除外すること

になる）のである。この点については、現状では、いわゆる横出しサービス（市町村特別

給付）や一般会計でのその他の財源等での対応とならざるを得ない。総合事業の対象者が

要支援者と事業対象者に限定されているがゆえの課題と言える。 
さらに言えば、地域包括ケアシステムの 5 つの要素のうち、要支援者に対する予防訪問

介護と予防通所介護は「介護」から「介護予防」と「生活支援」に移行したと整理できる

ため、「生活援助（家事援助）」が「介護」にも「生活支援」にも含まれるという重複は要

支援者については解消されたが、要介護者に対する「生活援助（家事援助）」は重複したま

まであり、それも「取り残されている」と言える。 
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２節 生活支援の「体制整備事業」という政策枠組み 

 
１）生活支援体制整備事業の目的と背景 

 生活支援体制整備事業の目的は、地域支援事業実施要綱で「単身や夫婦のみの高齢者世

帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービス提供のみならず、地域住民に身

近な存在である市町村が中心となって、ＮＰＯ法人、民間企業、協同組合、ボランティア、

社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、

老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連

携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一

体的に図って行くこと」とされている。また、総合事業のガイドラインでは、「生活支援体

制整備事業を活用した「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」や「協議体」

の設置等を通じて、互助を基本とした生活支援等サービスが創出されるよう」と、特に互

助による「生活支援」を想定していることが強調されている。 
したがって、「生活支援サービス」や「日常生活上の支援」、「生活支援等サービス」とい

う用語が使われているが、これが「生活援助（家事援助）」に留まらず、「広義の生活支援」

を意味していることは明らかである。 
ただし、その目的自体はこれまで社会福祉協議会が担ってきた地域福祉としての支援や、

地域包括支援センターによる地域のネットワーク構築などと類似しており、なぜ、改めて

制度化されたのか、その背景を確認しておく必要がある。とはいえ、地域支援事業実施要

綱において「コーディネーターは、生活困窮者対策の相談支援員、主任相談支援員や、社

会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー（地域福祉コーディネーター）等他の職

種とも連携し、地域のネットワークを活かして、取り組むものであるが、経験や実績のあ

る人材の確保・活用の観点や小規模な市町村等地域の状況に応じた取組の推進の観点から、

必要に応じて他の職種と兼務することも可能である。」とされているとおり、制度の「棲み

分け」はあえてされていない。また、生活支援コーディネーターに生涯学習や社会教育、

市民活動支援など「市町村内で実施されている既存の取組を有効に活用」することや、「地

域支援事業以外の補助金や一般財源を用いて取組を推進」することを求めるなど、生活支

援体制整備事業は総合事業によるサービスや支援を充実することだけを目的とした事業で

はなく、そもそも対象者は要支援者や事業対象者に限定されていない。 
つまり、生活支援体制整備事業とは、一部の地域を除いて既存の取り組みでは面的に広

がらなかった、あるいはネットワーク化することができなかった互助を基本とした「生活

支援（広義の生活支援）」と、高齢者の社会参加による介護予防を広げていくために、その

機能を介護保険制度の中に組み込み、保険者である市町村を責任主体と位置づけ、強力に

推進するために設置されたものである。 
付け加えるならば、高齢者の「生活支援（広義の生活支援）」の担い手として多世代の地

域住民が想定されること、一方で高齢者の社会参加の対象として、子どもなどへの支援の

 

○多様な価値観を持つ多様な主体が、協働して課題解決に向かうために必要な条件 

1. 直面している危機的状況が、分かりやすく可視化されていること（→共有） 

2. 解決すべき課題が、具体的に示されていること（→目標） 

3. 何をするかが、多様な価値観・多様な主体の当事者に任されていること（→自由） 

担い手になることも想定されることから、生活支援体制整備事業は地域共生社会の推進を

担う事業としても期待されている。 
 
２）互助を基本とした「生活支援（広義の生活支援）」を創出するための条件 

 生活支援コーディネーターは、地域支え合い推進員という別称も付けられているとおり、

地域の支え合い、互助を推進することが主な業務となる。では、互助を推進するためには

何をすれば良いのだろうか。 
 考えてみれば、特にＮＰＯやボランティアといった住民主体の「生活支援（広義の生活

支援）」とは自主的・自発的に行われるもので、生活支援コーディネーターがやらせること

などできるものではない。そこで、ボランティアの育成研修やサポーター養成などによっ

て意志のある住民から広げていく方法などが挙げられているが、前提となる条件があるの

ではないか。信州大学教授の井上信宏は、「多様な価値観を持つ多様な主体が、協働して課

題解決に向かうために必要な条件」について以下のように述べている。 
 

 
つまり、少子高齢化や、単身・夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者の増大によって「生

活支援（広義の生活支援）」が不足し、地域が危機的状況にあるという事実が共有され、それ

に対応するためには多様な主体、特に高齢者がその担い手となり得ること、そのことによっ

て介護予防にもつなげていくという目標が明示され、その上で、それぞれがどのような「生

活支援（広義の生活支援）」をするかは任されていることが前提条件ということである。 
そして、何をするかが任せられているといっても、それだけで自然に「生活支援（広義

の生活支援）」が創出されていくわけではない。具体的には地域資源や交流の状況を把握し

ながら、多様な主体がそれぞれやりたいことや持っているアイデアを活かすための効果的

な支援が必要である。 
総合事業における訪問型、通所型サービス B や地域介護予防活動支援事業による補助（助

成）は、そのための有効な手段である。収益活動ではない「生活支援（広義の生活支援）」を

立ち上げ、継続していくためには、必要な経費を何らかの手段で賄う必要がある。特に、要

支援者に対する「生活援助（家事援助）」や「通いの場」については、これまで旧介護予防訪

問介護や旧介護予防通所介護において相応の金額を給付してきたように、介護保険制度から

の一定の支出が要請される。もちろん、参加者からの会費収入や寄附なども重要であるから、

現場（第 3 層）の状況を正確に把握し、補助制度の設計に十分に反映することが求められる。 

図 4-2 出典：信州大学経法学部井上信宏氏作成資料（松本市地域づくり関係職員研修会 2016 年 8月 20 日） 
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２節 生活支援の「体制整備事業」という政策枠組み 

 
１）生活支援体制整備事業の目的と背景 
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社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、

老人クラブ、家政婦紹介所、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連

携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一

体的に図って行くこと」とされている。また、総合事業のガイドラインでは、「生活支援体

制整備事業を活用した「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」や「協議体」

の設置等を通じて、互助を基本とした生活支援等サービスが創出されるよう」と、特に互

助による「生活支援」を想定していることが強調されている。 
したがって、「生活支援サービス」や「日常生活上の支援」、「生活支援等サービス」とい

う用語が使われているが、これが「生活援助（家事援助）」に留まらず、「広義の生活支援」

を意味していることは明らかである。 
ただし、その目的自体はこれまで社会福祉協議会が担ってきた地域福祉としての支援や、

地域包括支援センターによる地域のネットワーク構築などと類似しており、なぜ、改めて

制度化されたのか、その背景を確認しておく必要がある。とはいえ、地域支援事業実施要

綱において「コーディネーターは、生活困窮者対策の相談支援員、主任相談支援員や、社

会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカー（地域福祉コーディネーター）等他の職

種とも連携し、地域のネットワークを活かして、取り組むものであるが、経験や実績のあ

る人材の確保・活用の観点や小規模な市町村等地域の状況に応じた取組の推進の観点から、

必要に応じて他の職種と兼務することも可能である。」とされているとおり、制度の「棲み

分け」はあえてされていない。また、生活支援コーディネーターに生涯学習や社会教育、
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また、実際に互助を基本とした「生活支援（広義の生活支援）」を創設していくには、金

銭の補助（助成）といった経済的支援以外にも、場所や備品の手配といった物理的支援、

広報などの情報支援など、様々な支援が求められる。活動したいという意志はあってもノ

ウハウがない場合には、アドバイザーや専門職の派遣といった人的支援などを行うことも

必要になってくるだろう。活動が始まってからも、住民が困ったときに相談できる「担当

者」がいることで安心して活動することができ、さらなる活動の充実・拡大も図られていく。 
 
３）生活支援コーディネーターと協議体 

生活支援コーディネーターとは、その金銭以外の支援を担う「担当者」のことである。互

助を基本とした「生活支援（広義の生活支援）」の創出は大変な手間と時間がかかることであ

り、だからこそ、日常生活圏域（中学校区等）ごとに 1 名ずつの担当者（第 2 層生活支援コ

ーディネーター）が必要とされ、さらに市町村全体をまとめる第 1 層生活支援コーディネー

ターが置かれることになった。第 1 層、第 2 層の生活支援コーディネーターともに専任での

設置も念頭に置いた交付金標準額vi（第 1 層 800 万円、第 2 層 400 万円）が設定されたのも、

社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーや地域包括支援センターの総合相談など

を担う職員の兼務では、その役割を果たすことが難しいと判断されたからである。 
さらに、生活支援体制整備事業で「核」となるのは、日常生活圏域を任せられた第 2 層

生活支援コーディネーターであるが、第 2 層生活支援コーディネーターだけが単独でその

任務をこなせるものではない。実際にはその圏域の様々な主体、人々の力を借りる必要が

ある。そこで、生活支援コーディネーターと多様な主体が参画するネットワークとして、

協議体という仕組みも設けられたのである。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 【図 4-3】 コーディネーター・協議体の配置・構成イメージ 出典：厚生労働

省作成資料 

 
 

ただし、生活支援コーディネーターと協議体の配置や構成については、厚生労働省から

図 4-3 のようなイメージが示されているが、これはあくまでも一例と考える必要がある。協

議体については、「市町村が主体となり、各地域におけるコーディネーターと生活支援等サ

ービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として、中核となるネ

ットワークを「協議体」とする。」「市町村と第１層のコーディネーターが協力して地域の

関係者のネットワーク化を図り、協議体を設置する。」とされているのみで、生活支援コー

ディネーターとは異なり、第 1 層、第 2 層と 2 層構造で設置するとはされていない。協議

体の目的は、地域支援事業実施要綱にあるように「多様な主体間の情報共有及び連携・協

働による体制整備を推進すること」であり、その手段である定期的な情報共有や連携強化

の場（協議体）をどの層で設けるか、その構成、運営の方法等は市町村の裁量に委ねられ

ているのである。 
 改めて考えてみれば、生活支援コーディネーターについては日常生活圏域（中学校区）

を最小単位として配置することが「標準」とされているが、人材確保やその育成、業務量

などを鑑みれば、それは妥当であり現実的であると言えるだろう。しかし、協議体につい

ては、生活支援コーディネーターに対応する日常生活圏域（中学校区）ごとにネットワー

クを構築する必要があるが、その手段が必ずしも協議体の設置でなければならないという

ことはない。第 2 層生活支援コーディネーターは業務を遂行する上で必要性にも迫られて

担当圏域におけるネットワークを構築していくだろうし、そのネットワークは自身が必要

とする組織や人によって構成されるだろう。すなわち、第 2 層生活支援コーディネーター

にとっては、そのネットワークは担当圏域内で日常から連携・協働している仲間（チーム）

のことであり、会議体というよりも、むしろ運動体である。第 2 層レベルに協議体を設置

するという例は、協議体の設置主体である市町村が、第 2 層生活支援コーディネーターと

彼（彼女）を取り囲むネットワークについて定期的な情報共有や連携強化の場が必要と考

えれば、そのレベルでの協議体が設置されることになる、という一例に過ぎないのである。 
したがって、「互助を基本とした「生活支援（広義の生活支援）」を創出することを考え

れば日常生活圏域（中学校区）では大きすぎるため、小学校区ごとに協議体を設置する」

と判断することも、「既に地区社協や地域協議会が同様の機能を果たしてきており、各圏域

の第 2 層生活支援コーディネーターの定期的な情報共有や全域レベルで活動する団体との

協議の場が必要なので第 1 層レベルで協議体を設置する」と判断することも、「第 2 層生活

支援コーディネーターが日頃から十分に情報共有等を図っているので、第 2 層レベルの協

議体は設置するが半年に 1 回程度の開催とする。第 1 層レベルの協議体については既存の

地域ケア推進会議をベースに第 2 層生活支援コーディネーターと不足するメンバーを追加

して設置する」と判断することも、いずれも市町村の実情によるのである。 
また、頁 68 図 4-3 で、「住民主体の活動を広める観点から、特に第 2 層の協議体には、

地区社協、町内会、地域協議会等地域で活動する地縁組織や意欲ある住民が構成メンバー

として加わることが望ましい。」とされているように、第 2 層レベルで協議体を設置すると
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なれば、地区社協や地域協議会などの地縁組織や会議自体が構成メンバーとなり得るが、

それは会議に会議を重ねるようなイメージではない。あくまでも協議体は手段であり、市

町村にとって重要なことは生活支援体制整備事業の「核」となる第 2 層生活支援コーディ

ネーターを速やかに選定し、既存の組織や会議、活動とつなげて地域のネットワークを構

築することである。 
そして、その過程において、頁 68 図 4-3 にもあるように先に協議体を設置して、議論の

中で生活支援コーディネーターに相応しい人物を見出し、選定することもあるだろう。特

に第 2 層生活支援コーディネーターの人物像については、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル

ティング副主任研究員の齋木由利が指摘するように、地域にいつのまにか溶け込んでいて、

地域に困りごとがあれば放っておけない人物である一方で、ノリがよく人をその気にさせ

ることがうまく、それでいて一歩下がって地域の人々を支えられるような人物が理想であ

る。速やかにとはいえ、できる限り相応しい人物を選びたい。そのための手段として協議

体を活用するのであれば、第 2 層生活支援コーディネーターを設置する予定の圏域で第 2
層レベルの協議体を設置することには合理性があり、そこで構築されるネットワークは今

後にも続く財産となるだろう。あるいは、その協議体を暫定的なものとして位置づけ、例

えば、要綱で設置せず、準備会、勉強会として緩やかに進めるのも一つの方法である。 

 
【図 4-4】 第 2 層生活支援コーディネーターのイメージ 

そう遠くないうちに、全保険者、全日常生活圏域に生活支援コーディネーターが配置さ

れ、それぞれを「核」としたネットワークが構築され、協議体や既存の地区社協や町内会、

あるいは住民を集めたワークショップなどの場で、互助を基本とした「広義の生活支援」

について協議されることになる。大変な人数と規模である。その活動を市町村や都道府県

がどのように支えていくのかがまさに問われている。 
 

 

３節 都道府県の役割およびアドバイザー派遣の活用  

 宮城県による全国都道府県調査の結果を踏まえながら、ここでは、詳細な分析を試みた 3
県（宮城県・埼玉県・高知県）をはじめ、ヒアリング調査をおこなった 4 県（長野県・富

山県・岐阜県・三重県）の結果も参照しつつ、1 節で整理した「生活支援」という政策概念

や枠組みについて、市町村支援にむけての指針作成として整理を行いたい。 
 
１）都道府県における介護・高齢福祉部門と地域福祉部門との協力による支援 

 市町村における生活支援体制整備事業の推進において、高齢・介護行政と地域福祉行政

の両部門の連携の重要性を指摘してきた。その理由としては、生活支援コーディネーター

の受託を多く受けている社協を所管する部門が地域福祉部門であり、地域包括支援センタ

ーではなく社協への委託理由も、社協における地域福祉の実績を評価してのことである。

ただし、生活支援体制整備事業の所管は、介護保険あるいは高齢者担当部門となっている。

この両者が都道府県レベルで連携することなしには、市町村における両部門の連携も進ま

ないといえる。 
この視点から再度いくつかの都道府県の行政組織の実際をみておきたい。まず、宮城県

保健福祉部においては、生活支援体制整備事業を長寿社会政策課の介護保険推進班が担当

し、社会福祉課の地域福祉推進班が文字通り地域福祉を担っている。埼玉県福祉部では、

生活支援体制整備事業を地域包括ケア課が担当し、地域福祉については主管課である福祉

政策課が担当している。高知県地域福祉部では、生活支援体制整備事業を高齢福祉課の地

域包括ケア推進チームが担当し、地域福祉については部の主管課である地域福祉政策課が

担当している。富山県厚生部では、生活支援体制整備事業を高齢福祉課の地域包括ケア推

進班が担当し、地域福祉はこれも主管課の厚生企画課が担当している。岐阜県健康福祉部

では、生活支援体制整備事業を高齢福祉課介護保険者係が担当し、地域福祉については地

域福祉国保課が担当している。 
 地域福祉の担当部門からみると、主管課が担っているのが、埼玉県・高知県・富山県で、

そうでない県が宮城県と岐阜県である。宮城県と岐阜県では、生活保護や生活困窮を扱う

部門が地域福祉を同様に担当している。主管課が担う場合には、高知県が典型的であるが、

生活支援体制整備事業を所管する高齢系の部門への関与が主管課という立場から可能とな

る条件をもっている。すでにみたように、高知県が主導する地域福祉の拠点である「あっ

たかふれあいセンター」を生活支援体制整備において活用・連携の対象として位置づけて

いるのである。対象横断的なアプローチが求められる全世代型の地域包括ケアを想定する

場合には、主管課としての役割が大きくなる。宮城県では、長寿社会政策課が主管課的な

機能をもつことから、社会福祉課を巻き込みつつ、生活支援体制整備の政策的推進の場を

設定することができたといえる。 
 今回の社会福祉法等の改正を踏まえて、地域福祉計画、都道府県でいえば地域福祉支援

計画の性格が大きく発展する。他部門にも共通する枠組みを取り入れることが同計画に求
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められている。こうした状況は、全世代型の地域包括ケアを地域福祉あるいは地域共生と

いう政策理念からバックアップあるいは強化するねらいがあるといってよい。 
 
２）アドバイザーの活用と現地・派遣型の支援の展開 

宮城県における重層的な研修体系の構築は、東日本大震災の被災者支援員の研修時から、

見守りや安否確認・生活相談などの個別支援にとどまらず、地域コミュニティ再形成や住

民同士のつながり支援などの、地域支援の視点を積極的に取り入れ、プログラムの作成・

研修の実施をおこなってきたことが、今回の生活支援コーディネーター研修に際して、大

きなアドバンテージになっている。こうした地域支援の視点を取り入れるための条件とし

ては、阪神淡路大震災の経験をもつ兵庫県社協等のチームによるバックアップを組織する

ことができた中間支援組織である CLC の存在が大きい。また、東日本大震災の被災者支援

のサポートセンターを県として支援する「宮城県サポートセンター支援事務所」という中

間支援組織の設置も貴重な基盤となっている。 
これら２つの中間支援組織は、通常研修が委託される県社会福祉協議会に加えて、官民

の連合チームを形成する条件となり、支援の多様な方法を展開できる基盤となった。県社

協に依存すると、市町村社協中心の支援となる傾向にあることを回避できたともいえる。

なお、高知県では積極的にシンクタンクのアドバイザー機能を活用している面でも、県社

協依存の支援体制を改善したいえる。生活支援体制整備事業を研究・評価の視点から重点

市町村を設定した試みとして、埼玉県の支援プログラムを強化しておきたい。 
 高知県で支援プログラムとして注目した出先機関（福祉保健所）による支援は、派遣型

のアドバイザー制度を補完するものとして都道府県が検討するに値する。市町村合併によ

って、出先機関の機能が低下しているものの、必ずしも合併が進まなかった地域での現地

型の支援は今後の都道府県の支援強化策として注目される必要がある。 
 
４節 既存の地域支援人材との調整および活用等の研究課題  

生活支援コーディネーターの配置と既存の地域担当ワーカーとの関係は、茅野市の事例

分析でみたように、地域福祉を重視し地域担当ワーカーを配置してきた自治体の成果をよ

り生かすためにも重要な検討課題である。すでに前節の最初に触れたように、高齢・介護

行政と地域福祉行政の両部門の連携は、市町村レベルにとどまらずに、都道府県レベルで

重要な課題となっている。国における地域福祉政策が十分な財源的な裏付けを持って展開

される現状にないなかでは、都道府県による独自の政策展開への期待が強い。 

これまでもコミュニティソーシャルワーカーの配置については、都道府県の独自事業と

しての展開されてきた。さらに市町村がそれに上乗せをしたり、都道府県補助なしに単独

で実施してきた経緯がある。そのなかで、生活支援コーディネーターの配置の介護保険財

源の活用は、新たな政策環境を提供している。その 2 つの地域支援人材をどのように育成

し、役割分担や融合を図っていくかが今後の重要な課題となる。 

 

両者の役割分担や融合を模索している市町村のタイプを見ておくと以下のようになる。 

第 1 は、これまでの地区担当を補強する形で、生活支援コーディネーターの人材を活用

するタイプで、茅野市の例はこれに該当する。例えば、地区の担当配置が不足している場

合に、その人材を生活支援コーディネーターにより補強し、それぞれの地区担当で、これ

までの地域福祉の業務と生活支援コーディネートの両方を担うという方式である。 
 第 2 は、基本的に地域福祉を担当するワーカーと生活支援コーディネーターとは連携や

協働を行うものの、役割は異なるとして、複数の地区を担当するものの、それぞれに配置

することを目指すタイプである。これまでの小地域福祉推進組織と協議体とは重なりがあ

るものの、異なる運営が必要という判断も背景にある。 
 第 3 のタイプは、第 2 層あるいは第 3 層の生活支援コーディネーターは住民リーダーで

あるとの判断から、これまでの地域福祉を担当するワーカーと生活支援コーディネーター

との兼務は成立しないとするタイプである。もちろん、住民による生活支援コーディネー

ターを支援する第 1 層等での生活支援コーディネーターは独自に設置されていることが前

提とする。 
 第 4 のタイプは、小規模町村でこれまで地域担当を配置できなかった背景を受けて、生

活支援コーディネーターを地域支援担当として位置づけ、多機能な役割を求める例である。

生活支援コーディネーター調査のなかの町村に見られた対応である。 
 これらの判断は、地域性やこれまでの地域担当ワーカーの整備状況によるといえる。今

後の生活支援コーディネーターの各地域での活動についての分析をもとに、多様なタイプ

の形成を推進することを都道府県が支援することになる。その際、宮城県が進める重層的

な研修や生活支援コーディネーターに限定しない横断的な参加を保証することを目指す必

要がある。 
都道府県による地域支援の人材配置を固定的な枠組みで求めるのではなく、市町村の工

夫や判断を集約し、いくつかのモデルを提示することが重要となる。そのための研究事業

を組織し、生活支援コーディネーターの育成という視点にとどまらず、その活用がうまく

いくシステムの設計についても提案できるような検討・研究の場を確保する必要がある。 
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両者の役割分担や融合を模索している市町村のタイプを見ておくと以下のようになる。 
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都道府県による地域支援の人材配置を固定的な枠組みで求めるのではなく、市町村の工

夫や判断を集約し、いくつかのモデルを提示することが重要となる。そのための研究事業

を組織し、生活支援コーディネーターの育成という視点にとどまらず、その活用がうまく

いくシステムの設計についても提案できるような検討・研究の場を確保する必要がある。 
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第４章  報告会の開催  第５章  研究報告まとめ  
 

 

 

 本研究事業の背景となる問題意識として、市町村の介護行政担当者が、今回（2015
年）の制度改正に対する正しい理解がないと、生活支援コーディネーターや協議体の配

置・養成を含めた生活支援体制整備事業において、誤ったアプローチをとるであろうと

いう認識がある。これは、本研究委員会メンバーでも共有され、ひとつは本事業当初の

目的である市町村向けのわかりやすいガイドブックの作成に結びつき、さらには、生活

支援体制整備事業の推進における市町村に対しての都道府県の役割の重要性が指摘さ

れるに至った。このため、本事業では当初の予定を一部変更し、都道府県に対する（市

町村支援に関しての）ヒアリング調査を実施し研究会の議論に供するとともに、市町村

を横断した支援の在り方を視座におき、当面の事業の促進に寄与することを目的とした

ガイドブックに対して、やや長期的な視点を基にした研究報告書を作成し、これを一緒

に自治体に送付することで、自治体担当者の段階的・多面的な理解につながることを期

待した。 

 

市町村向けガイドブックの作成にあたり、生活支援コーディネーター等へのヒアリン

グ調査結果など先行事例を基に、生活支援体制整備事業の円滑な推進に不可欠な要素は、

以下の 2 点と整理した。 

１）「住民主体」の視点の有無 

市町村（生活支援コーディネーター含む）が、行政や事業の都合を住民に押し付

けるのではなく、住民の主体性を如何に重視するか、引き出すか、尊重した関係性

を築けるか。 

２）地域の現状に応じた取組み 

地域福祉活動の蓄積、地域資源、支援関係機関の状況、庁内の事業への理解度等、

自治体によって異なる状況を踏まえて、どのような取組み、適当な目標を設定する

か。スタートラインは自治体により異なるという認識。 

 

この分析を元に今回ガイドブックの作成はすすめられたが、この姿勢を端的に表して

いるのが、ガイドブックに記載された「本書の視点」である。ここに抜粋して引用する。 

①  地域づくりは互助支援 

これまでの個人の自助を前提にしながら、共助・公助を整備していく行政のベ

クトルの考えを改め、つながりづくりである互助支援を行うことで、地域づくり

を進め、それがひいては自助支援にもなる。 
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を築けるか。 

２）地域の現状に応じた取組み 

地域福祉活動の蓄積、地域資源、支援関係機関の状況、庁内の事業への理解度等、

自治体によって異なる状況を踏まえて、どのような取組み、適当な目標を設定する

か。スタートラインは自治体により異なるという認識。 

 

この分析を元に今回ガイドブックの作成はすすめられたが、この姿勢を端的に表して

いるのが、ガイドブックに記載された「本書の視点」である。ここに抜粋して引用する。 

①  地域づくりは互助支援 

これまでの個人の自助を前提にしながら、共助・公助を整備していく行政のベ

クトルの考えを改め、つながりづくりである互助支援を行うことで、地域づくり

を進め、それがひいては自助支援にもなる。 

②  地域のつながりを生み出す。支援はボトムアップで 

行政の都合や希望を押し付けるトップダウンではなく、住民の自発性とペース

を尊重したボトムアップで支援を行うことが重要。 

③  住民にサービスを肩代わりしてもらうのではなく、日常の支え合いを支援 

不足しているサービスを住民に埋めてもらうという発想ではなく、住民の日

常の支え合いを支援して、つながりを増やし、支え合いのアミの目を細かくし

ていく。 

④  住民が今できていることから地域づくりを支援 

住民の主体性を大切にするためにも、今、住民ができていることを認めて、評

価していくことから地域づくりを始める。ないものを探すことから始めるのでは

なく、あるものを探すことから始める。 

 

また、市町村をバックアップする都道府県の取組みとしては、宮城県が実施した「市

町村の総合事業に対する都道府県による支援の取組み状況調査」や、ヒアリング調査か

ら、①重層的な養成研修、②アドバイザー派遣、③連絡会や情報交換会等の情報共有、

孤立防止、の 3 点が基本的かつ有効な支援プログラムとして挙げられる。国が実施して

きた中央研修の取組みが終結を迎えるなかで、これまで以上に都道府県が市町村をサポ

ートしていくことが求められている。 
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埼
玉
県

 

○
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
養
成
研
修
：

市
町
村
職
員
・コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
合
同
研
修

 
1
日
研
修

 
 

・
対
象
：
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
市
町

村
担
当
職
員
（両
者
出
席
必
須
） 

・市
町
村
と

C
o
の
協
働
促
進
（C

o
の
孤
立
防

止
の
一
環
） 

・
出
席
市
町
村
職
員
に
は
、
課
長
ク
ラ
ス
に
復

命
を
口
頭
依
頼
（課
長
ク
ラ
ス
へ
の
意
識
づ
け
） 

・内
容
と
し
て
は
、
市
町
村
と
生
活
支
援

C
o
の

協
働
の
先
進
自
治
体
と
し
て

2
ヶ
所
の
活
動
報

告
 
及
び
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

 
 ○
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
養
成
研
修

 

2
日
間
研
修

 

・
対
象
：
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
（
及
び

候
補
者
） 

 C
o
未
定
の
所
は
、
市
町
村
担
当
者
（必
須
） 

・い
わ
ゆ
る
初
任
者
研
修
扱
い

 

・
テ
キ
ス
ト
は
、
講
師
作
成
の
も
の
（県
と
打
ち

合
わ
せ
て
、
作
成
） 

中
央
研
修
テ
キ
ス
ト
は
、
講
師
作
成
の
も
の

に
、
適
宜
取
り
込
ん
で
い
る
形

 
・1
日
目
：講
義
、
実
践
活
動
報
告

 

 
2
日
目
：グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

 
 ○
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修

 

1
日
研
修

 

・
対
象
：
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
行
政

職
員

 

・他
市
町
村
の

C
o
と
繋
が
っ
て
も
ら
う
の
が
、

第
一
目
的
（C

o
の
孤
立
防
止
の
一
環
） 

・事
前
課
題
で
、
現
状
の
取
組
み
等
を
書
い
て

も
ら
う
。
演
習
時
、
グ
ル
ー
プ
で
共
有

 

・今
年
は

1
回
だ
が
、
来
年
以
降
、
年

3
回
や

っ
て
い
き
た
い

 
 ○
現
場
視
察
研
修

 

1
日
視
察
を

3
日
程
実
施
（各
々
、
別
活
動
視
察
） 

・年
度
途
中
で
、
急
き
ょ
開
催
決
定

 

・
元
々
、
地
域
福
祉
系
で
な
い
人
は
、
住
民
活

動
と
い
っ
て
も
実
感
が
な
い
た
め
、
実
際
の
事

例
を
目
で
見
て
、
体
感
し
て
も
ら
う
。

 

・マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
、

1
日
に
２
～
３
の
住
民
活

動
を
視
察
。
少
人
数
制
。

 

・
埼
玉
県
、
県
社
協
、
さ
わ
や
か
福
祉
財
団
共

催
 

 

○
総
合
事
業
全
般
の
情
報
交
換
会

 

・対
象
：市
町
村
職
員
（課
長
級
と
担
当
職
員
） 

・全
市
町
村
の
体
制
整
備
に
つ
い
て
現
状
を
と

り
ま
と
め
（
ペ
ー
パ
ー
）
、
各
市
町
村
に
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク

 

・総
合
事
業
で
取
り
組
む
べ
き
こ
と
の
伝
達

 

○
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
モ
デ
ル
事
業
（４

市
町
選
定
：先
行
・蕨
市
、
羽
生
市
） 

・自
立
支
援
型
の
地
域
ケ
ア
会
議
設
置

 

・高
知

10
0
歳
体
操
（体
操
教
室
）の
普
及

 

・生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
（人
材
）の
発
掘
、
養
成

 

・住
民
啓
発
の
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催

 

・
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
相
談
役
と

し
て
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
（年

16
回
） 

蕨
市
→
県
社
協
・
大
島
課
長
、
羽
生
市
→
さ

わ
や
か
福
祉
財
団
・土
屋
氏

 

・つ
ど
い
、
地
域
活
動
拠
点
整
備
の
た
め
の
立

ち
上
げ
助
成
（約

60
0
万
） 

・フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
等
で
、
活
動
報
告
を
し

て
も
ら
う
の
と
と
も
に
、

2
月
に
成
果
報
告
会
を

開
き
、
モ
デ
ル
事
業
成
果
の
共
有
・普
及
を
は

か
る
。

 

 ○
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣

 

・
さ
わ
や
か
福
祉
財
団
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

派
遣

 

・3
0
市
町
村
が
登
録

 

・
庁
内
説
明
や
、
住
民
に
対
す
る
説
明
、
フ
ォ

ー
ラ
ム
開
催
時
な
ど
に
、
講
師
と
し
て
の
要
請

が
多
い
模
様

 

講
師
訪
問
時
に
、
生
活
支
援
体
制
整
備
事

業
等
に
対
す
る
相
談
も
受
け
た
り
し
て
い
る
。

 

・1
市
町
村
、
1～

2
回
位
の
利
用

 

・
協
議
体
は
設
置
し
た
も
の
の
、
ど
う
す
す
め

れ
ば
良
い
か
わ
か
ら
な
い
（第

1
層
） 

・庁
内
連
携
が
う
ま
く
い
か
な
い

 

・
市
町
村
か
ら
丸
投
げ
さ
れ
る
（
市
町
村
が
何

も
考
え
て
い
な
い
） 

・8
00
万
の
予
算
化
を
し
て
い
な
い
よ
う
で
、
低

い
金
額
で
委
託
す
る
→
専
任
で
置
け
な
い
→

こ
れ
ま
で
持
っ
て
い
る
業
務
も
あ
り
、
地
域
に

出
ら
れ
な
い

 

・住
民
説
明
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か

 

 （介
護
系
出
身
の
人
） 

・活
動
の
や
り
方
が
わ
か
ら
な
い

 
 

 
 

富
山
県

 

○
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
養
成
研
修

 

２
日
間
研
修

 
 

・
中
央
研
修
テ
キ
ス
ト
と
講
師
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

資
料
の
併
用

 

・
対
象
：
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
協
議

体
メ
ン
バ
ー

 

講
師
の
実
践
活
動
の
報
告
な
ど
を
、
中
央
研

修
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
を
使
っ
て
解
説
す
る
形
な

ど
。

 

○
市
町
村
職
員
等
セ
ミ
ナ
ー
（全

6
回
） 

・対
象
：市
町
村
担
当
者
、
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
、
地
域
包
括

 

・
介
護
保
険
、
新
し
い
地
域
支
援
事
業
・
総
合

事
業
等
に
つ
い
て
の
勉
強
会

 

 
各
回
で
講
師
を
呼
ぶ
。
今
年
は
こ
れ
ま
で
に

2
回
。
総
合
事
業
に
つ
い
て
（三
菱

U
F
J
さ
ん
）

と
介
護
予
防
に
つ
い
て

 

〇
モ
デ
ル
事
業

 

・
生
活
支
援
モ
デ
ル
事
業
（
３
保
険
者
：
魚
津

市
、
射
水
市
、
中
新
川
広
域
行
政
事
務
組
合
） 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
派
遣
等
の
メ
ニ
ュ
ー
が
あ

る
が
・・
・派
遣
要
請
が
全
く
な
い

 

・
介
護
予
防
モ
デ
ル
事
業

 
（
砺
波
市
、
射
水

市
） 10

0
歳
体
操
へ
の
取
組
み

 

 〇
課
題
・不
安
な
ど

 

・市
町
村
か
ら
の
反
応
が
鈍
い
。
形
だ
け
移
行

し
て
い
て
、
本
気
で
取
り
組
ん
で
い
る
市
町
村

が
少
な
い
と
危
惧
し
て
い
る
。
今
後
問
題
が
起

き
る
の
で
は
。

 

・生
活
支
援

C
o
と
地
域
福
祉
ワ
ー
カ
ー
と
の

役
割
分
担
の
話
は
、
全
く
聞
い
て
い
な
い
。

 
 
 

  

・純
粋
な
事
務
の
問
題

 

・
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や
、
地
域
支

援
事
業
等
は
、
本
当
に
高
齢
以
外
を
含
ん
で

い
い
の
か

 

 

長
野
県

 

○
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
養
成
研
修

 

1
日
研
修
（1

0:
00
～

16
:0
0）

 
 

・
伝
達
研
修
で
は
な
く
、
講
師
作
成
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
資
料
に
よ
り
進
行
。

 

中
央
研
修
テ
キ
ス
ト
も
参
考
に
使
用

 

・
対
象
：
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
行
政

職
員
、
地
域
包
括

 

内
容
に
つ
い
て
は
、
実
践
に
役
立
つ
も
の

を
意
識
し
て
、
県
担
当
者
と
講
師
で
打
合
せ

 

 
 

○
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
修
（
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
及

び
、
繋
が
り
づ
く
り
目
的
） 

1
日
研
修

 

時
宜
に
応
じ
た
も
の
を
テ
ー
マ
と
し
た
い
と
考

え
て
い
る
が
、
現
在
は
「地
域
ア
セ
ス
メ
ン
ト
」 

・午
前
：講
師
に
よ
る
テ
ー
マ
に
関
す
る
講
演
、

午
後
：グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
（ケ
ー
ス
検
討
ほ
か
） 

・
対
象
：
生
活
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
行
政

職
員
、
地
域
包
括
、
社
協
、
宅
幼
老
所
、
生
活

支
援
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

N
P
O
等
（N

P
O
関
連

部
署
か
ら
、
管
轄

N
P
O
全
数
に
告
知
） 

・
参
加
者
に
事
前
に
、
自
分
の
活
動
を
紹
介
カ

ー
ド
に
書
き
込
ん
で
も
ら
い
、

G
W
時
に
自
己

紹
介
タ
イ
ム
、
ま
た
研
修
終
了
後
に
、
地
域
資

源
と
し
て
、
市
町
村
に
全
員
の
写
し
を
配
布

 

（
そ
の
旨
、
事
前
に
参
加
者
に
断
り
を
入
れ
て

い
る
） 

・
つ
な
が
り
づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

が
き
っ
か
け
で
、

C
o
の
連
絡
会
が
で
き
た
地

域
も
。

 

 

○
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
市
町
村
等
研
修

 

・
対
象
：
市
町
村
担
当
者
、
保
健
福
祉
事
務
所

担
当
者
等

 

・
市
町
村
の
体
制
整
備
に
つ
い
て
、
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
人
選
に
つ
い
て
等

 

 ○
（全
県
対
象
）情
報
交
換
会

 

・
対
象
：
市
町
村
担
当
部
署
職
員
（
担
当
者
～

補
佐
、
課
長
ク
ラ
ス
位
参
加
） 

・全
市
町
村
が
移
行
で
き
る
よ
う
、
先
行
し
て
い

る
市
町
村
か
ら
、
事
業
の
メ
ニ
ュ
ー
表
、
要
綱

案
、
予
算
案
な
ど
、
全
て
具
体
的
な
も
の
を
提

供
い
た
だ
き
、
そ
れ
を
配
布
、
説
明

 

・
正
直
、
こ
の
よ
う
な
形
が
い
い
の
か
は
、
自

分
（担
当
者
）で
も
疑
問
も
あ
る
が
・・
・ 

 ○
広
域
圏
（1

0）
別
情
報
交
換
会

 

必
要
に
応
じ
て
開
催

 
年
１
～

2
回
程
度

 

・
対
象
：
市
町
村
担
当
部
署
職
員
※
上
記
と
同

じ
 

・総
合
事
業
、
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
に
つ

い
て

 
各
圏
域
で
の
先
行
自
治
体
の
ノ
ウ
ハ

ウ
共
有

 

（
全
県
で
の
情
報
交
換
会
も
あ
る
が
、
全
県
だ

と
質
問
・
意
見
が
出
し
に
く
い
と
の
声
も
あ
っ

た
） 

・他
の
支
援
施
策
は
今
年
は
な
い
が
、
来
年
は

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
を
検
討
し
て
い
る
。

 

・
現
状
、
研
修
等
を
委
託
は
難
し
い
と
考
え
て

い
る
。
形
が
で
き
あ
が
れ
ば
、
委
託
は
し
た
い

と
も
思
う
が
。

 

（
担
当
者
の
労
力
を
別
な
面
に
振
り
分
け
た

い
） 

・1
層

C
o
を

2
人
以
上
に
し
て
い
る
ケ
ー
ス
と

し
て
は
、
受
託
者
の
判
断
で

2
人
に
し
た
ケ
ー

ス
と
、
地
区
を
割
っ
て
担
当
さ
せ
た
ケ
ー
ス
を

聞
い
て
い
る
。

 

・生
活
支
援

C
o
と
、
他
の
地
域
福
祉
ワ
ー
カ
ー

の
役
割
の
問
題
は
、
い
ま
、
茅
野
市
で
ま
さ
に

（C
S
W
と
生
活
支
援

C
o
の
問
題
で
）議
論
中
と

聞
い
て
い
る
。

 

・純
粋
な
事
務
の
問
題

 

・
人
材
育
成
に
つ
い
て
、
ど
う
す
れ
ば
良
い

か
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
等

 

 
→
地
域
活
動
の
担
い
手

 

 
→
サ
ー
ビ
ス

A
の
事
業
者
に
対
し
、
ど
の
程

度
の
研
修
を
担
保
す
べ
き
な
の
か

 

・
地
域
資
源
の
見
つ
け
方
や
捉
え
方
（
考
え

方
） 
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所属 2層兼任 前職
相談員
経験

行政職
経験

地域担当

経験
他

埼玉 三芳町 社協 社協地域福祉担当 ○ ○ 社会福祉主事

東京 目黒区 直営 広告代理店
公募
社会福祉士だが、福祉職経験無し

調布市 公社 地域包括 ○ ○
社会福祉士、精神保健福祉士、
ケアマネ

富山 滑川市 包括（直営） ○ 地域包括 ○ ○ ○ 社会福祉士、主任ケアマネ

石川 能登町 社協 社協地域福祉担当 ○ ○ 社会福祉主事、ケアマネ

長野 茅野市 社協
社協地域福祉担当
VC所長

○ ○
社会福祉士、精神保健福祉士、
ケアマネ

宮田村 社協 介護職（特養） ○
社会福祉士、精神保健福祉士、
介護福祉士、ケアマネ

三重 桑名市 社協 社協地域福祉担当 ○ 社会福祉士

伊勢市 社協 社協地域福祉担当 ○ ○
社会福祉士、精神保健福祉士、
介護福祉士、ケアマネ

いなべ市 社協 社協地域福祉担当 ○ ○ 社会福祉士

兵庫 宝塚市 社協 社協地域福祉担当 ○ ○
社会福祉士、精神保健福祉士、
認知症ケア専門士

岡山 倉敷市 社協 社協地域福祉担当 ○ ○ 社会福祉士、ケアマネ

高知 中土佐町 包括（直営） ○ WEB制作・運営
地域住民
（地域情報発信の仕事）

本山町 社協 ○ 地域包括 ○ ○ 介護福祉士、保育士

第1層生活支援コーディネーター　ヒアリング対象

第１層生活支援コーディネーターヒアリング結果　
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所属 2層兼任 前職
相談員
経験

行政職
経験

地域担当

経験
他

埼玉 三芳町 社協 社協地域福祉担当 ○ ○ 社会福祉主事

東京 目黒区 直営 広告代理店
公募
社会福祉士だが、福祉職経験無し

調布市 公社 地域包括 ○ ○
社会福祉士、精神保健福祉士、
ケアマネ

富山 滑川市 包括（直営） ○ 地域包括 ○ ○ ○ 社会福祉士、主任ケアマネ

石川 能登町 社協 社協地域福祉担当 ○ ○ 社会福祉主事、ケアマネ

長野 茅野市 社協
社協地域福祉担当
VC所長

○ ○
社会福祉士、精神保健福祉士、
ケアマネ

宮田村 社協 介護職（特養） ○
社会福祉士、精神保健福祉士、
介護福祉士、ケアマネ

三重 桑名市 社協 社協地域福祉担当 ○ 社会福祉士

伊勢市 社協 社協地域福祉担当 ○ ○
社会福祉士、精神保健福祉士、
介護福祉士、ケアマネ

いなべ市 社協 社協地域福祉担当 ○ ○ 社会福祉士

兵庫 宝塚市 社協 社協地域福祉担当 ○ ○
社会福祉士、精神保健福祉士、
認知症ケア専門士

岡山 倉敷市 社協 社協地域福祉担当 ○ ○ 社会福祉士、ケアマネ

高知 中土佐町 包括（直営） ○ WEB制作・運営
地域住民
（地域情報発信の仕事）

本山町 社協 ○ 地域包括 ○ ○ 介護福祉士、保育士

第1層生活支援コーディネーター　ヒアリング対象

第１層生活支援コーディネーターヒアリング結果　 埼玉県三芳町

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

三芳町社会福祉協議会

関口　和宏

事業係
主任

社会福祉主事

1 年 1 ヶ月

（　２５８ ） ０１２２ （ ２５８ ）

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター 社協地域担当と兼任

第2層生活支援コーディネーター

第1層協議体

第2層協議体

※　行政からは２層兼任でと言われるが、現状断っている

○第1層生活支援コーディネーターの人数

※　地域包括は２エリア（社福法人委託２つ）プラス基幹型包括（直営）の計３つ

地区の包括（2エリア）は、今年設置したばかり

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

（現在も兼務）　社協　地域福祉・事業担当

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

H27年11月

○ H28年7月

埼玉県三芳町

０４９

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

０４９ ０１８０電話番号 FAX

E－MAIL

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

miyo-sha@mc.jnc.ne.jp
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埼玉県三芳町

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

地域を知っているのは社協だから、という声で。

もともと、社協と役場の関係性が良好なうえ、小さい役場ということもあり

福祉関係の担当者があまり異動せず、役場のほうで社協の活動を良く知って

いた。役場も丸投げでなく、よく動いてくれる。

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

自分より先任の地域担当が、困窮者の総合相談窓口のほうを担当しており、

自分が2番目（次席）だったので。

現在町内６地区を５人の職員で担当しており、関口氏は1人で2地区担当。

ただし、片方の地区は地区社協が立ち上がっていて、他地区より負担が軽い。

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

＜もともと取り組んでいる小地域福祉活動の延長線上と捉えている＞

・社会資源リストの作成（生活支援サービス（有償・無償）、つどい場、住民活動他）

・支援ニーズの把握（地域ケア会議への参加他）

・住民への広報・周知（地域の集いや連絡会への参加の際に実施）

・サービスの担い手育成（サロン立上げ講座、サロン実施団体情報交換会）

・協議体設置に向けた研究会開催　→　第1層協議体設置

・支え合うまちづくりフォーラム　（参加者250名：さわやか福祉財団の協力）

・福祉大学の開催（年8回：テーマ別福祉的知識の勉強会）

・住民向け説明パンフ作成（協議体と協働）・・・現在進行中

※「地域ケア会議への参加」や「福祉大学の開催」などは、生活支援Co就任

以前からの業務
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埼玉県三芳町

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

地域を知っているのは社協だから、という声で。

もともと、社協と役場の関係性が良好なうえ、小さい役場ということもあり

福祉関係の担当者があまり異動せず、役場のほうで社協の活動を良く知って

いた。役場も丸投げでなく、よく動いてくれる。

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

自分より先任の地域担当が、困窮者の総合相談窓口のほうを担当しており、

自分が2番目（次席）だったので。

現在町内６地区を５人の職員で担当しており、関口氏は1人で2地区担当。

ただし、片方の地区は地区社協が立ち上がっていて、他地区より負担が軽い。

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

＜もともと取り組んでいる小地域福祉活動の延長線上と捉えている＞

・社会資源リストの作成（生活支援サービス（有償・無償）、つどい場、住民活動他）

・支援ニーズの把握（地域ケア会議への参加他）

・住民への広報・周知（地域の集いや連絡会への参加の際に実施）

・サービスの担い手育成（サロン立上げ講座、サロン実施団体情報交換会）

・協議体設置に向けた研究会開催　→　第1層協議体設置

・支え合うまちづくりフォーラム　（参加者250名：さわやか福祉財団の協力）

・福祉大学の開催（年8回：テーマ別福祉的知識の勉強会）

・住民向け説明パンフ作成（協議体と協働）・・・現在進行中

※「地域ケア会議への参加」や「福祉大学の開催」などは、生活支援Co就任

以前からの業務

埼玉県三芳町

問4．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

・町に、社協に頼まれたから、という意識を持つことが多いので、

（ボランティア含む）支援者が、自分の、自分達の問題として意識してほしい。

→　住民の自発性をつくるような環境・意識にもっていきたい

・ケアマネが、（ケースを）介護サービスだけで抱え込む

地域に相談を投げかけられるようにしたい→地域に落としたケア会議

（対象の人を、ケアのサービスで地域から切り離さない）

・自治会も未加入が多くなっており（６～７割の加入率）、地域活動の際に

自治会をベースにすると、未加入者を除外するような意見も出るため、

自治会ベースにはしていない。

しかし、自治会には協力して活動したほうが、（自治会のメリットを感じて）

加入率も上がるのでは、という話をしている。

問5．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

・1日１～2回は電話で話している。何かにつけて（直接も）話している。

・地区や各団体への説明のときには、常に（町が）来てくれる。

＜説明のときの役割分担＞

町：制度説明、高齢化の進展の状況、町づくりについて等

Co：現在の高齢者や住民活動の状況等

・特に定期的な会合等は持っていない

・役場からAをつくれ、Bをつくれといった強制がないので助かっている
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埼玉県三芳町

問6．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

・住民主体の意識を持ってもらう

社協のため（頼まれたから）ではなく、自分達のため。

社協の職員は自分で動くのではなく、基本的に見守っていて、できない時に

手伝うという感じ。

→感謝の気持ちの出し方に気を遣っている。社協からの感謝という形に

ならないように。（社協から頼まれたことではない）

高齢者には、「子どもと孫のために、背中を見せて欲しい」と話す。

・現場の福祉委員等のよい活動を積極的に褒めて、他地区を含め吹聴する

・いろんな人の「どんな町にしたいか」「関心は」、それをメモ・蓄積して活かす。

フィードバックする。

・身近な個人のたとえ話を入れて話す。介護保険との関わりなど。

介護サービスを使うようになったら、地域（活動）から消えた人いたり

しますよね、とか。

・協議体にはCoから投げかけて、討議してもらった後、協議体から行政に

話してもらう ＝ 住民から伝えられた方がリアリティを持って受け止めてもらえる

問7．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

・フォーラム（250人参加）が想定以上に効果があった。

あのフォーラムの後、何もないけどどうしたんだ、と参加者・協議体メンバー

が突き上げてきた。

→　今後、広報等で協議体の動きなどを報告していきたい

区長会・老人クラブの会合とかでも、話を聞いてくれるようになった。

反応がよくなった。

やはり、現状を知ってもらわないといけないのかなと思う。
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埼玉県三芳町

問6．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

・住民主体の意識を持ってもらう

社協のため（頼まれたから）ではなく、自分達のため。

社協の職員は自分で動くのではなく、基本的に見守っていて、できない時に

手伝うという感じ。

→感謝の気持ちの出し方に気を遣っている。社協からの感謝という形に

ならないように。（社協から頼まれたことではない）

高齢者には、「子どもと孫のために、背中を見せて欲しい」と話す。

・現場の福祉委員等のよい活動を積極的に褒めて、他地区を含め吹聴する

・いろんな人の「どんな町にしたいか」「関心は」、それをメモ・蓄積して活かす。

フィードバックする。

・身近な個人のたとえ話を入れて話す。介護保険との関わりなど。

介護サービスを使うようになったら、地域（活動）から消えた人いたり

しますよね、とか。

・協議体にはCoから投げかけて、討議してもらった後、協議体から行政に

話してもらう ＝ 住民から伝えられた方がリアリティを持って受け止めてもらえる

問7．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

・フォーラム（250人参加）が想定以上に効果があった。

あのフォーラムの後、何もないけどどうしたんだ、と参加者・協議体メンバー

が突き上げてきた。

→　今後、広報等で協議体の動きなどを報告していきたい

区長会・老人クラブの会合とかでも、話を聞いてくれるようになった。

反応がよくなった。

やはり、現状を知ってもらわないといけないのかなと思う。

埼玉県三芳町

問8．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

・来年度くらいに、住民のワークショップをやって、それぞれの住民の方の反応

をみてみたい　→　そのやりたい事を形にしていきたい

・要支援者（要介護者）が自分の持っている能力で活躍できる（役にたてる）

ような場をつくっていきたい

・要介護の人の楽しみを（手間がかかっても）実現できるようにしていきたい

→　そのために協力してくれるケアマネを増やしていきたい

デイで、碁や将棋をするのではなく、「地域に返していく」ことをしたい

つながりの再構築

・「サービス作りも大事だけど、人作り（が大事）」

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

ニーズ調査、ニーズの拾い方、どうすればよいか？

つどい場やサロンで話を聴く以外で。
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東京都目黒区

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

目黒区 東京都

直営

成宮　真理

社会福祉士、介護福祉士

1 年 6 ヶ月

０３ （　５７２２ ） ９３５１ ０３ （ ５７２２ ） ９７１６

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター （第1層と兼ねる）

第1層協議体

第2層協議体 （第1層と兼ねる）

○第1層生活支援コーディネーターの人数

当初、1層・2層を分けずに5人採用予定のうちの最初の2人

時間は0900～1600勤務、勤務日数は常勤と同じ

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

広告代理店　その後、専門学校で資格取得（福祉職の実務経験なし）

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

介護保険課地域支援事
業推進班

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人
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東京都目黒区

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

目黒区 東京都

直営

成宮　真理

社会福祉士、介護福祉士

1 年 6 ヶ月

０３ （　５７２２ ） ９３５１ ０３ （ ５７２２ ） ９７１６

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター （第1層と兼ねる）

第1層協議体

第2層協議体 （第1層と兼ねる）

○第1層生活支援コーディネーターの人数

当初、1層・2層を分けずに5人採用予定のうちの最初の2人

時間は0900～1600勤務、勤務日数は常勤と同じ

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

広告代理店　その後、専門学校で資格取得（福祉職の実務経験なし）

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

介護保険課地域支援事
業推進班

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

東京都目黒区

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

委託できる先がないと判断

当初、第1層・2層分けずに（包括エリアは５）５人採用のつもりで、

先行で2人採用 ＜回答は上司の担当係長＞

※地域包括は全て委託。うち１つが社協。社協にCSW等の配置はない

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

公募 社会福祉士を持っていて、地域活動に熱意のある方、という条件

採用は、総合評価のポイント制？で。

＜回答は上司の担当係長＞

ちなみに、応募も多くなかった

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

・準備会（第1層協議体設置のための）立上げ＜さわやか福祉財団の協力＞

準備会メンバーは、地域包括5ヶ所にいる社会福祉士計10名、社協3名、

区役所介護保険計画担当、地域包括担当、地域ケア会議担当

・社会資源の把握（社協・地域包括からの聴取、地域のサロン参加等）

・準備会第2段階、フォーラム開催の準備

・フォーラム開催

＞セミナー開催（フォーラム参加者で意欲のある方対象に勉強会）

＞意見交換会（フォーラム・セミナー参加者で意欲のある方対象に意見聴取）

・勉強会（準備会メンバーと区民で意欲のある方）

103



東京都目黒区

問4．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

・第1層協議体の設置が難しい

（候補者のピックアップができない、準備会メンバーの協議体への理解が深まらない）

→　第1層設置を後にし、第2層協議体設置を先にすすめる

・地縁団体（特に町会）への入り方がわからない

社協や包括でも入れていない、町会との接触には、注意を払うように言われて

いて、どうすればいいのかわからない

（サロンを運営している町会は、サロンに参加しながら、関係を作っている）

・庁内の事業に対する理解、庁内連携

・企画段階で相談できる、本音で話せる場がない

※東京都が開催しているコーディネーターの意見交換会等には参加

　電話で話せる他の自治体のコーディネーターはいる

（ただ、どうやら、同じような背景・スキルのコーディネーターの模様）

問5．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

準備会以外では、他の関係課等との定例的な情報共有・意見交換の場はない

必要に応じ、挨拶への同行等はしてもらっている
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東京都目黒区

問4．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

・第1層協議体の設置が難しい

（候補者のピックアップができない、準備会メンバーの協議体への理解が深まらない）

→　第1層設置を後にし、第2層協議体設置を先にすすめる

・地縁団体（特に町会）への入り方がわからない

社協や包括でも入れていない、町会との接触には、注意を払うように言われて

いて、どうすればいいのかわからない

（サロンを運営している町会は、サロンに参加しながら、関係を作っている）

・庁内の事業に対する理解、庁内連携

・企画段階で相談できる、本音で話せる場がない

※東京都が開催しているコーディネーターの意見交換会等には参加

　電話で話せる他の自治体のコーディネーターはいる

（ただ、どうやら、同じような背景・スキルのコーディネーターの模様）

問5．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

準備会以外では、他の関係課等との定例的な情報共有・意見交換の場はない

必要に応じ、挨拶への同行等はしてもらっている

東京都目黒区

問6．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

上長へ逐一報告をあげることを心がけている

行動報告、やりたいこと、考えの背景等

問7．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

・やる気のある住民の方々との勉強会は、やって良かった

意欲のある人は、ここまで自発的に取組んでくれるということを

再確認できた。

もっと広報を強化して区民全体に認知を拡げることができれば、

協力してくれる人も数多くいると思う。
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東京都目黒区

問8．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

・第2層（地域レベル）の勉強会・ワークショップ（できれば継続的に）

・担い手のみならず、区民全体に対する支え合い活動等の周知

・住民の中に入っての資源発掘・開発

・住民の忌憚のない意見が聞けるような関係づくり

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

情けないかもしれないけれど、いろんな具体的なやり方の例、ノウハウ

例えば、住民に説明するときには何から説明したらいいとか

地域に入るときは、どこから、誰から順に話をしていけばいいとか

ひとつだけじゃなく、いろんな例があっていいので
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東京都目黒区

問8．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

・第2層（地域レベル）の勉強会・ワークショップ（できれば継続的に）

・担い手のみならず、区民全体に対する支え合い活動等の周知

・住民の中に入っての資源発掘・開発

・住民の忌憚のない意見が聞けるような関係づくり

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

情けないかもしれないけれど、いろんな具体的なやり方の例、ノウハウ

例えば、住民に説明するときには何から説明したらいいとか

地域に入るときは、どこから、誰から順に話をしていけばいいとか

ひとつだけじゃなく、いろんな例があっていいので

東京都調布市

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

調布市 東京都

公益財団法人　調布ゆうあい福祉公社

完山（さだやま）　麻弓

生活支援コーディネーター

社会福祉士、精神保健福祉士、ケアマネ

1 年 6 ヶ月

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター

第1層協議体

第2層協議体

○第1層生活支援コーディネーターの人数

★★　ヒアリング後、来年度は、委託解除で、市直轄になる旨　 ★★

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

地域包括支援センター職員　（社会福祉士）

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

○

H29に2人配置、
のちにさらに2人追加予定

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

事業課住民参加推進係

０４２　（４８１）　７７１１ ０４２　（４８３）　４３７８

107



東京都調布市

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

ゆうあい公社では、以前（介護保険前）より有償ボランティア、無償ボランティア

各々による生活支援サービスなどの事業、及び介護保険事業も運営しており、

フォーマル・インフォーマルサービス両方の視点をもっている。

※特にインフォーマルサービスの部分 （市高齢者支援室回答）

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

資格と業務経験。 1人では厳しい業務のため、2人で担当。

もう1人のCoは、ヘルパー出身（男性）。介護保険だけでは、生活を支えられない

という意識を強く持っていて、フォーマル・インフォーマルサービス両方を知って

いるので。 （Co上司より回答）

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

・準備会　→　第1層協議体設置　（アドバイザー　首都大学の室田准教授）

※メンバーは、生活支援サービス活動団体中心（シルバー人材センター、社協VC含む）

・協議体発足記念講演会

・社会資源・地域課題調査

→　10ヶ所の地域包括、生活支援サービス活動者からの聴取

・支える地域づくり学習会

・サロン立上げ支援（1ヶ所・自宅開放型：先行事例の見学斡旋同行等）
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東京都調布市

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

ゆうあい公社では、以前（介護保険前）より有償ボランティア、無償ボランティア

各々による生活支援サービスなどの事業、及び介護保険事業も運営しており、

フォーマル・インフォーマルサービス両方の視点をもっている。

※特にインフォーマルサービスの部分 （市高齢者支援室回答）

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

資格と業務経験。 1人では厳しい業務のため、2人で担当。

もう1人のCoは、ヘルパー出身（男性）。介護保険だけでは、生活を支えられない

という意識を強く持っていて、フォーマル・インフォーマルサービス両方を知って

いるので。 （Co上司より回答）

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

・準備会　→　第1層協議体設置　（アドバイザー　首都大学の室田准教授）

※メンバーは、生活支援サービス活動団体中心（シルバー人材センター、社協VC含む）

・協議体発足記念講演会

・社会資源・地域課題調査

→　10ヶ所の地域包括、生活支援サービス活動者からの聴取

・支える地域づくり学習会

・サロン立上げ支援（1ヶ所・自宅開放型：先行事例の見学斡旋同行等）

東京都調布市

問4．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

・事業が知られていないため、説明が難しい

・関心がない人に関心を持ってもらう（これまで接点がなかった人へ）

講演会等の広報を工夫

HPや市報、既存の組織経由（自治会、民生委員、老人会等）のほか、

スーパーや一般のお店店頭でのチラシ貼付や、人の集まる場所での直接配布

等を行った。

→　今まで、このような催しに出てきたことのない人の参加が見られた

問5．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

ほとんど毎日、市の担当者（高齢者支援室・佐近主事）とは、連絡をとっている。

特に、協議体や学習会前には緊密に。

社協のCSWと一部包括で2ヶ月に1回情報交換会を開催していて、そこには

参加させてもらっている。

各包括とは必要に応じ協働。

活動にあたり、協働推進課（地区評議会担当）には、高齢者支援室を通じて

話をしてある。

しかし、担当課（高齢者支援室）以外と連絡・報告するような場は特にない。
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東京都調布市

問6．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

・既存のものを大切に。壊さないことに気をつけている。

→　似たような活動の存在に気をつける。バッティングしないか。

・生活支援コーディネーターの仕事に直接関係ないと思われることでも、

話はいったん受けて、該当する部署・機関等へつなげる。

常に話をしてもらえるように。

・地域の方の生活の時間に合わせる。朝、夜、休日の活動など。

・働きかけても（簡単には）響かないけど、やり続けることが大事

問7．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

・既存の社会資源・活動を知ること

→　活動を知って、表に出すことが、住民の方のモチベーションにつながる

＜問に直接関係なし＞

・調布は、支え合いに意識のある人が多い。

（公社でやっている有償ボランティア事業の協力会員含めて）
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東京都調布市

問6．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

・既存のものを大切に。壊さないことに気をつけている。

→　似たような活動の存在に気をつける。バッティングしないか。

・生活支援コーディネーターの仕事に直接関係ないと思われることでも、

話はいったん受けて、該当する部署・機関等へつなげる。

常に話をしてもらえるように。

・地域の方の生活の時間に合わせる。朝、夜、休日の活動など。

・働きかけても（簡単には）響かないけど、やり続けることが大事

問7．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

・既存の社会資源・活動を知ること

→　活動を知って、表に出すことが、住民の方のモチベーションにつながる

＜問に直接関係なし＞

・調布は、支え合いに意識のある人が多い。

（公社でやっている有償ボランティア事業の協力会員含めて）

東京都調布市

問8．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

・地域で支援している人たちを支援する。

はっきりとした形は見えてないし、どちらかというと長期的目標

・上と関連して、成年後見だけでなく、もっと使いやすい本人と家族への

サポートの仕組みを何とかできないか。

地域で支えている人たち（例えば町内会長）から、課題として話が

よくでてくる。

地域包括ケアシステムということを考えると、このあたりの問題に

ぶつかる。（本人・家族のサポート、地域の支援者への支援）

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

（Coからは特になく、行政担当者：佐近主事から）

・行政と委託先との関わり方、行政の役割は何か・何をすればよいのか
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富山県滑川市

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

滑川市 富山県

直営

朝倉　真貴子

地域包括支援C 社会福祉士（主任）

社会福祉士、主任ケアマネ

1 年 ヶ月

０７６ （　４７６ ） ９４００ ０７６ （　４７６　）９４０１

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター H28.６

第2層生活支援コーディネーター （第1層と兼ねる）

第1層協議体 H28.６

第2層協議体 （第1層と兼ねる）

○第1層生活支援コーディネーターの人数

１層・２層兼任、地域包括：社会福祉士業務も兼任

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

社会福祉士　【地域包括・現在も兼任】

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

○

○

○

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）
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富山県滑川市

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

滑川市 富山県

直営

朝倉　真貴子

地域包括支援C 社会福祉士（主任）

社会福祉士、主任ケアマネ

1 年 ヶ月

０７６ （　４７６ ） ９４００ ０７６ （　４７６　）９４０１

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター H28.６

第2層生活支援コーディネーター （第1層と兼ねる）

第1層協議体 H28.６

第2層協議体 （第1層と兼ねる）

○第1層生活支援コーディネーターの人数

１層・２層兼任、地域包括：社会福祉士業務も兼任

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

社会福祉士　【地域包括・現在も兼任】

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

○

○

○

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

富山県滑川市

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

委託できる先がないと判断

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

地域包括開設（H18）以来のメンバーで、地域とのつながり？ 直営包括

※ここの地域包括は、高齢だけでなく、障害や虐待、はてはゴミ問題まで

持ち込まれる。

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

H27.10　産休・育休から復帰

H27.10　 ・コーディネーター研修受講

H27.12　 ・研究会立上げ（協議体前身）

・生活支援ニーズ調査（要支援１、2及び独居高齢者に対し実施）

・社会資源の把握（モデル地区で試行、失敗）

H28.5～7 ・住民向け説明会（9地区）開催

・第1層協議体開催　（ニーズ調査報告、市の方向性の説明）

H28.6～7 ・ケアマネ連絡会での生活課題WS（ニーズ調査結果を踏まえて）

H28.7、8 ・第2層協議体開催

・生協（生活課題：買物支援）に対しての申入れと生協の対応
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富山県滑川市

問4．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

（滑川市は、9地区（連合自治会レベルの仕分け）に分けているが）

生活ニーズは、地区別では把握できない。町内会レベルで見ないといけない。

そうしないと、課題についてまともに話し合えない。

いろんな事業が絡んでいるので説明しにくい。

自治体のグランドデザインを現場が説明しなければならなくなる。

明確な課題・困り感を持っている人が少ないため、ニーズがはっきりせず、

「何の課題を解決するために、協力をお願いするのか」ということが、キーマン

等に伝えられない。

キーマンにあたる人は、比較的恵まれた家族環境などにあることも影響しているかも。

問5．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

上長等に、いろいろと関わってもらうように根回し。

同僚とは協働で事業を遂行。（本人を含め、地域包括内の3名が中心）

※地域包括自体は、職員6名＋パート2名構成
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富山県滑川市

問4．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

（滑川市は、9地区（連合自治会レベルの仕分け）に分けているが）

生活ニーズは、地区別では把握できない。町内会レベルで見ないといけない。

そうしないと、課題についてまともに話し合えない。

いろんな事業が絡んでいるので説明しにくい。

自治体のグランドデザインを現場が説明しなければならなくなる。

明確な課題・困り感を持っている人が少ないため、ニーズがはっきりせず、

「何の課題を解決するために、協力をお願いするのか」ということが、キーマン

等に伝えられない。

キーマンにあたる人は、比較的恵まれた家族環境などにあることも影響しているかも。

問5．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

上長等に、いろいろと関わってもらうように根回し。

同僚とは協働で事業を遂行。（本人を含め、地域包括内の3名が中心）

※地域包括自体は、職員6名＋パート2名構成

富山県滑川市

問6．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

・　「仲間を増やす」ことを常に意識

協議体のメンバーに、委員会の委員とは違うのよとハッパ

ケアマネの意識を変えていく。主任ケアマネクラスを味方に

・　行政主体にならないよう、押しつけにならないよう

・　社協は、常に意見を聴いたり、情報共有をはかり一緒に動くよう配慮

・　地区別の高齢化率や、ニーズ調査の数字などを用い、目に見える形で

地区・町内間の競争意識を刺激するように仕向けている

→広報が大事。一部の活動にとどめないで、外に拡げる

問7．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

◎　地区住民向け説明会 ９地区で参加者２４８名

事業の説明、市や当該地区の現状（高齢化ほか）の説明

行政の限界の説明 地域包括に寄せられている相談の説明など

・これ以降、住民の意識が変わってきたように感じる

　「自分達は何をすればいいのか」という声がよく聞かれるように。

　思ってた以上の成果

　参加していた協議体メンバー等も積極的に自分から動いてくれる

ようになった。 参加していた議員などが町議会で質問

してくれるようになった。

○　5つの町の寄りあいに、説明に赴いた（効果としては上と同じ）
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富山県滑川市

問8．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

・町内会レベルで、資源（インフォーマル・住民活動等）を見つけるための

ワークショップの開催

・通いの場（サロンや集いの場）の必要性を住民向けに伝える講座

・現在ある「お助け帳」（医療・介護・生活支援のフォーマル、インフォーマル

な資源をわかりやすく、1冊にまとめたもの）を、９地区別に作成して

まとめたい。現在の町全体のものと併せて10冊構成。

→市内の専門職の必需品に

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

・この事業の目的、目標をもっと明確に伝えて欲しい

どこの段階で、何ができているべきなのか

今まで包括で携わった事業の中で一番難しい。一番重要かもと思うが。

・委員会ぽくならないような協議体の運営の仕方

協議体のメンバーに何を求めていくのがいいのか

・（厚労省に）「生活支援コーディネーター」の知名度を上げて欲しい。

活動をしやすくするために、PRを。
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富山県滑川市

問8．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

・町内会レベルで、資源（インフォーマル・住民活動等）を見つけるための

ワークショップの開催

・通いの場（サロンや集いの場）の必要性を住民向けに伝える講座

・現在ある「お助け帳」（医療・介護・生活支援のフォーマル、インフォーマル

な資源をわかりやすく、1冊にまとめたもの）を、９地区別に作成して

まとめたい。現在の町全体のものと併せて10冊構成。

→市内の専門職の必需品に

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

・この事業の目的、目標をもっと明確に伝えて欲しい

どこの段階で、何ができているべきなのか

今まで包括で携わった事業の中で一番難しい。一番重要かもと思うが。

・委員会ぽくならないような協議体の運営の仕方

協議体のメンバーに何を求めていくのがいいのか

・（厚労省に）「生活支援コーディネーター」の知名度を上げて欲しい。

活動をしやすくするために、PRを。

石川県能登町

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

能登町町社会福祉協議会

友屋　由美子 ヒアリングには、2層Coも同席

次長兼課長

社会福祉主事任用資格、ケアマネジャー

年 9 ヶ月

（　76 ） 1014 （ 76 ）

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター 社協地域担当と兼任

第2層生活支援コーディネーター H28年4月 ４人 全部社協委託

第1層協議体

第2層協議体 H28年11月～

○第1層生活支援コーディネーターの人数

地域包括は1ヶ所（直営）だが、出先（支所）が3ヶ所。出先は、社会福祉法人委託。

1ヶ所は社協。 包括支所エリアと、2層Coの担当エリアは一致していない

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

（現在も兼務）　社協　地域福祉担当（次長兼課長）

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし 嘱託職員経験は、有（S52～56）

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

H28年4月

○ H28年11月

○

公民館区15ヶ所　順次～△

石川県能登町

0768

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

0768 1202電話番号 FAX

E－MAIL

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

noto-shakyo@vega.ocn.ne.jp

住民助け合い支援課
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石川県能登町

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

社協の前事務局長（元役場の福祉・企画畑経験の方）が、この事業は（本来の

社協業務とも言えるので）社協に委託するよう、町に働きかけた。

町としては迷っていたようだが、時間切れのような形で社協に。

※ 1層も2層も一緒に社協へ委託

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

前局長に買ってもらっていたから？

地域活動経験が長く、介護保険のことも理解していたため。

（ベテラン社協ウーマン。定年退職後、嘱託の形）

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

・　住民向け事業説明会　（15ヶ所）

・　1層協議体メンバーの選任

・ 地域へのご挨拶回り（最初は、1層・2層Co同行で）

・（2層）協議体メンバー候補者対象の勉強会

・ 2層協議体の設置　（話がまとまった地域から順次～）

・ 集落単位のボランティアグループの設立促進

（現在、193集落のうち17集落でグループ設立）

2層の公民館区は、１つの区につき、メインとサブのCo2人で担当制。

1層と2層Coの2人（計3人）は、社協地域福祉担当が兼任（と言っても、ほとんど

業務的に分けていないので専任状態）、残り2層2人は、総務・管理系が兼任
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石川県能登町

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

社協の前事務局長（元役場の福祉・企画畑経験の方）が、この事業は（本来の

社協業務とも言えるので）社協に委託するよう、町に働きかけた。

町としては迷っていたようだが、時間切れのような形で社協に。

※ 1層も2層も一緒に社協へ委託

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

前局長に買ってもらっていたから？

地域活動経験が長く、介護保険のことも理解していたため。

（ベテラン社協ウーマン。定年退職後、嘱託の形）

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

・　住民向け事業説明会　（15ヶ所）

・　1層協議体メンバーの選任

・ 地域へのご挨拶回り（最初は、1層・2層Co同行で）

・（2層）協議体メンバー候補者対象の勉強会

・ 2層協議体の設置　（話がまとまった地域から順次～）

・ 集落単位のボランティアグループの設立促進

（現在、193集落のうち17集落でグループ設立）

2層の公民館区は、１つの区につき、メインとサブのCo2人で担当制。

1層と2層Coの2人（計3人）は、社協地域福祉担当が兼任（と言っても、ほとんど

業務的に分けていないので専任状態）、残り2層2人は、総務・管理系が兼任

石川県能登町

問4．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

・1層、2層Coと社協地域福祉担当が集まる会議の場が、できていない。

2層Coのうち2人は、一方は管理職（支所長）、一方は総務・経理の中心で

なかなか時間がとれない。残り2人は、地域福祉担当（但し1人は、介護職

から配置替えになって1年目）

・　行政内部の直接の担当者以外、事業に対する理解がない。

（１層協議体に副町長に入ってもらったが、これは、行政の他の部署への

懸け橋になってもらうため）

・　地域包括は、この事業は社協の担当だとして、こちらに任せる傾向

・　地域の活動に60代の（若い）人を取り込みたいが、現在は参加が少ない

退職した人には、公的・半官的（元公務員や教師、農協等）な仕事だった

人が多いので、この人たちにどう働きかけるか。

問5．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

・包括（社会福祉士、保健師）とSC5人で、毎月1回定例会

勉強会の企画等

・（担当部署以外の）他の行政セクションと話す機会は、ない
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石川県能登町

問6．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

・とにかく、取り掛かる。間違ってみても、やってみる。それで問題がわかる。

・（住民との会合等）

何か話し合いで課題が出た場合、Coが答え・意見を出さず、住民から

意見が出るのを待つ。

問7．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

・公民館区へ説明することによって（事前挨拶も含め）、これまで接点がなかった

人（公民館長、町会長）とのつながりができた。

※　今までの接点は、民生委員や老人会長が中心だった

・１層協議体のメンバーから、協議体をやって良かったと言われた。

第1回目の協議体で、自己紹介時に、高齢者絡みで行っている活動や

活動で気が付いたこと、自分の地域のアピールなども含めて話してもらったが、

各メンバーが他のメンバーの実際の活動を知らなかったようだ。

（例えば民生委員の活動とか）
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石川県能登町

問6．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

・とにかく、取り掛かる。間違ってみても、やってみる。それで問題がわかる。

・（住民との会合等）

何か話し合いで課題が出た場合、Coが答え・意見を出さず、住民から

意見が出るのを待つ。

問7．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

・公民館区へ説明することによって（事前挨拶も含め）、これまで接点がなかった

人（公民館長、町会長）とのつながりができた。

※　今までの接点は、民生委員や老人会長が中心だった

・１層協議体のメンバーから、協議体をやって良かったと言われた。

第1回目の協議体で、自己紹介時に、高齢者絡みで行っている活動や

活動で気が付いたこと、自分の地域のアピールなども含めて話してもらったが、

各メンバーが他のメンバーの実際の活動を知らなかったようだ。

（例えば民生委員の活動とか）

石川県能登町

問8．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

・公民館区毎での活動を（男のサロンとか）活発化したい

・人脈づくり・・・・まだ、資源としての人・団体を知らなさすぎる

会議に出てくる「長」ではなく、その下の現場の人

・協議体で出てきた要望に応えていきたい

（実例：移動販売の資源をリストアップして知らせて欲しい）

（2層Coから）

・もっと地域に出ていきたい（出て行かないと）

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

・過疎地域での取組み成功事例

（だけど、あまりに進んでいるものを出されても、真似できない）

・第1層の協議体メンバーに、どう話しかけていけば良いか。

2層は、わかるけれども・・・・
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長野県茅野市

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

0 年 9 ヶ月

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター

第1層協議体

第2層協議体 （第1層と兼ねる）

○第1層生活支援コーディネーターの人数

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

茅野市

社会福祉士、精神保健福祉、介護支援専門員　他

０２６６（７３）４４３１ ０２６６（７３）８０３０

長野県

社会福祉法人　茅野市社会福祉協議会

北　原　　俊　憲

地域生活支援係 係長

地域生活支援係長（日常生活自立生活支援事業専門員）、ボランティア・市民活動センター所長

kitahara.toshinori@chino-shakyo.jp

〇

平成28年4月

平成28年4月
　市内10地区に各地区担当者10名
を配置

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

122



長野県茅野市

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

0 年 9 ヶ月

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター

第1層協議体

第2層協議体 （第1層と兼ねる）

○第1層生活支援コーディネーターの人数

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

茅野市

社会福祉士、精神保健福祉、介護支援専門員　他

０２６６（７３）４４３１ ０２６６（７３）８０３０

長野県

社会福祉法人　茅野市社会福祉協議会

北　原　　俊　憲

地域生活支援係 係長

地域生活支援係長（日常生活自立生活支援事業専門員）、ボランティア・市民活動センター所長

kitahara.toshinori@chino-shakyo.jp

〇

平成28年4月

平成28年4月
　市内10地区に各地区担当者10名
を配置

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

長野県茅野市

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

②茅野市民であること、土地勘があること、市内全域の地区社協の活動を把握できていること。

①CSW（ｺﾐｭﾆｨﾃｨ･ｿｰｼｬﾙ･ﾜｰｶｰ）の人件費支出の置き換え≪市補助金 → 委託金≫。

②CSWとしての活動実績の評価。

③小地域福祉活動へのさらなる展開への期待。

①社協における担当係の係長として。

①CSWと生活支援コーディネーターの違いと役割について、行政の担当課を交え、県の担当

者を招き、係内で勉強会を開催した。

②生活支援コーディネーターに関する研修について、係員を分担させ積極的に参加し、研修内

容の共有に努めた。

⑥茅野市社協で実施している住民参加型福祉サービスの見直しについて、職員プロジェクトを

立ち上げ検討を開始した。

③社協情報紙や社会福祉大会、地区社協勉強会等において総合支援事業に係る周知に努めた。

④各地区（10地区）および各行政区（９８行政区）において、地域診断シートの作成に着手。

シートの作成に個人差が生じたため、モデル地区を２～3名の2層コーディネーターで協議し

協議して作成するよう指示。2月1日に評価を行う予定。

⑤行政の第3次地域福祉計画（『福祉21ビーナスプラン』）の専門部会の見直しにおいて、生

活支援部会を提案し、福祉関係者だけでなく企業および福祉サービスを使う地域住民にも部会

員として参画していただけるよう、計画中である。

123



長野県茅野市

問4．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

問5．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

ると感じているため、協議体の設置については慎重にならざるを得ない。

①地域診断シートの作成については、2層の生活支援コーディネーターに担当してもらったが、

記入の仕方や社会資源として捉える視点に個人差が大きく、見直しを余儀なくされた。

②地域診断シート作成後の活用法方法を具体的に見出していない。

③各地区で策定済みである『地区行動計画』との整合性を、どのように図るべきか悩んでいる。

④行政との協議において市内10地区で設置予定の協議体については、行政の保健福祉サービス

センターが担い、各地区担当生活支援員は後方支援であることが確認されているが、設置に

向けての動きが見えない。

⑤行政職員に対して生活支援コーディネーターも働きかけているが、進んでいないため方策を

変更することが必要と感じ始めている。

⑥既存の組織や団体（地区社協や福祉推進委員など）を、協議体に置き換えることは難しいと

感じている一方で、新たな組織を地区内に立ち上げることは地域住民の負担感がさらに増加す

④12月議会の一般質問で取り上げられた後、生活支援コーディネーター業務の評価基準を明示

するよう、担当課に意見を求めた。

①生活支援コーディネーター業務の委託契約についての協議、検討。

②生活支援コーディネーターの実績報告の在り方を検討。

③社会資源の把握について、担当課の課長および係長と全生活支援コーディネーターが意見交

換を行った（10月）。
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長野県茅野市

問4．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

問5．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

ると感じているため、協議体の設置については慎重にならざるを得ない。

①地域診断シートの作成については、2層の生活支援コーディネーターに担当してもらったが、

記入の仕方や社会資源として捉える視点に個人差が大きく、見直しを余儀なくされた。

②地域診断シート作成後の活用法方法を具体的に見出していない。

③各地区で策定済みである『地区行動計画』との整合性を、どのように図るべきか悩んでいる。

④行政との協議において市内10地区で設置予定の協議体については、行政の保健福祉サービス

センターが担い、各地区担当生活支援員は後方支援であることが確認されているが、設置に

向けての動きが見えない。

⑤行政職員に対して生活支援コーディネーターも働きかけているが、進んでいないため方策を

変更することが必要と感じ始めている。

⑥既存の組織や団体（地区社協や福祉推進委員など）を、協議体に置き換えることは難しいと

感じている一方で、新たな組織を地区内に立ち上げることは地域住民の負担感がさらに増加す

④12月議会の一般質問で取り上げられた後、生活支援コーディネーター業務の評価基準を明示

するよう、担当課に意見を求めた。

①生活支援コーディネーター業務の委託契約についての協議、検討。

②生活支援コーディネーターの実績報告の在り方を検討。

③社会資源の把握について、担当課の課長および係長と全生活支援コーディネーターが意見交

換を行った（10月）。

長野県茅野市

問6．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

問7．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

ニティセンターの職員との連携も重要と考えており、総務部との協議も必要と感じている。

①これまで個別支援中心であったCSWの業務を、いかに地域支援活動に関連づけて展開できる

かを模索するようになった。

②具体的には、個別支援の課題解決を福祉サービスや専門職に求めるのではなく、地域住民の

協力やネットワークで解決できるかどうかを事例検討の中で、協議する機会が増えた。

①保健・福祉分野だけでなく、まちづくりの観点からも、各地区に常駐する地区コミュ

②これまでのＣＳＷの実践活動を基に、10地区全てに地区担当者として生活支援コーディ

ネーターを配置できたこと。

ようにフィードバックし共有して行けるかが、実践活動の鍵になると感じている。

③地域診断シートの作成は、社会資源の理解と把握の視点を10名の生活支援コーディネーター

が学び、実践を積み重ねることができたと感じている。今後は、このシートを地域住民にどの
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長野県茅野市

問8．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

①企業・事業所の方々と共に、まちづくりや社会資源の開発に取り組みたい。

②生活支援に係るNPO法人がほとんどないため、できればNPO法人を立ち上げてみたい。

③地区社協や福祉推進委員の今後の展望に、生活支援体制整備事業をいかに絡めて実践すること

ができるか。

①地域住民との実践活動における活動資金の確保について。具体的な助成金等の情報。

②生活支援コーディネーターの評価基準について、具体的な評価項目を知っておきたい。
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長野県茅野市

問8．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

①企業・事業所の方々と共に、まちづくりや社会資源の開発に取り組みたい。

②生活支援に係るNPO法人がほとんどないため、できればNPO法人を立ち上げてみたい。

③地区社協や福祉推進委員の今後の展望に、生活支援体制整備事業をいかに絡めて実践すること

ができるか。

①地域住民との実践活動における活動資金の確保について。具体的な助成金等の情報。

②生活支援コーディネーターの評価基準について、具体的な評価項目を知っておきたい。

長野県宮田村

127



長野県宮田村
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長野県宮田村 長野県宮田村
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長野県宮田村
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長野県宮田村 長野県宮田村
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三重県桑名市

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

桑名市 三重県

桑名市社会福祉協議会

一戸　勝史

本所　地域福祉課 係長

社会福祉士

1 年 5 ヶ月

０５９４　（　２２　）　８２１８ ０５９４　（　２３　）　５０７９

kshakyo@jasmine.ocn.ne.jp

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター

第1層協議体

第2層協議体

○第1層生活支援コーディネーターの人数

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

社協　地域福祉担当

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

○

○ 市包括ケアシステム推進協議会を活用
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三重県桑名市

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

桑名市 三重県

桑名市社会福祉協議会

一戸　勝史

本所　地域福祉課 係長

社会福祉士

1 年 5 ヶ月

０５９４　（　２２　）　８２１８ ０５９４　（　２３　）　５０７９

kshakyo@jasmine.ocn.ne.jp

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター

第1層協議体

第2層協議体

○第1層生活支援コーディネーターの人数

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

社協　地域福祉担当

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

○

○ 市包括ケアシステム推進協議会を活用

三重県桑名市

 

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

○ 平成 年度から受託。前年度、市で包括ケア計画の策定をして、当時、中心が副市長、田中

さん、厚労省から出向。リーダーシップで。市から中央研修に出て欲しいという話があり、私

（一戸さん）が参加。その流れで社協にお願いしたいということになったのが経緯。

○ 最初から社協ありきで、他の主体は検討していない。

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

○ 中央研修に行ったこと。たまたま地域福祉の担当で中心にいた職員だったため参加した。コー

ディネーター 層 人、 層 人。自分は 年目で、みんな自分よりも若い職員。動けるこ

とで判断してコーディネーターにしている。

○ 社協で地域福祉係長。地区社協の全体の担当、民生委員の事務局もしていて、中に入る。コー

ディネーターの打ち合わせでも進行役などしている。

○ ２層５つは少ないかもしれない。細かいほうが働きかけしやすい。中学校区より大きい。１４

万人で５か所。

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

○ 年目、桑名市内に高齢者のサロンの数が少なく、これは行政・社協・包括共有の課題として

認識していた。 年 月から総合事業に取り組み、“介護保険の卒業”という言葉をつかい、

介護保険をつかわずに、｛地域の資源につなぐ。社協と包括の共同で地域に集いの場をつくる。

ワーキンググループをつくり、市民に啓発するツールをつくる。立ち上げたい人の講座を開く｝

に取り組む。

○ 地域資源を把握していなかったため、把握に取り組む。包括ケアシステム 年目、市民に、こ

れが何で住民は何をするか、説明と動機づけの機会を設けた。
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問４．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

○ １層の役割として何をしなければいけないか。業務の中で自問自答している。２層のまとめ役、

連携調整、行政との窓口、２層で困難なときのフォローなど。漠然と認識しているが、どうす

ればよいか。

○ 今の役割は、２層の経験年数、地区特性で、うまくいかないところもある。心配なところはつ

いていく。

○ 最終的に、地域で協議体をつくらないと進まない。やる前は楽観的に考えていたが、そう簡単

にはできない。

○ 層はゼロ。既存の地区社協に声をかけている、ベースに協議体に位置付けたいが、地区によ

り反応様々で一部地域ですすめている。 の地区社協。未設立へのアプローチ。社協があって

も予算だけのところへの働きかけ。

問５．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

○ 活動は、市が厚労省の計画をもとに行っている。社協は、住民の立場に立って受け、市のこと

をききつつ、住民の立場を尊重している。基本協働する立場で、連携はとれている。

○ 打ち合わせ会議は決まってはいないが、何かあれば、担当者レベルでは気軽に話ができる仲に

なっている。
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問４．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに
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問６．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

○ ２層はまるごと社協が受けている。５人いるが、包括の設置圏域と合わせている。市直営のエ

リア内包括、２か所社協、３か所法人。地域への働きかけ、包括が団体に働きかけをしていた。

情報の共有をしてどちらに話がきてもいいように、月１回会議をしている。

○ 社協、２層コーディネーター支所の勤務になる。コーディネーターの横のつながりも必要で、

２月に１回会議をしている。地区への働き替えは、 などで資料の共有をする。外のつなが

りと中の連携を、何とかうまくやるようにはできている。

○ これまでの蓄積がない。サロンも宅老所として、建物を用意。補助金の関係で地区社協をつく

らないといけないため、できてきた経緯がある。サロンの運営をしていればよく、年間の補助

金、地区の高齢の集いで年１回つかったりする。

○ 地区社協としても地区担当で細やかにという発想でここ数年やってきた。住民への働きかけも

弱く、コーディネーターをすることで実際に行うことになった。

○ 今後、どうするか、地区によって働きかけが違う。住民に説明するときは、説明後に住民に話

をしてもらう機会を設ける。

○ こちらも話しつつ、住民が話すきっかけをつくり、無理にやらされたと思われないようにする。

やってくださいと言わない。「あるといいけどどうですか」などと、言い方に気を使う。

問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

○ 事例１）地区社協会長さんが熱心なところ、話し合いをして今後もする方向で進んでいる。

○ 事例２）会長熱心なところ。全世帯対象にアンケートをする。担い手になれるかとニーズ。集

計は今から。その後勉強会をしようと進んでいる。
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問８．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

○ この機会に地区社協の活性化。コーディネーターが入ることでできてきた。地区の中で会議だ

けという形ではなく、活動につながるものを。

○ 地区に合わせて、できないところをどうサポートするか。小地域福祉活動、サロンの運営くら

いでそれ以外はなかった。そこからの働きかけ。

○ 既存の協議会を活用して協議体を組織する。地区社協があるので、それをベースに広げる。

○ 最終的には、地区ごとに生活支援ができればいいが、手順を踏んでいく。他の取り組みの事例

提供はするが。次の段階の見通し、住民の様子を見ながら。今の時期は秋のイベントも多い。

整備地区はアンケート集計ができる。

○ 市が住民向けのワークショップを４月までに３回、モデル事業として行おうというところ。そ

ことの兼ね合いをどうするか。

○ 社協がしてきたことが意味を持つやり方でしてほしいと言っている。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

○ 住民への働きかけで世代交代が課題になる。７０代は一生懸命。団塊世代は、自分の好きな趣

味に走り、地域のことをしてくれないという課題を聞く。そういう方に地域活動の中心になっ

てもらえればいいが、団塊世代が活躍している事例はあるか。
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問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

○ 平成 年度中央研修で、人材を市で検討したが、異動があるため、全域の福祉を担う社協に

ということで。伊勢市全域で福祉となると社協しかないという流れ。

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

○ 中央研修に参加したため。参加の理由は、社協の経歴、地域包括の社会福祉士、ボランティア

担当として 、日自の専門員。コミュニティワーカーとケースワーカーの視点を両方経験し

てきたため行ってこいとなった。本所にいて目につくところにいた。

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

○ 活動は桑名市を参考にしている。 年、市役所に地域包括ケア推進課ができ、生活支援コーデ

ィネーターの委託をした。まず、行政も縦割りのため、介護保険、高齢障害、社協・民生委員、

それぞれで事業をしている。社協も生活支援コーディネーターとして入り、いろいろなところ

でワークショップを開催。行政内の意識統一を図る。

○ 市の職員と一緒に地域へ。動機付けもあり、地域包括ケアシステムとはなにか、市がどうする

ではなく、なぜ必要なのか、啓蒙的に呼ばれたところや民生委員の定例会で話をした。

○ 資源の把握活動を社協市役所と一緒に行った。

○ いきいきサロンを以前からしていたが、市も集いの場にしたらという話もあったが、もともと

あったものを市の事業にすり替える事、意味合いも違うため、今までのサロンの人が困らない

よう、サポーター養成講座を行い、強化。

○ 総合事業、要支援相当に、住民が行うデイをモデル事業として今年度 か所で実施。集いの場

でなく生活支援をするところ か所。そのフォロー。

○ 生活支援コーディネーター、 層、地域包括が担っているため、一緒に回っている状況。

○ 第 層生活支援コーディネーター、 包括で 地域に張り付ける。うち、 か所は社協の地域

包括。他 か所は社会福祉法人。社協としてうっていこうというのもあり、そこの生活支援

は専従。サロンや会食会に出向いて、地域との関係性づくり。集いの場、ご近所の集まりなど

出向く。
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問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）
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出向く。

三重県伊勢市

 

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

○ 平成 年度中央研修で、人材を市で検討したが、異動があるため、全域の福祉を担う社協に

ということで。伊勢市全域で福祉となると社協しかないという流れ。

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

○ 中央研修に参加したため。参加の理由は、社協の経歴、地域包括の社会福祉士、ボランティア

担当として 、日自の専門員。コミュニティワーカーとケースワーカーの視点を両方経験し

てきたため行ってこいとなった。本所にいて目につくところにいた。

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

○ 活動は桑名市を参考にしている。 年、市役所に地域包括ケア推進課ができ、生活支援コーデ

ィネーターの委託をした。まず、行政も縦割りのため、介護保険、高齢障害、社協・民生委員、

それぞれで事業をしている。社協も生活支援コーディネーターとして入り、いろいろなところ

でワークショップを開催。行政内の意識統一を図る。

○ 市の職員と一緒に地域へ。動機付けもあり、地域包括ケアシステムとはなにか、市がどうする

ではなく、なぜ必要なのか、啓蒙的に呼ばれたところや民生委員の定例会で話をした。

○ 資源の把握活動を社協市役所と一緒に行った。

○ いきいきサロンを以前からしていたが、市も集いの場にしたらという話もあったが、もともと

あったものを市の事業にすり替える事、意味合いも違うため、今までのサロンの人が困らない

よう、サポーター養成講座を行い、強化。

○ 総合事業、要支援相当に、住民が行うデイをモデル事業として今年度 か所で実施。集いの場

でなく生活支援をするところ か所。そのフォロー。

○ 生活支援コーディネーター、 層、地域包括が担っているため、一緒に回っている状況。

○ 第 層生活支援コーディネーター、 包括で 地域に張り付ける。うち、 か所は社協の地域

包括。他 か所は社会福祉法人。社協としてうっていこうというのもあり、そこの生活支援

は専従。サロンや会食会に出向いて、地域との関係性づくり。集いの場、ご近所の集まりなど

出向く。

 

問４．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

○ 第２層を包括が受けたが、包括は高齢者専門。地域の困りごとは子どもが少ない、遊び場がな

いなど出るが、対応できない。また、包括は社協の発想より、包括の発想になる。社協との連携

も必要になるが、うまく連携できていない状況が動き始めてから出てきた。

○ せめて、社協内での連携はしないといけないと、月１回、地域ケアシステム連携会議を行い、

センター長、係長、地域福祉職員が参加している。支所内に包括と地域福祉があるが、会議で

初めて知ることもある。

○ 住民のやる気が大事。自分たちの地域を毎日とはいかないがみんなで歩く。粗大ごみも一軒ず

つ聞いて歩いて、粗大ごみを出せない高齢者の手伝いを地域力で行う。川のそばで災害への意

識も高い。かたや、坂の上の地域も同じ自治会。それも含めて生活支援はうまくいかない。そ

れをしないといけないということではなく、今のままでいい。今は粗大ごみだが、燃えるゴミ

も手伝うこともできる形になって、サービスではなく、地域力でやってもらえばいい。

○ そうなのかと住民は納得するが、地区単位の話を聞くと、地区にこだわる。自治会単位くらい

でないと住民には響かない。より大事にする部分があることを学ぶ。

○ 総合事業の要支援相当に、住民が行うデイをモデル事業として今年度 か所で実施しているが、

モデル事業が難しい。補助金として何十万というお金が行く。今までやってきたところはいい

が、お金ありきだと、どうやって進めればいいのか。どういうレクリエーションをするか、そ

れをコーディネートするのが仕事ではないかと言われたりする。

○ 地域ケア会議を各地区で、包括主体で行う。伊勢も計画一体でつくる。計画に基づく地区懇を

毎年しているが、地域ケア会議も地区懇も、住民からは同じと言われる。福祉総務課と地域ケ

ア会議を包括ケア推進課。住民側は住民の中で困った話を出す。来るメンバーも同じ。地区懇

側、計画に基づく啓蒙活動的というがやっていることは同じで、どちらにも関わっていて、訳

が分からなくなる。地域ケア会議で出たことを、計画に役立てればいいだけではないのかと思

うがなかなかできない。

問５．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

○ 層のコーディネーターの情報交換を月 回くらい行っている。市の担当、第 層、第 層で

ワークショップを行い、現状の動き、困っていることはないか話し合いをしている。生活支援

コーディネーターに丸投げ、包括に丸投げという事態に、どうアプローチをするか。原点は住

民がしたいと言ったこと。利用者もスタッフも入り、何ができるかを話し合うと、住民の中で

何かを教えたりできる人材がいる事が分かった。伊勢音頭を踊ってみようかなど。集いの場で

全員で来月何をしようか決めようかという感じ。
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問６．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

○ 小学校区、 のまちづくり協議会、福祉の部会もある。そこを中心に働きかけていかなけ

ればいけない。実際、まち協には各社協の職員が役員会などで参加し、そこからの情報をもと

に、福祉活動に力を入れてもらえるようにしている。

○ 他 つの社会福祉法人の は、それどころではなく、 業務としての時間が取れないと言われ

る。そういうところに第 層として入り、社協とのつなぎなどをする。

○ 住民のやる気が一番大事。今やっている集いの場を壊さないこと。してもらっている方が、い

いことをしていると、気付いていないでしている。地区社協とまち協のある地区では、行政か

ら話があると、まち協単位でしなければいけないのかとなる。その中でも課題が全然違うのに、

まち協にこだわることでやる気がそげる。

○ 進んでいる地域は進んでいるが、市から言われていやいやという地域もある。差は出てきてい

る。

問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

問８．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

○ 月 回の地域ケアシステム連携会議に、あと２か所の包括支援 も入ってもらえればと提案し

ている。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

○ 第１層の役割を摸索中。２層が活躍する中で、なんとなくその調整やフォローアップをなどと

言われるが、第 層の役割をどうすればいいか、迷いがある。
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したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

○ 小学校区、 のまちづくり協議会、福祉の部会もある。そこを中心に働きかけていかなけ

ればいけない。実際、まち協には各社協の職員が役員会などで参加し、そこからの情報をもと

に、福祉活動に力を入れてもらえるようにしている。
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ら話があると、まち協単位でしなければいけないのかとなる。その中でも課題が全然違うのに、

まち協にこだわることでやる気がそげる。

○ 進んでいる地域は進んでいるが、市から言われていやいやという地域もある。差は出てきてい

る。

問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

問８．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

○ 月 回の地域ケアシステム連携会議に、あと２か所の包括支援 も入ってもらえればと提案し

ている。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

○ 第１層の役割を摸索中。２層が活躍する中で、なんとなくその調整やフォローアップをなどと

言われるが、第 層の役割をどうすればいいか、迷いがある。
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問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

○ 月から委託。社協から研修派遣で行政にきている。地域福祉ベースの活動は社協ということ

で、声をかけてもらった。中央研修は違う人が参加するが、社協でもやりたいという思いもあ

った。

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

○ 社協の地域福祉課で、社会福祉士だったため選ばれたと聞いた。

○ 歳以上で知らない人がいない。いろんな団体との顔つなぎができる。市民活動センターの理

事もしている。

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

○ か月間の取り組み。事業に没頭できるよう真っ白で来いと言ってもらい、社協とのパイプ役

となってやる。

○ 月から事業計画を立てる。何度も打ち合わせをして行った。社協や市民活動センターとも。

机上で行う作業を２～３か月。

○ 同時に、長寿福祉課、ケアシステムをまとめている課など、体制整備事業を進める受け皿づく

り。ケア会議に出ながら、対象となる人の人物像、状態像をストック。

○ 活動している団体の聞き取り。協議体の人選イメージ。社協と行政が協働して同じ方向を向い

ているという思いで。

○ 自治会、より生活圏域の活動を進めるため、社協と協働して地域の把握をしている。

142



三重県いなべ市

 

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）
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○ 自治会、より生活圏域の活動を進めるため、社協と協働して地域の把握をしている。
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問４．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

○ 住民へのアプローチ、コーディネーターと地域福祉の職員は、名前が違うだけで一緒に動いた

らいいという考え方。自治会ベースの地域福祉、アセスメントシート１１９あるが、地域情報

で重要になるのが、キーマン。何をしているのか、どんな人なのか。地域の情報だけでなく、住

んでいる人の情報も入れて、この人ならこういう話の仕方をする、こういう話が好きなど。

○ その時、苦労することは、最終的には、自治会長、老人倶楽部、民生委員会長の同意を得られな

いとできないということ。個別では熱い思いをもっていて相談があるが、地域で組織化しよう

と思うと難しい。自治会長さんの承認、許可をもらってしたい。そこにアプローチすることが

難しく、自治会長がダメというと進まない。

○ 老人会長、民生委員会長の定例会の中で提案してもらい、興味があれば話をしに行く。

○ 三者合意だが、二人だけでも興味があればあとの二人を説得する。

○ 核となるメンバーを何名かおいて、話題や勉強会、ケース検討など、その都度、必要な人に参

加してもらう。題材によって必要な人をいれたらどうかという話をしており、行政の考えとす

り合わせをしているところ。

○ コアメンバーは、昔からの自治会長、老人会長、民生委員、地区のボランティアも入れるか。そ

の人たちに考えてもらって選定する。２層は必要に応じて広げていく。

○ 理想は自治会で福祉委員会が組織できれば、福祉委員会の座長さんに定期的に来てもらえれば

いいと考えている。このチャンスを活かすために下半期が大事。

○ 福祉関係者が理解してくれないという声があるが、体制整備進めるなかで、２０団体、資料を

もって、事業周知だけでなく、みんなのことだと伝えに行くとすっと落ちるところのほうが少

ない。

○ コーラスサークルなのに、高齢者関係あるの？など、住民の反応をみながら。自治会へという

のはこれからだが、住む人が活動に参加していること、市民活動のなかでも現状把握して、地

域に戻っても視点を持って生活してほしい。いつまでに何をしろというのかという意見が出る。

○ 事業や は各戸配布、個別に回る。地区社協を目指して、フォーラムや住民ワークショップを

しながら、行政にも知ってもらって、一緒のことを。住民にも危機感をもってもらって自分た

ちは何ができるのかという戦略。
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三重県いなべ市

 

問５．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

○ 人件費は委託で社協だが、いる場所は市役所。直属の上司は市役所。

問６．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

○ 社協の地域担当と は目的が同じため、一緒に活動する。

○ 行政・社協同じ方向を目指すことが住民の安心につながる。

○ 見て、聞かせてもらって、繋げて、広げて、施策にしていく。

問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

○ 自治会ベースの福祉活動。それをどう吸い上げていくかが大事と話をする。自治会ベースで福

祉について考える組織、集まりをつくって話をする中で、５つの自治会だけが賛同。

○ 協議体の２層の部分、 の地域があり、その地域課題を２層で、協議してもらうことが大事。

地区社協、校区で考えるところがないため、協議体づくりを切り口に、それを提案したい。ど

うしても高齢者ベースになるが、地域課題は子どもも障がい者もある。そこを行政と両輪で地

区社協としていく。
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問５．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

○ 人件費は委託で社協だが、いる場所は市役所。直属の上司は市役所。

問６．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

○ 社協の地域担当と は目的が同じため、一緒に活動する。

○ 行政・社協同じ方向を目指すことが住民の安心につながる。

○ 見て、聞かせてもらって、繋げて、広げて、施策にしていく。

問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

○ 自治会ベースの福祉活動。それをどう吸い上げていくかが大事と話をする。自治会ベースで福

祉について考える組織、集まりをつくって話をする中で、５つの自治会だけが賛同。

○ 協議体の２層の部分、 の地域があり、その地域課題を２層で、協議してもらうことが大事。

地区社協、校区で考えるところがないため、協議体づくりを切り口に、それを提案したい。ど

うしても高齢者ベースになるが、地域課題は子どもも障がい者もある。そこを行政と両輪で地

区社協としていく。
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問５．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

○ 人件費は委託で社協だが、いる場所は市役所。直属の上司は市役所。

問６．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

○ 社協の地域担当と は目的が同じため、一緒に活動する。

○ 行政・社協同じ方向を目指すことが住民の安心につながる。

○ 見て、聞かせてもらって、繋げて、広げて、施策にしていく。

問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

○ 自治会ベースの福祉活動。それをどう吸い上げていくかが大事と話をする。自治会ベースで福

祉について考える組織、集まりをつくって話をする中で、５つの自治会だけが賛同。

○ 協議体の２層の部分、 の地域があり、その地域課題を２層で、協議してもらうことが大事。

地区社協、校区で考えるところがないため、協議体づくりを切り口に、それを提案したい。ど

うしても高齢者ベースになるが、地域課題は子どもも障がい者もある。そこを行政と両輪で地

区社協としていく。

 

問８．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

○ 福祉委員会 自治会あるうち、５地区、中学校区で４つの福祉委員会（２層）。地区社協へ

市社協へという形で、行政と社協、両輪でやっていけたらいい。地区社協がないという、既存

のものがないことはマイナスかもしれないが、ここからやっていくために、行政と手をつない

で、コーディネーターがパイプ役になって住民を意識付けする。

○ いなべ市（第二層）は来年度の予定。地域福祉を進める社協にという話もある。社協の動き、意

識統一。

○ 地域福祉を進めるときには、行政と社協が要。これまで別々に計画を立てていたが、来年度（３

期）は一緒に行う。

○ 縦割りであるため、社協が住民の意見を吸い上げて横ぐしを指す。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

○ 行政はまず第１層の協議体をつくろうということになっているが、他のところはどうか。
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兵庫県宝塚市

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

　　宝塚市 　　兵庫県

　　（社福）宝塚市社会福祉協議会

　　藤森　成美

　　地区担当課 　生活支援コーディネーター

　社会福祉士、精神保健福祉士、認知症ケア専門士

1 年 11 ヶ月

　0797-86-5000 　0797-86-5003

　fujimori@shakyo.org

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター （第1層と兼ねる）

第1層協議体

第2層協議体

○第1層生活支援コーディネーターの人数

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

予算上の位置づけ。基本は、市内を２名で動いている。

備考

人

2015年

○ 201６年

○ 201６年

地域担当ワーカー、権利擁護支援センター相談員

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

配置・設置

○

設置・配置年
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兵庫県宝塚市

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

　　宝塚市 　　兵庫県

　　（社福）宝塚市社会福祉協議会

　　藤森　成美

　　地区担当課 　生活支援コーディネーター

　社会福祉士、精神保健福祉士、認知症ケア専門士

1 年 11 ヶ月

　0797-86-5000 　0797-86-5003

　fujimori@shakyo.org

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター （第1層と兼ねる）

第1層協議体

第2層協議体

○第1層生活支援コーディネーターの人数

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

予算上の位置づけ。基本は、市内を２名で動いている。

備考

人

2015年

○ 201６年

○ 201６年

地域担当ワーカー、権利擁護支援センター相談員

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

配置・設置

○

設置・配置年

兵庫県宝塚市

 

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

・ この事業について、社協が情報を先取りしていた。

・ 事業趣旨からして、当会が取り組むべきと判断し、行政へ働きかけた。

・ 行政も、「この事業は、社協が取り組むべき。包括では出来ない。」との認識を持っていた。

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

・ 資格要件、これまでの業務経験（地区担当ワーカー、個別支援相談員）を考慮した。

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

年

（４月）

・ 介護予防・生活支援サービスプロジェクト（行政主催）立ち上げ（月１回開催）

（ 月～９月）

・ 自治会、サロン・ミニデイ向けに、見守り・支えあいに関するアンケート、活動者へのヒアリン

グを実施

（ 月）

・ 社協役職員向けに、総合事業の研修を実施（講師：倉敷市役所 吉田昌司氏）

・ 第３回宝塚市セーフティネット会議を開催。

・ 地域住民向けに、地域福祉懇談会を開催。（テーマ：介護保険制度改正と地域での支えあいにつ

いて 講師：神戸学院大学 藤井博志氏）→今後、地域での支えあいの推進をともに検討して

くれる方を募集

（ 月）

・ 第１回生活支援活動グループ連絡会を開催（地域福祉懇談会で声を掛けた住民を中心に、概ね

自治会圏域で支えあい活動をする住民と地域の支えあいの推進・啓発を話し合う、約 名が

参加）

（ 月）

・ 第４回宝塚市セーフティネット会議を開催

（ 月）

・ 第２回生活支援活動グループ連絡会を開催

※その他：

・ ７ブロックそれぞれで開催される包括と地区センターの連携会議の実施

・ 自治会やまち協単位での見守り・支えあいに関する学習会への参加（講師も行った。）

・ 気になる人を支える話し合いの場（地域ささえあい会議）への参加。
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兵庫県宝塚市

 

・ 民間事業所による見守り体制（たからづか地域見守り隊）づくり。

・ 制度狭間のケースへの対応。

・ 視察対応。

年

（５月）

・ 阪神７市１町生活支援コーディネーター情報交換会立ち上げ

（７月）

・ 第５回宝塚市セーフティネット会議を開催→第１層協議体の提案を行い、了承を得る。

・ 専門職向け研修を実施（宝塚市介護保険事業者協会と共催。テーマ：介護保険制度制度改正に

おける新しい総合事業について 講師：立川市社会福祉協議会 山本繁樹氏）

・ まちづくり協議会（コミュニティ組織）を対象に、「これからのネットワーク会議を考える会」

を開催。話し合いの場の必要性（第 層協議体）と今後のネットワーク会議の在り方を検討。

・ これから活動を始める個人・団体を対象に、「地域の担い手養成講座」を開催（～９月まで）

（８月

・ 第３回生活支援活動グループ連絡会を開催

（ 月）

・ 生活支援ハンドブック「ささえあうヒトビト～次代につなぐささえあいのレシピ～」発行

・ 第１回有償生活支援活動グループ連絡会を開催

・ 担い手養成講座修了生を対象に、サロン見学会を開催

・ 第２回阪神７市１町生活支援コーディネーター情報交換会

（ 月）

・ 担い手養成講座 フォローアップ講座開催

・ 第４回生活支援活動グループ連絡会開催

（ 月）

・ 啓発講演会開催（テーマ：支えあいの地域づくり～池田昌弘が各地を訪ねて考えたこと～ 講

師：特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター 池田昌弘氏）

（１月）

・ サロン・ミニデイマップ作成

（２月）

・ 第６回宝塚市セーフティネット会議を開催。

・ 第５回生活支援活動グループ連絡会を開催

（３月）

・ 第３回阪神７市１町生活支援コーディネーター情報交換会開催

・ 第３回阪神７市１町生活支援コーディネーター情報交換会開催

※その他：

・ ７ブロックそれぞれで開催される包括と地区センターの連携会議の実施

・ 自治会やまち協単位での見守り・支えあいに関する学習会への参加（講師も行った。）

・ 気になる人を支える話し合いの場（地域ささえあい会議）への参加。

・ 民間事業所による見守り体制（たからづか地域見守り隊）づくり。

・ 制度狭間のケースへの対応。

・ 視察対応。
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・ 民間事業所による見守り体制（たからづか地域見守り隊）づくり。

・ 制度狭間のケースへの対応。

・ 視察対応。

年

（５月）

・ 阪神７市１町生活支援コーディネーター情報交換会立ち上げ

（７月）

・ 第５回宝塚市セーフティネット会議を開催→第１層協議体の提案を行い、了承を得る。

・ 専門職向け研修を実施（宝塚市介護保険事業者協会と共催。テーマ：介護保険制度制度改正に

おける新しい総合事業について 講師：立川市社会福祉協議会 山本繁樹氏）

・ まちづくり協議会（コミュニティ組織）を対象に、「これからのネットワーク会議を考える会」

を開催。話し合いの場の必要性（第 層協議体）と今後のネットワーク会議の在り方を検討。

・ これから活動を始める個人・団体を対象に、「地域の担い手養成講座」を開催（～９月まで）

（８月

・ 第３回生活支援活動グループ連絡会を開催

（ 月）

・ 生活支援ハンドブック「ささえあうヒトビト～次代につなぐささえあいのレシピ～」発行

・ 第１回有償生活支援活動グループ連絡会を開催

・ 担い手養成講座修了生を対象に、サロン見学会を開催

・ 第２回阪神７市１町生活支援コーディネーター情報交換会

（ 月）

・ 担い手養成講座 フォローアップ講座開催

・ 第４回生活支援活動グループ連絡会開催

（ 月）

・ 啓発講演会開催（テーマ：支えあいの地域づくり～池田昌弘が各地を訪ねて考えたこと～ 講

師：特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター 池田昌弘氏）

（１月）

・ サロン・ミニデイマップ作成

（２月）

・ 第６回宝塚市セーフティネット会議を開催。

・ 第５回生活支援活動グループ連絡会を開催

（３月）

・ 第３回阪神７市１町生活支援コーディネーター情報交換会開催

・ 第３回阪神７市１町生活支援コーディネーター情報交換会開催

※その他：

・ ７ブロックそれぞれで開催される包括と地区センターの連携会議の実施

・ 自治会やまち協単位での見守り・支えあいに関する学習会への参加（講師も行った。）

・ 気になる人を支える話し合いの場（地域ささえあい会議）への参加。

・ 民間事業所による見守り体制（たからづか地域見守り隊）づくり。

・ 制度狭間のケースへの対応。

・ 視察対応。

兵庫県宝塚市

 

問４．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

①協議体の設置

（課題）どのような話し合いの場を位置付けるか。１層と２層の繋ぎをどうするか。

（対応）

・ 新たな話し合いの場を設定せず、１層・２層共に、既存の話し合いの場を位置付けた。

・ ２層については、２０のまちづくり協議会ごとに開催する校区ネットワーク会議を位置付けた。

しかし、内容や頻度にバラつきがあるため、全体で研修会「これからの校区ネットワーク会議

を考える会」を開催し、話し合いの場の必要性を検討した。

・ １層と２層協議体を繋ぐため、まちづくり協議会の代表者会、役員会にてセーフティネット会

議（１層）の内容の報告を行い、２層での検討材料としてもらうこととした。

②生活支援活動の推進・啓発

（課題）取り組みが出来ている地域とそうでない地域の差が出ている。

（対応）

・ 地域福祉懇談会を開催し、市民と認識を共有した後、地域での支えあいの推進・啓発について

検討を行う「生活支援活動グループ連絡会」を立ち上げた。

・ 自治会の無い地域、自治会未加入者への対応については、市域で活動するグループと共に「有

償生活支援活動グループ連絡会」を立ち上げた。

・ これから地域で活動を始めたいと考えている方に向けて、地域の担い手養成講座を開催した。

・ 地域での活動を紹介する一環として、生活支援ハンドブック、サロン・ミニデイマップを作成

した。その他、随時社協 に情報を掲載。

※解決に至っていない課題

・ 宝塚市における総合事業全体のビジョンづくり

・ 行政担当部局だけでなく、福祉部局を越えた地域づくりに関する協議の場

・ 専門職の地域福祉理解

・ 地区担当との役割分担

問５．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

・ 第１層協議体事務局を、市（地域福祉課）と社協で担当

・ 不定期に行政の担当部局（高齢福祉課）と事業について協議

・ 行政（介護保険課、高齢福祉課）が主催する「介護予防・生活支援サービスプロジェクト」会議

に参加
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兵庫県宝塚市

 

問６．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

（工夫・留意している点）

・ 介護保険制度の改正を理由にした、支えあいの仕組みや地域づくりではないということを、住

民にも専門職にも伝える。合わせて、住民の活動が専門職のサービスの受け皿ではないことも、

専門職に伝える。

・ 地域住民と一緒に話し合い、地域住民のペースで進めていく。

・ 地域の活動に参加をして得た情報や手法は、地区担当と共有する。更に、 で市民に

も伝えていく。

（これまでの業務との違い）

・ 全市対応として、地域の活動や会議を客観的に捉え、傾向や課題などを分析すること

・ 全市一律に情報を伝えるだけでなく、それぞれの地域に見合った情報の出し方、見せ方を工夫

してくこと

問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

① 地域活動の実態把握（アンケート、ヒアリング）

② 住民協働の話し合いの場づくり（協議体、生活支援活動グループ連絡会等）

③ 広報・啓発活動（講演会、地域福祉懇談会、ハンドブック作成等）

④ 専門職との連携

・ 実態把握や話し合いから出て来た課題を集約、分析し、住民協働の話し合いの場で伝えること

が、それぞれの地域での支えあい活動に繋がってくる。

・ 生活支援コーディネーターや専門職が、地域の支えあいの必要性を伝えるより、住民の活動者

から発信される内容の方が、住民にとっては活動のヒントになっている。
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兵庫県宝塚市

 

問６．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

（工夫・留意している点）

・ 介護保険制度の改正を理由にした、支えあいの仕組みや地域づくりではないということを、住

民にも専門職にも伝える。合わせて、住民の活動が専門職のサービスの受け皿ではないことも、

専門職に伝える。

・ 地域住民と一緒に話し合い、地域住民のペースで進めていく。

・ 地域の活動に参加をして得た情報や手法は、地区担当と共有する。更に、 で市民に

も伝えていく。

（これまでの業務との違い）

・ 全市対応として、地域の活動や会議を客観的に捉え、傾向や課題などを分析すること

・ 全市一律に情報を伝えるだけでなく、それぞれの地域に見合った情報の出し方、見せ方を工夫

してくこと

問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

① 地域活動の実態把握（アンケート、ヒアリング）

② 住民協働の話し合いの場づくり（協議体、生活支援活動グループ連絡会等）

③ 広報・啓発活動（講演会、地域福祉懇談会、ハンドブック作成等）

④ 専門職との連携

・ 実態把握や話し合いから出て来た課題を集約、分析し、住民協働の話し合いの場で伝えること

が、それぞれの地域での支えあい活動に繋がってくる。

・ 生活支援コーディネーターや専門職が、地域の支えあいの必要性を伝えるより、住民の活動者

から発信される内容の方が、住民にとっては活動のヒントになっている。

兵庫県宝塚市

 

問８．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

・ 支えあい活動の推進に向けて、現在の活動者、子育て世代、各種事業所（見守り事業所、介護保

険事業所）等にアンケート調査を行う。

（例：地域の居場所や活動の担い手、見守り事業所の実態、介護保険事業所と有償生活支援グ

ループの連携について等）

・ 啓発講演会、地域懇談会の開催。（案：見守り・支えあいに関する内容、居場所づくりに関する

内容－西宮、伊丹との共催も検討する）

・ （仮）生活支援コーディネーター通信のような、住民の活動を取り上げた定期的な情報誌づく

り

・ 地域住民と見守り事業所の話し合いの場と、地域活動への協力体制づくり（活動の担い手、拠

点の提供等）

・ 専門職向けの地域福祉に関する研修会の実施

※前年度から引き続き行う取り組みは除く。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

・ 基盤整備事業、体制整備事業について、他の市町村の取り組み状況や具体的な活動状況につい

ての情報

・ 行政からの委託金では、事業費が不足する場合がある。民間企業、財団等が行う助成金につい

ての情報

・ 地域福祉への理解を含め、総合的に相談対応することのできる福祉専門職の養成研修のプログ

ラム作り
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岡山県倉敷市

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

倉敷市 岡山県

倉敷市社会福祉協議会

松岡　武司

主任

社会福祉士、ケアマネ

年 7 ヶ月

086 （　434　） 3301 086 （　434　） 3357

matsuoka@kurashikisyakyo.or.jp

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター

第1層協議体

第2層協議体

○第1層生活支援コーディネーターの人数

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

社協　地域担当

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

○

H29に2人配置
その後順次（まだ未定）

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

地域福祉課
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岡山県倉敷市

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

倉敷市 岡山県

倉敷市社会福祉協議会

松岡　武司

主任

社会福祉士、ケアマネ

年 7 ヶ月

086 （　434　） 3301 086 （　434　） 3357

matsuoka@kurashikisyakyo.or.jp

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター

第1層協議体

第2層協議体

○第1層生活支援コーディネーターの人数

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

社協　地域担当

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

○

H29に2人配置
その後順次（まだ未定）

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

地域福祉課

岡山県倉敷市

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

地域の福祉活動、地縁組織とのつながりを鑑みて。

社協の職員でも、地域福祉の経験値のある「主任」クラスの人間を、と要望。

（市　担当者：林氏回答）

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

個別支援の経験（デイサービス相談員、日常生活支援事業　担当）と

地域福祉（担当）の経験の両方を持っているから

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

・通いの場、サロン、生活支援サービス　等　「宝さがし」（地域資源発掘）

→　「通いの場のガイドブック」を作成するため、取材も兼ねて、サロン・

つどい場の発掘と訪問を実施した 430サロン発掘、250掲載予定

市の助成しているサロン、社協のいきいきサロン、地域包括が把握している

サロンから始め、拡げていった

・（6月）生活支援サービス関係団体連絡会

コープ、医療生協、シルバー人材Ｃ、認知症カフェ（12ヶ所）、移送サービス等

・（8月～11月）サロン代表者の連絡会議（６地区別に）

・（8月）支え合いのまちづくりフォーラム開催

講演（さわやか・土屋氏）＋地域活動団体の報告、生活支援Coの紹介

・（8月～）生活・介護支援サポーター養成講座、フォローアップ講座　受講50名

※協議体の運営は、市役所で担当
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岡山県倉敷市

問4．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

・倉敷が広くて、なかなか回り切れていない

・社協6地区（合併前旧自治体単位）事務所との協働が、まだできていない

★社協の地域担当との役割分担は（現在）されていない

「確かに、活動内容は重なりますね」

ちなみにCSW配置はない。

問5．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

・2ヶ月に1回協議体（1層）が開かれるが、その前後では、会議を実施

・通常でも、市の担当者と週２～3回はTEL

・市の保健師さんとは、１ヶ月に1回以上は協働（100歳体操の推進他）

・そのほか、市民活動推進課、スポーツ振興課等と必要に応じ、やりとりしている
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岡山県倉敷市

問4．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

・倉敷が広くて、なかなか回り切れていない

・社協6地区（合併前旧自治体単位）事務所との協働が、まだできていない

★社協の地域担当との役割分担は（現在）されていない

「確かに、活動内容は重なりますね」

ちなみにCSW配置はない。

問5．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

・2ヶ月に1回協議体（1層）が開かれるが、その前後では、会議を実施

・通常でも、市の担当者と週２～3回はTEL

・市の保健師さんとは、１ヶ月に1回以上は協働（100歳体操の推進他）

・そのほか、市民活動推進課、スポーツ振興課等と必要に応じ、やりとりしている

岡山県倉敷市

問6．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

・地域に教えを乞う立場を忘れない。

パートナーとして活動。一緒に考えていく形にする。

「社会資源」という言葉を使わない。住民は、そんな意識はない。

逆に、住民にとって、自分が資源となるように意識している。

・訪問するときは、自己紹介・生活支援コーディネーターの役割を知ってもらう

ためのチラシを持参（名刺がわり）

・住民活動の良い点を常に意識するように、そして、それを言葉にするように。

・呼ばれたら断らない。何でも話してもらえるようにするため。

高齢関係の話じゃなくても（子育て支援の話でも）、行く。

※市の担当者「地域づくりとしてのコーディネーター配置と考えている」

問7．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

１．協議体メンバー（特に地域包括）と一緒に活動できていること

特に、地域包括の社会福祉士部会（社協の地域担当時代は、できてなかった）

社協の事務所単位ではない情報が入る

２．ガイドブックの作成

これによって、地域に深く入る（知る）ことができた

地域の人から声がかかるようになった

作成のための取材という名目が、訪問の理由づけとしても良かった

３．フォーラムの開催

地域の人に「生活支援コーディネーター」を知ってもらえて、協力いただける

方が増えた。認知度があがった。

発表された住民活動をみて触発され、自分でも始められた方もいた。
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岡山県倉敷市

問8．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

・3月に行われる2回目のフォーラムは、住民活動の自慢大会にしたい

そこで、専門家の方に評価（ほめて）してもらって、住民のモチベーション

につなげたい。 「CLCさんの郡山を参考にさせていただきます」

・社協だよりの１ページをくれと話している。

そこで、発掘した地域活動を載せて、周知していきたい

社協がやるべきことだと思う。

・430の発掘したサロンを全部まわりたい！（まだ、見られていない）

・小地域のケア会議とか、支援の会議体の見える化をはかりたい

各々で行われている支援の共有化

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

・社協の同僚にも、地域のスペシャリストがいるので、そのノウハウ等を

今後、教えてもらいたいと思っている

・地域の人の意識を高めるようなプレゼン力を身につけたい

・社協の中でのリーダーシップをとれるようになりたい
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岡山県倉敷市

問8．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

・3月に行われる2回目のフォーラムは、住民活動の自慢大会にしたい

そこで、専門家の方に評価（ほめて）してもらって、住民のモチベーション

につなげたい。 「CLCさんの郡山を参考にさせていただきます」

・社協だよりの１ページをくれと話している。

そこで、発掘した地域活動を載せて、周知していきたい

社協がやるべきことだと思う。

・430の発掘したサロンを全部まわりたい！（まだ、見られていない）

・小地域のケア会議とか、支援の会議体の見える化をはかりたい

各々で行われている支援の共有化

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

・社協の同僚にも、地域のスペシャリストがいるので、そのノウハウ等を

今後、教えてもらいたいと思っている

・地域の人の意識を高めるようなプレゼン力を身につけたい

・社協の中でのリーダーシップをとれるようになりたい

高知県中土佐町

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

中土佐町 高知県

中土佐町地域包括支援センター

若木　和香

年 ヶ月

　　　　　（　　　　）　 　　　　　（　　　　）　

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター H27年度

第2層生活支援コーディネーター （第1層と兼ねる）

第1層協議体 H27年度

第2層協議体 H28年度

○第1層生活支援コーディネーターの人数

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

ポータルサイトの制作や運営を行うソフト会社に勤務

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

電話番号 FAX

E－MAIL

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名

所持資格

コーディネーター
歴

ご記入者
（コーディネーター）

配置・設置

○

設置・配置年 備考

人

○

○
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高知県中土佐町

 

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

○ 包括は直営であることから包括に配置した方が、距離が近いので良いと考える。社協に属さな

くとも第２層の協議体やあったかの地域福祉コーディネーターとの関係なども作れており、一

歩引いたところで関係性が取れる。

（回答は上司）

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

○ ポータルサイトの制作や運営を行うソフト会社での勤務経験から、地域の情報を収集・発信す

る仕事をしていたことや地域の住民であることを強みとして考えた。

（回答は上司）

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

○ 平成 年 月に第一層協議体設置、昨年度はこれを含めて２回会議を開催。平成 年４月

久礼、上ノ加江・矢井賀、大野見の 地域に置かれた「地域ふくし活動推進委員」（注：実際に

活動実績のあるあったか運営協議会や地区部会の住民を主メンバーとして一本化。地域福祉計

画策定にも関わっている）を第 層協議体として捉えている。

○ 平成 年は、まずは地域や人を知るため、 カ所のあったかの集いやアクションプランの会

議、地域行事などに積極的に参加した。

○ 平成 年度は上ノ加江・矢井賀の小地域ケア会議に全て出ていたが、今年度は動きの出た（後

述）山内・大川内や、あったか寄り家の地域福祉コーディネーターに言われたところのみに出

ている。また、集落活動センターの動きがあるので大野見地区に重点的に入るようにしている。

あったかほのぼの大野見の地域福祉コーディネーターが、サテライトの運営をいずれは住民主

導で、というイメージをもっている。

○ 情報共有の会議などとして、「介護高齢者定例会」が月１回行われている。大野見で言えば、「こ

だま」（月 回の会議）を主催し、北地区振興会、あったかの会議などに参加。「介護高齢者定

例会」で生活支援 に関して報告（係長）する内容がある時も含め、地域に動きがある時や

新たな情報を得た時など係長に常時相談している。
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高知県中土佐町

 

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

○ 包括は直営であることから包括に配置した方が、距離が近いので良いと考える。社協に属さな

くとも第２層の協議体やあったかの地域福祉コーディネーターとの関係なども作れており、一

歩引いたところで関係性が取れる。

（回答は上司）

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

○ ポータルサイトの制作や運営を行うソフト会社での勤務経験から、地域の情報を収集・発信す

る仕事をしていたことや地域の住民であることを強みとして考えた。

（回答は上司）

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

○ 平成 年 月に第一層協議体設置、昨年度はこれを含めて２回会議を開催。平成 年４月

久礼、上ノ加江・矢井賀、大野見の 地域に置かれた「地域ふくし活動推進委員」（注：実際に

活動実績のあるあったか運営協議会や地区部会の住民を主メンバーとして一本化。地域福祉計

画策定にも関わっている）を第 層協議体として捉えている。

○ 平成 年は、まずは地域や人を知るため、 カ所のあったかの集いやアクションプランの会

議、地域行事などに積極的に参加した。

○ 平成 年度は上ノ加江・矢井賀の小地域ケア会議に全て出ていたが、今年度は動きの出た（後

述）山内・大川内や、あったか寄り家の地域福祉コーディネーターに言われたところのみに出

ている。また、集落活動センターの動きがあるので大野見地区に重点的に入るようにしている。

あったかほのぼの大野見の地域福祉コーディネーターが、サテライトの運営をいずれは住民主

導で、というイメージをもっている。

○ 情報共有の会議などとして、「介護高齢者定例会」が月１回行われている。大野見で言えば、「こ

だま」（月 回の会議）を主催し、北地区振興会、あったかの会議などに参加。「介護高齢者定

例会」で生活支援 に関して報告（係長）する内容がある時も含め、地域に動きがある時や

新たな情報を得た時など係長に常時相談している。

高知県中土佐町

 

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

○ 包括は直営であることから包括に配置した方が、距離が近いので良いと考える。社協に属さな

くとも第２層の協議体やあったかの地域福祉コーディネーターとの関係なども作れており、一

歩引いたところで関係性が取れる。

（回答は上司）

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

○ ポータルサイトの制作や運営を行うソフト会社での勤務経験から、地域の情報を収集・発信す

る仕事をしていたことや地域の住民であることを強みとして考えた。

（回答は上司）

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

○ 平成 年 月に第一層協議体設置、昨年度はこれを含めて２回会議を開催。平成 年４月

久礼、上ノ加江・矢井賀、大野見の 地域に置かれた「地域ふくし活動推進委員」（注：実際に

活動実績のあるあったか運営協議会や地区部会の住民を主メンバーとして一本化。地域福祉計

画策定にも関わっている）を第 層協議体として捉えている。

○ 平成 年は、まずは地域や人を知るため、 カ所のあったかの集いやアクションプランの会

議、地域行事などに積極的に参加した。

○ 平成 年度は上ノ加江・矢井賀の小地域ケア会議に全て出ていたが、今年度は動きの出た（後

述）山内・大川内や、あったか寄り家の地域福祉コーディネーターに言われたところのみに出

ている。また、集落活動センターの動きがあるので大野見地区に重点的に入るようにしている。

あったかほのぼの大野見の地域福祉コーディネーターが、サテライトの運営をいずれは住民主

導で、というイメージをもっている。

○ 情報共有の会議などとして、「介護高齢者定例会」が月１回行われている。大野見で言えば、「こ

だま」（月 回の会議）を主催し、北地区振興会、あったかの会議などに参加。「介護高齢者定

例会」で生活支援 に関して報告（係長）する内容がある時も含め、地域に動きがある時や

新たな情報を得た時など係長に常時相談している。

 

問４．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

○ 元気塾や貯筋クラブも、お世話役の高齢化や活動が停滞気味となるところもあり、提案して今

年度から包括発行で「笑う門」という便りを年４回出すことにした。復活や新規で立ち上がっ

たところの情報などを載せているが、取材も喜ばれ、住民からの反応も徐々に出てきている。

問５．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

○ 集落活動センター設置の構想が大野見地区の南と北 か所で動き出している。担当は企画課と

なることから、行政の嘱託職員として他課との連携も取りやすく、集落活動センターとあった

かをつなげる役割も出来ている。元気塾、貯筋クラブといった活動に関わりやすい。

問６．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

○ 平成 年度は、 カ所のあったかの集いやアクションプランの会議、地域行事などに積極的

に参加。その際、生活支援 であることは言ったが、負担に感じてもいけないと思い、何を

ミッションとしているかはあえて伝えてこなかった。平成 年 月に実はこういう理由で

色々と参加していたと住民に初披露。十分に馴染んでからだったこともあり「そういうことだ

ったのか」という意外に受け入れる反応が返ってきた。逐次記録のメモを取っているが、当初

は参加するだけに留め感想を持ってもそれを発言せず記録にだけつけていた。半年経って、そ

の時々の感想を伝えるようにした。今年度からは誘い水になるような「こうなるといいですね

ぇ」といった言葉を掛けるようにしている。その判断の経緯は記録メモから追うことは可能。
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高知県中土佐町

 

問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

○ 山内・大川内地域では集いの場の必要性を住民が認識していたが、２年ほどなかなか動かなか

った。あったかの気になる人マップの更新による小地域ケア会議の積み上げから、住民も場づ

くりをしたいという気持ちが強まり、生活支援 の働きかけもあって一般介護予防事業の山

内貯筋クラブが始まった。これらも成果と考えている。

（回答は上司）

問８．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

○ 元気塾や貯筋クラブといった、地域のこのような場は大きな受け皿とも考えているので、自然

な活性化をしていきたい。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。
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高知県中土佐町

 

問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

○ 山内・大川内地域では集いの場の必要性を住民が認識していたが、２年ほどなかなか動かなか

った。あったかの気になる人マップの更新による小地域ケア会議の積み上げから、住民も場づ

くりをしたいという気持ちが強まり、生活支援 の働きかけもあって一般介護予防事業の山

内貯筋クラブが始まった。これらも成果と考えている。

（回答は上司）

問８．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

○ 元気塾や貯筋クラブといった、地域のこのような場は大きな受け皿とも考えているので、自然

な活性化をしていきたい。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

高知県本山町

 

問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

○ 山内・大川内地域では集いの場の必要性を住民が認識していたが、２年ほどなかなか動かなか

った。あったかの気になる人マップの更新による小地域ケア会議の積み上げから、住民も場づ

くりをしたいという気持ちが強まり、生活支援 の働きかけもあって一般介護予防事業の山

内貯筋クラブが始まった。これらも成果と考えている。

（回答は上司）

問８．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

○ 元気塾や貯筋クラブといった、地域のこのような場は大きな受け皿とも考えているので、自然

な活性化をしていきたい。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

お手数をおかけいたしますが、ご記入をよろしくお願いいたします。

貴市町村のコーディネーター・協議体等の配置について、教えて下さい。

第1層生活支援コーディネーター

第2層生活支援コーディネーター

第1層協議体

第2層協議体

○第1層生活支援コーディネーターの人数

●ご記入いただいているあなた（コーディネーター）の経歴について

１）前職を教えてください

２）　相談員経験はありますか

あり なし

３）　行政職経験はありますか

あり なし

４　）地域（福祉）担当経験はありますか（地域担当保健師、地域包括支援センター含む）

あり なし

貴市区町村名 都道府県名

お名前

部署名

（市町村直営でない場合）

受託法人名

役職名
ご記入者

（コーディネーター）

事務局

本山町

人

H27年度

地域包括支援センター　　デイサービス管理者　　ケアハウス相談員等

久市　里美

事務次長心得

介護福祉士、社会福祉主事任用資格、保育士

電話番号 FAX

E－MAIL

所持資格

1年6ヶ月

0887-76-2312

配置・設置

○

設置・配置年 備考

0887-76-2381

motoyamasyakyou@iaa.itkeeper.ne.jp

（第2層と兼ねる）

コーディネーター
歴

高知県

社会福祉法人　本山町社会福祉協議会
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高知県本山町

 

問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

① 町よりも町民に近い立場で業務している団体であること。

② 民生委員・児童委員協議会事務局を持つ団体であり、町として当該委員からの情報、意見を重

要視していること。

③ シルバー人材センター事務局との距離が近く、速やかに支援活動につなげられること。

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

 所持資格、前職での管理能力等。しかし、一番の理由は、人の間に自然に入っていき、場をもり

あげることのできる能力と資質。課題把握とそれを解決に向ける強い姿勢をもっていること。

とにかく、元気で前向きでないと関わる者は元気にならない。「この人とならやっていこう」と

住民が思える人をコーディネーターにしたかった。

○ 社協は正規職員が 名。役職は局長と次長のみ。民生児童委員の事務局も社協にあることや行

政は縛りがあるが社協は制度外に対しても柔軟に対応できる。正直なところ社協の今後の強化

も意識した。

○ 社協の仕事こそ生活支援 と思い、当初から受託させたかったが人材の目途が立たなかった。

前に一緒に働いた経験があり彼女の能力を買っていたので、高知市にいた彼女を一本釣りした。

社協の建て直しも急務だった。包括にいた 年間でも包括を変えたので社協改革にも期待。包

括にいる時から予防体操などで地域に出て貰った。包括の臨時ということで、町外者ではある

が町民に覚えて貰い本人も地域を覚えることができた。

（本欄回答は上司）
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問１．（コーディネーターを法人委託としていた場合）

市町村から、あなたの団体・法人に委託された理由を教えてください

① 町よりも町民に近い立場で業務している団体であること。

② 民生委員・児童委員協議会事務局を持つ団体であり、町として当該委員からの情報、意見を重

要視していること。

③ シルバー人材センター事務局との距離が近く、速やかに支援活動につなげられること。

問２．あなたが、コーディネーターとして選ばれた理由を教えてください

（資格、業務経験、土地勘などできるだけ具体的に）

 所持資格、前職での管理能力等。しかし、一番の理由は、人の間に自然に入っていき、場をもり

あげることのできる能力と資質。課題把握とそれを解決に向ける強い姿勢をもっていること。

とにかく、元気で前向きでないと関わる者は元気にならない。「この人とならやっていこう」と

住民が思える人をコーディネーターにしたかった。

○ 社協は正規職員が 名。役職は局長と次長のみ。民生児童委員の事務局も社協にあることや行

政は縛りがあるが社協は制度外に対しても柔軟に対応できる。正直なところ社協の今後の強化

も意識した。

○ 社協の仕事こそ生活支援 と思い、当初から受託させたかったが人材の目途が立たなかった。

前に一緒に働いた経験があり彼女の能力を買っていたので、高知市にいた彼女を一本釣りした。

社協の建て直しも急務だった。包括にいた 年間でも包括を変えたので社協改革にも期待。包

括にいる時から予防体操などで地域に出て貰った。包括の臨時ということで、町外者ではある

が町民に覚えて貰い本人も地域を覚えることができた。

（本欄回答は上司）

高知県本山町

 

問３．あなたが、生活支援コーディネーターになってから、これまで行ってきた活動を

概要で結構ですので、段階（プロセス）を追った形で教えてください。

① 地域包括支援センターで住民個別対応

② あったかふれあいセンター職員指導

③ 民児協定例会等情報共有

④ 町主催事業への参加住民交流

⑤ 平成２８年４月から 社協事業参加 住民に顔を知ってもらう活動

⑥ 社協体制の整備

○ 生活支援コーディネーターの活動は、平成 年の「本山町地域見守りネットワーク」にて紹

介。「見守りグループ」の座談会へも意見を引き出す役として参加。「見守りグループ」のメン

バーは、生活支援 と何かを今後していくとは捉えていない段階。

＜会議の持ちかた＞

地域ケア会議…毎月開催。包括所長が司会。固定メンバー＋地区民生委員＋近所の住民等。

協議体会議… カ月に１度、年３回生活支援 が司会。地域ケア会議と重複するメンバーも

多い（何役も 人が持っている）。はっきりとはメンバーを決めていない。専門職だけではなく

町民も多い。

○ 「久市が協議体」＝生活支援 が地域に行って話し合うことを協議体と呼ぶ。改めて協議体

のためにメンバーに名称をつけ役をつけると負担になるので、あえて避けている。担い手は

代が中心でもあるので、生活支援 にはそこを強調している。こちらの整理として機能を協

議体とみなせばよいと考えている。「適度にアバウト」
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問４．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

① 個別対応することで、地域住民の自助力、互助力の必要性（認知症高齢者への理解不足）

② あったかふれあいセンターと包括の情報共有が不足

③ 民協からの情報提供が地域差がある

④ ミニデイ事業 移動の問題

⑤ 社協内の情報共有体制の不足、見守りネットワークの推進の遅れ

 平成２７年度４月より地域包括支援センターにて活動を行ったことで、個別の課題に対応する

ことができた。認知症高齢者に対して地域の理解はあるものの、住民が正しい理解ができてい

ない。認知症初期集中支援チームに加わり、包括と共に行動したことにより、包括では対応し

きれない個別支援の必要性（住民の見守り等）を感じた。また、あったかふれあいセンター職

員との情報共有がしにくい体制であり、社協事業（見守りネットワーク等）を強化することで、

元々ある住民のネットワークがさらに地域の基盤として稼働していけるよう平成２８年４月か

ら活動している。また、社協内で活動する事により、包括、民協、各事業担当者との連携強化を

目指し、地域福祉の要である社協の体制整備に取り組んでいる。

○ 行政区は 地区。単位イメージとしては カ所。本山町ではあったか拠点１ヵ所（２ 週）

３カ所のサテライト（各１ 週）。ミニデイのないところでサテライトをしている。あったかに

は臨時職員３名。社協の体制整備は人員体制的にも不十分で、地域福祉をどう推進していくか

が課題となっている。

○ 「本山町地域見守りネットワーク」が発足しており カ所（市街地、南部１、南部２、北部１、

北部２、北部３）に平成 年度から「見守りグループ」が存在している。このこともあり、

あったかを無理に主軸にするのではないという判断をしている。ミニデイも カ所で実施。

「見守りグループ」は意見交換や情報共有を行う座談会を年２回行い、年１回の全体会である

「本山町地域見守りネットワーク推進会」で代表が報告を行う。見守りグループの構成員は、

区長、民生児童委員、自主防災組織代表他。これらを総括し、専門機関も含めて事務局を社協

に置き「本山町地域見守りネットワーク推進会」と称している。高齢者の見守りが出発だが、

委員からは引きこもりなど若い人の課題もあり対象にすべきとの発言も見られている。
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問４．これまでの活動のなかで、どのような問題・課題がでてきましたか。先の段階をもとに

説明してください。それに対して、どのような対応を行い、解決に至りましたか。

① 個別対応することで、地域住民の自助力、互助力の必要性（認知症高齢者への理解不足）

② あったかふれあいセンターと包括の情報共有が不足

③ 民協からの情報提供が地域差がある

④ ミニデイ事業 移動の問題

⑤ 社協内の情報共有体制の不足、見守りネットワークの推進の遅れ

 平成２７年度４月より地域包括支援センターにて活動を行ったことで、個別の課題に対応する

ことができた。認知症高齢者に対して地域の理解はあるものの、住民が正しい理解ができてい

ない。認知症初期集中支援チームに加わり、包括と共に行動したことにより、包括では対応し

きれない個別支援の必要性（住民の見守り等）を感じた。また、あったかふれあいセンター職

員との情報共有がしにくい体制であり、社協事業（見守りネットワーク等）を強化することで、

元々ある住民のネットワークがさらに地域の基盤として稼働していけるよう平成２８年４月か

ら活動している。また、社協内で活動する事により、包括、民協、各事業担当者との連携強化を

目指し、地域福祉の要である社協の体制整備に取り組んでいる。

○ 行政区は 地区。単位イメージとしては カ所。本山町ではあったか拠点１ヵ所（２ 週）

３カ所のサテライト（各１ 週）。ミニデイのないところでサテライトをしている。あったかに

は臨時職員３名。社協の体制整備は人員体制的にも不十分で、地域福祉をどう推進していくか

が課題となっている。

○ 「本山町地域見守りネットワーク」が発足しており カ所（市街地、南部１、南部２、北部１、

北部２、北部３）に平成 年度から「見守りグループ」が存在している。このこともあり、

あったかを無理に主軸にするのではないという判断をしている。ミニデイも カ所で実施。

「見守りグループ」は意見交換や情報共有を行う座談会を年２回行い、年１回の全体会である

「本山町地域見守りネットワーク推進会」で代表が報告を行う。見守りグループの構成員は、

区長、民生児童委員、自主防災組織代表他。これらを総括し、専門機関も含めて事務局を社協

に置き「本山町地域見守りネットワーク推進会」と称している。高齢者の見守りが出発だが、

委員からは引きこもりなど若い人の課題もあり対象にすべきとの発言も見られている。

高知県本山町

 

問５．これまであなたが活動を行ってきたなかで、行政とは、どのような関わりを

してきましたか。定期的な会合や報告・その頻度、事業展開上の打ち合わせ等。

 小さな町ゆえに、顔を合わせて会話することは毎日である。

 毎月行われる、地域ケア会議への参加、生活支援コーディネーター協議体会議の共同開催

健康福祉課課内職場会（毎月）への参加。

 上記の会議等でその都度に報告があれば行い、また協力体制を依頼してき、地域見守りネットワ

ーク推進会（各地域での座談会方式）にも行政も参加している。

 地域福祉に関する者が集まる会合（県社協や他町の社協との会合）にも、行政がいてくれると協

力体制がとりやすいと思うときには、気軽に声をかけるようにしている。

○ 相談できる人が同フロアにいたのは良かった。何でもすぐ相談できたので孤立を感じたことは

ない。うまくいっている。

問６．生活支援コーディネーターの活動を行うに際して、工夫や留意している点がありま

したら、教えてください。これまでの業務との違いも教えてください。

 とっつきやすいように、あえて生活支援コーディネーターと名乗らない。（事業名をわざわざだ

さない）

 なんでもいいところを見つけたら、それをしている人をほめる。

 相談があれば、可能な限りすぐ行動する。そして、その結果を相手に返す。

＜これまでの業務との違い＞

 これまでは対象が高齢者だけであったが、この業務は対象の枠がない。

 視点が個人のみではなく、最終的に今おこなっていることが地域にまで及ぶこと。
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問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

① 社協の体制整備

② 住民の自助・共助 の必要性を住民が理解する

③ 認知症や障害等の住民の正しい理解

④ 行政とのパートナーシップ

 社会福祉協議会の体制が整備され、住民へ様々なアプローチができるようになれば、もともと

住民が持っているネットワーク、助け合い等がより強力になる。加えて、病気等の正しい理解

が浸透すれば住民の共助の力は自然と構築される。元来の「地域力」はかなり高いのでそれを

信じる。住民は不便ながらも要介護申請に至るまでは、畑作業等で自身の介護予防に努めてい

る。（住民に介護予防という意識はないかもしれないが結果的に予防になっている）保健・医療

に関してのアプローチも在宅生活を継続できる（セルフマネジメントができる）方法を模索し

たほうが効率がよいと考える。

○ 生活支援コーディネーターを配置したことでの変化として、「見守りグループ」は実動できてい

なかった。ゆくゆくは地区活動計画を作っていければ理想だと考えている。気になる人をどう

支えていくかを考えて行けるような。

問８．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

★住民が他町村の住民に向けて「そこそこえい町ぜよ」と自慢ができる町にする。という大目標に

むかって…

① あったかふれあいセンター事業の充実。「総合事業」の受け皿として十分な存在価値のある場と

する。

② 認知症になっても、少々病気をしても地元で生活していくための施策を包括とともに考える。

③ 行政と手を携えて、元気な高齢者を増やすこと。健康寿命を延ばすこと。

⇒そのためには、高齢者が「稼ぐ」ことに重きを置く活動をする。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

 いざ、住民が何かを自分たちの力でやりたいと取り組んだ場合の資金調達方法について。
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問７．これまで活動の成果について、重要と思われる順番に教えてください。

今後の発展性・波及性については、どうお考えですか。

① 社協の体制整備

② 住民の自助・共助 の必要性を住民が理解する

③ 認知症や障害等の住民の正しい理解

④ 行政とのパートナーシップ

 社会福祉協議会の体制が整備され、住民へ様々なアプローチができるようになれば、もともと

住民が持っているネットワーク、助け合い等がより強力になる。加えて、病気等の正しい理解

が浸透すれば住民の共助の力は自然と構築される。元来の「地域力」はかなり高いのでそれを

信じる。住民は不便ながらも要介護申請に至るまでは、畑作業等で自身の介護予防に努めてい

る。（住民に介護予防という意識はないかもしれないが結果的に予防になっている）保健・医療

に関してのアプローチも在宅生活を継続できる（セルフマネジメントができる）方法を模索し

たほうが効率がよいと考える。

○ 生活支援コーディネーターを配置したことでの変化として、「見守りグループ」は実動できてい

なかった。ゆくゆくは地区活動計画を作っていければ理想だと考えている。気になる人をどう

支えていくかを考えて行けるような。

問８．今後の活動で、取り組んでみたいこと・考えていることなどがありましたら、

教えてください。

★住民が他町村の住民に向けて「そこそこえい町ぜよ」と自慢ができる町にする。という大目標に

むかって…

① あったかふれあいセンター事業の充実。「総合事業」の受け皿として十分な存在価値のある場と

する。

② 認知症になっても、少々病気をしても地元で生活していくための施策を包括とともに考える。

③ 行政と手を携えて、元気な高齢者を増やすこと。健康寿命を延ばすこと。

⇒そのためには、高齢者が「稼ぐ」ことに重きを置く活動をする。

問９．最後に、コーディネーターの業務を行ううえで、いま最も知りたいこと、

勉強したいことがありましたら、教えてください。

 いざ、住民が何かを自分たちの力でやりたいと取り組んだ場合の資金調達方法について。
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事 務 連 絡

平成 年６月 日

各保険者介護保険担当課長 様

富山県厚生部高齢福祉課長

（公印省略）

平成 年度第１回生活支援コーディネーター養成研修の開催について

日頃から、高齢者施策の推進にご尽力いただき厚くお礼申しあげます。

さて、地域包括ケアシステムを着実に推進するため、生活支援サービスの体制整備を推進

する「生活支援コーディネーター」の養成研修を下記のとおり開催します。

つきましては、担当職員等の出席についてご配慮いただきますよう、よろしくお願いいた

します。

記

１ 日程・会場

平成 年７月 日（木）、７月 日（金）

富山農協会館 会議室（富山市新総曲輪２番 号）

２ 内容

別添研修次第のとおり

３ 対象者

・市町村等職員

・生活支援コーディネーター及び今後生活支援コーディネーターとなる者等

４ 提出物等

（１）提出物

①出席者名簿（別紙１）：

・保険者にてとりまとめのうえ提出願います。

②事前アンケート（別紙２）：

・受講者毎に作成いただき、保険者にてとりまとめのうえ提出願います。

（２）提出期限・提出方法

平成 年７月 日（金）までに電子メールにて回答願います。

５ その他

・研修のテキストとして、厚生労働省ホームページに掲載の「平成 年度生活支援コー

ディネーター（地域支え合い推進員）指導者養成研修テキスト」を使用します。保険者に

おかれましては、当該テキストを事前にダウンロートのうえ参加者へ配布願います。

【事務担当】 
地域包括ケア推進班 長濱 
TEL：076-444-3205（直通）FAX：076-444-3492 
E-Mail：takehito.nagahama@pref.toyama.lg.jp 

富山県 参考資料
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事 務 連 絡

平成 年６月 日

各保険者介護保険担当課長 様

富山県厚生部高齢福祉課長

（公印省略）

平成 年度第１回生活支援コーディネーター養成研修の開催について

日頃から、高齢者施策の推進にご尽力いただき厚くお礼申しあげます。

さて、地域包括ケアシステムを着実に推進するため、生活支援サービスの体制整備を推進

する「生活支援コーディネーター」の養成研修を下記のとおり開催します。

つきましては、担当職員等の出席についてご配慮いただきますよう、よろしくお願いいた

します。

記

１ 日程・会場

平成 年７月 日（木）、７月 日（金）

富山農協会館 会議室（富山市新総曲輪２番 号）

２ 内容

別添研修次第のとおり

３ 対象者

・市町村等職員

・生活支援コーディネーター及び今後生活支援コーディネーターとなる者等

４ 提出物等

（１）提出物

①出席者名簿（別紙１）：

・保険者にてとりまとめのうえ提出願います。

②事前アンケート（別紙２）：

・受講者毎に作成いただき、保険者にてとりまとめのうえ提出願います。

（２）提出期限・提出方法

平成 年７月 日（金）までに電子メールにて回答願います。

５ その他

・研修のテキストとして、厚生労働省ホームページに掲載の「平成 年度生活支援コー

ディネーター（地域支え合い推進員）指導者養成研修テキスト」を使用します。保険者に

おかれましては、当該テキストを事前にダウンロートのうえ参加者へ配布願います。

【事務担当】 
地域包括ケア推進班 長濱 
TEL：076-444-3205（直通）FAX：076-444-3492 
E-Mail：takehito.nagahama@pref.toyama.lg.jp 

富山県 参考資料

【１日目】７月28日（木） 場所：農協会館801会議室

時間 項目 内容 講師・説明者

1
9：30～
9：35

開会 県高齢福祉課

2
9：35～
9：40

オリエンテーション 県高齢福祉課

　①-1 介護保険制度について

　・介護保険制度の概要
　・生活支援コーディネーター（地域支
　え合い推進員）と協議体について

県高齢福祉課

  ① - 2  県内の地域支援活動事例
         　「ケアネット21を考える」
 
  ・ケアネットの概要説明
　・具体的な取り組み状況
　・今後の方向性

県社会福祉協議会
地域福祉・ボラン
ティア振興課
主幹

池田　浩一郎　氏

4
10：20～
11：10
（50分）

講義

　②　生活支援コーディネーター（地域支え
　　合い推進員）に期待される機能と役割

　・コーディネーターと協議体の活動理念
　・地域包括ケアシステムにおけるコーディ
　ネーターと協議体の位置づけ
　・生活支援等サービスの体制整備におけ
　る市町村の役割
　・都道府県の役割

氷見市社会福祉協
議会
事務局次長

森脇　俊二　氏

11:10～
11:20

休憩

5
11：20～
12：00
（40分）

講義

　③　高齢者の生活支援ニーズと生活支援
　　サービスについて
　
　１.高齢者の生活支援ニーズ
　２.発達する道具（生活支援用具）と生
　活支援サービス
　３.高齢者の生活支援サービス活用上
　の課題と支援の方法
　４.まとめ～生活支援ニーズに応えるた
　めに～

富山大学大学院
医学薬学研究部
老年看護学講座
准教授

新鞍　真理子　氏

12：00～
13：00

昼休憩

平成28年度第1回生活支援コーディネーター養成研修　次第

講義3
9：40～
10：20
(40分)
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6
13：00～
14：30
(90分)

講義

　④ 高齢者に係る地域アセスメントの手法
　について
　（地域特性の把握、社会資源の把握、地
　域の生活支援ニーズの把握）

・地域アセスメントの意義
・地域アセスメントの方法
・地域全体の生活ニーズの把握
・地域アセスメントの留意点

富山福祉短期大学
社会福祉学科
介護福祉専攻長・
准教授

宮嶋　潔　氏

14:30～
14:40

休憩

7
14：40～
16：40
（120分）

講義
演習

　⑤　生活支援コーディネーター(地域支え
　　合い推進員)が行うべきアセスメントと支
　　援の視点

　・生活支援コーディネーター（地域支え
　合い推進員）の独自の視点
　・生活支援コーディネーターの独自の
　役割
　・生活支援コーディネーターの独実の
　視点で行う生活支援ニーズの把握

富山国際大学
子ども育成部
准教授

相山　馨　氏

【２日目】７月29日（金） 場所：農協会館801会議室

時間 項目 内容 講師・説明者

1
13：00～
14：30
（90分）

講義
演習

　⑥　サービス開発の方法について

・サービス開発の意義
・サービス開発の仕組みづくり
・サービス開発のプロセスと方法
・サービス開発の留意点

富山短期大学
福祉学科長・教授

関　好博　氏

14：30～
14：40

休憩

2
14：40～
16：40
（120分）

ワークショップ
　⑦ 多様な主体による多様な生活支
　援サービス事例について(仮)

県社会福祉協議会
地域福祉・ボラン
ティア振興課
主幹

池田　浩一郎　氏

3
16：40～
16：50
（10分）

閉会・
事務連絡

県高齢福祉課
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6
13：00～
14：30
(90分)

講義

　④ 高齢者に係る地域アセスメントの手法
　について
　（地域特性の把握、社会資源の把握、地
　域の生活支援ニーズの把握）

・地域アセスメントの意義
・地域アセスメントの方法
・地域全体の生活ニーズの把握
・地域アセスメントの留意点

富山福祉短期大学
社会福祉学科
介護福祉専攻長・
准教授

宮嶋　潔　氏

14:30～
14:40

休憩

7
14：40～
16：40
（120分）

講義
演習

　⑤　生活支援コーディネーター(地域支え
　　合い推進員)が行うべきアセスメントと支
　　援の視点

　・生活支援コーディネーター（地域支え
　合い推進員）の独自の視点
　・生活支援コーディネーターの独自の
　役割
　・生活支援コーディネーターの独実の
　視点で行う生活支援ニーズの把握

富山国際大学
子ども育成部
准教授

相山　馨　氏

【２日目】７月29日（金） 場所：農協会館801会議室

時間 項目 内容 講師・説明者

1
13：00～
14：30
（90分）

講義
演習

　⑥　サービス開発の方法について

・サービス開発の意義
・サービス開発の仕組みづくり
・サービス開発のプロセスと方法
・サービス開発の留意点

富山短期大学
福祉学科長・教授

関　好博　氏

14：30～
14：40

休憩

2
14：40～
16：40
（120分）

ワークショップ
　⑦ 多様な主体による多様な生活支
　援サービス事例について(仮)

県社会福祉協議会
地域福祉・ボラン
ティア振興課
主幹

池田　浩一郎　氏

3
16：40～
16：50
（10分）

閉会・
事務連絡

県高齢福祉課

【２日目】７月29日（金）

時間 項目 内容及び目的・ねらい 講師・説明者

1
13：00～
14：30
（90分）

講義
演習

　⑥　サービス開発の方法について

・サービス開発の意義
・サービス開発の仕組みづくり
・サービス開発のプロセスと方法
・サービス開発の留意点

富山短期大学
福祉学科長・教授

関　好博　氏

14：30～
14：40

休憩

　⑦ 多様な主体による多様な生活支
　援サービス事例について

全国の事例紹介
(１5分)

・神奈川県平塚市
・三重県伊賀市

県内の地域支援活
動事例「ケアネット
21を考える」
（10分）

・具体的な取り組み状況
・今後の方向性

ワークショップ
(95分)

・ワーク協議事項
１　 第１・2層・3層の生活支援コーディネー
　　ターの役割について
２　 総合事業を円滑に進めるための取組み
　として「協議体」をどう考えるか。（1層・2層
　の役割りとどのような組織・団体・機関に参
　加してもらうか）

3
16：40～
16：50
（10分）

閉会・
事務連絡

県高齢福祉課

2
14：40～
16：40
（120分）

県社会福祉協議会
地域福祉・ボラン
ティア振興課
主幹

池田　浩一郎　氏

平成28年度第1回生活支援コーディネーター養成研修　次第
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（別紙１） 

平成 年度長野県生活支援コーディネーターネットワーク研修実施要領
 
１ 目 的

（１） 地域で活動する生活支援コーディネーターの活動に必要な地域アセスメント

の手法を提供することにより資質向上及び生活支援コーディネーター同士の

ネットワーク化を図り地域における活動を充実・強化する 
（２） 生活支援サービスの構築の旗振り役となる生活支援コーディネーター及び市

町村と、生活支援サービスの提供主体となりうる NPO・宅幼老所等が双方の

取組みについて情報交換を行い、生活支援体制の充実を図るきっかけとする 
 
２ 主 催

長野県 
 
３ 参加対象者

市町村に配置されている（又は配置予定の）生活支援コーディネーター 
生活支援サービスの提供主体（宅幼老所、NPO、その他生活サービス提供団体） 
市町村職員、地域包括支援センター職員 
市町村社会福祉協議会職員 
その他関心のある方 

 
４ 日程及び会場

（１）東北信会場 
平成 28 年８月 23 日（火） 10：00～15：30 
長野県社会福祉総合センター講堂（長野市若里７丁目１−７） 

（２）中南信会場 
平成 28 年８月 30 日（火） 10：00～15：30 
長野県松本勤労者福祉センター大会議室（松本市中央 4 丁目 7 番 26 号） 

 
５ 研修内容等

時間 内容等

９：30 受付開始 
10：00 開会 

10：05～12：00 

講義：「つながりを大切にする地域づくり 
～ 生活支援コーディネーターに必要な地域をみる力 ～」 

講師：（公財）身体教育医学研究所 研究部長 
朴 相俊 氏 

  

13：00～13：10 オリエンテーション 

13：10～15：10 

「生活支援サービスの充実にむけての情報交換会」 
 
生活支援サービスの提供主体、生活支援コーディネーター、社協職員、

行政職員みんなで、お互いの取り組んでいること、生活支援サービスの

充実のために連携していきたいことの情報交換と、今後地域で連携して

活動するための顔合わせを行います。 
 
県内事例の報告（出店形式）、アピールカード等を用いた情報交換等を

予定しています。 
 
県内の特徴的な取組発表も見ながら連携の場をつくりましょう。 

15：10～15：30 まとめ 
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（別紙１） 

平成 年度長野県生活支援コーディネーターネットワーク研修実施要領
 
１ 目 的

（１） 地域で活動する生活支援コーディネーターの活動に必要な地域アセスメント

の手法を提供することにより資質向上及び生活支援コーディネーター同士の

ネットワーク化を図り地域における活動を充実・強化する 
（２） 生活支援サービスの構築の旗振り役となる生活支援コーディネーター及び市

町村と、生活支援サービスの提供主体となりうる NPO・宅幼老所等が双方の

取組みについて情報交換を行い、生活支援体制の充実を図るきっかけとする 
 
２ 主 催

長野県 
 
３ 参加対象者

市町村に配置されている（又は配置予定の）生活支援コーディネーター 
生活支援サービスの提供主体（宅幼老所、NPO、その他生活サービス提供団体） 
市町村職員、地域包括支援センター職員 
市町村社会福祉協議会職員 
その他関心のある方 

 
４ 日程及び会場

（１）東北信会場 
平成 28 年８月 23 日（火） 10：00～15：30 
長野県社会福祉総合センター講堂（長野市若里７丁目１−７） 

（２）中南信会場 
平成 28 年８月 30 日（火） 10：00～15：30 
長野県松本勤労者福祉センター大会議室（松本市中央 4 丁目 7 番 26 号） 

 
５ 研修内容等

時間 内容等
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講師：（公財）身体教育医学研究所 研究部長 
朴 相俊 氏 
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行政職員みんなで、お互いの取り組んでいること、生活支援サービスの

充実のために連携していきたいことの情報交換と、今後地域で連携して

活動するための顔合わせを行います。 
 
県内事例の報告（出店形式）、アピールカード等を用いた情報交換等を

予定しています。 
 
県内の特徴的な取組発表も見ながら連携の場をつくりましょう。 

15：10～15：30 まとめ 
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13：10～15：10 

「生活支援サービスの充実にむけての情報交換会」 
 

生活支援サービスの提供主体、生活支援コーディネーター、社協職員、

行政職員みんなで、お互いの取り組んでいること、生活支援サービスの
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県内事例の報告（出店形式）、アピールカード等を用いた情報交換等を

予定しています。 
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15：10～15：30 まとめ 

６ 参加費

無料 
 
７ 申込み方法

別紙２に下記８を添付の上、電子メールにて、７月 28 日（木）までに長野県健康

福祉部介護支援課計画係（kaigo-keikaku@pref.nagano.lg.jp）あてお申込みください。 
 
８ アピールカードの提出について

７の申込みに併せて「アピールカード」の提出をお願いします。 
御提出いただいたアピールカードは、とりまとめた上で当日の資料として配布し、

研修中また研修終了後の情報共有ツールとして使用しますので御承知おきください。 
なお、当日出席できない場合についても、各団体の取組みを共有し、県内の生活支

援サービスを充実させる参考とするため可能な限り提出をお願いたします。 
 
９ その他

受講決定通知書は省略させていただきます。 
駐車台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関を利用してください。 
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